
令和元年度主要施策成果説明書 

知事直轄組織 

主要施策の総括 

１ 主要施策の目的 
静岡県の新ビジョン「富国有徳の美しい“ふじのくに”の人づくり・富づ

くり」の実現に向け、全庁一体的な施策の推進に取り組んだ。新ビジョンを

着実に推進するため、「成果指標」によって目標達成に向けた施策の効果を

測り、「活動指標」によって施策の進捗状況を確認した。併せて、社会経済

情勢の変化に的確に対応できているか検証を行い、施策の重点化や再構築を

図った。 

 

２ 主要施策の実施状況及び評価と課題 

（１）防災・減災対策の強化、次世代産業の創出と展開、魅力的なライフスタ  

   イルの創出  

ア  “ふじのくに”のフロンティアを拓く取組の推進  

防災・減災と地域成長を両立させた魅力ある地域づくりを目指し、全

市町に設置している「ふじのくにフロンティア推進区域」の早期完了に

向け、アドバイザー派遣等の支援を行った。 

全 35 市町 75 区域のうち 41 区域が完了しており、取組は順調に進捗

している。進捗が遅れている区域に対しては、事業調整や企業誘致など、

引き続き全庁体制で早期完了を支援していく。 

また、都市的サービスを提供する拠点相互の連携・補完により地域課

題の解決を図るた め、「ふじのくにフ ロンティア推進エ リア」の認定制

度を新たに設け、御殿場市と川根本町の２地域をエリア認定した。 

 

（２）世界クラスの資源を活かした観光交流の拡大  

ア  観光客の来訪の促進 

ス マ ー ト フ ォ ン の ニ ュ ー ス ア プ リ の 活 用 や ふ じ の く に 魅 力 発 信 サ イ

ト「痛快！静岡県」により、全国に向けて静岡県の情報を発信した。引

き続き、ウェブサイト、ＳＮＳ、情報誌等、情報の受け手の特性に適し

たメディアを活用し 、観光をはじめとし た本県の魅力を発信 していく。 

 

（３）地域外交の深化と通商の実践  

ア  地域外交の推進  

平成 30 年４月に改訂した「静岡県地域外交基本方針」に基づき、本

県と友好協定を締結している中国浙江省、韓国忠清南道やモンゴル国ド



ルノゴビ県をはじめ、重点国・地域を対象に教育、文化、経済、スポー

ツなど様々な分野での交流を推進した。また、介護福祉人材確保を目指

したモンゴル日本理解人材育成事業や、インドネシア西ジャワ州での海

外合同面接会による高度人材確保など、本県への優秀な外国人材確保に

向けた事業なども新たに実施した。その他、通商推進プロジェクトチー

ムによる県産品の販路拡大等に向けた取組や東京 2020 オリンピック・

パラリンピックを見据えた県内市町のスポーツ交流の推進、富士山静岡

空港を活用した観光誘客の促進など、本県と各国・地域にとって相互に

メリットのある地域間交流を進めた。  

さらに、中国、韓国、台湾、東南アジアにおいて駐在員事務所を運営

し、海外における情報収集・提供、海外進出県内企業支援等の現地活動

に努めた。  

海外との交流が広がりを見せていることから、今後はコワーキングオ

フィスを活用した「機動的新海外拠点」を設置し、現地でのネットワー

ク構築や情報発信・収集に取り組む。ただし、新型コロナウイルス感染

症の影響により相互訪問等は困難なことから、当面は駐在員事務所やオ

ンラインを活用し、重点国・地域等との関係維持・強化を図る。 

 

（４）現場に立脚した施策の構築・推進  

 ア  戦略的な情報発信と透明性の向上  

県政に対する県民の理解を促進するため、情報の受け手となる方々の

年齢等の属性や広報媒体の特徴を考慮し、時機を捉えた分かりやすい情

報提供に努めた。特に、県政への関心の低い若年層に向けては、県政の

理解促進のため、ＳＮＳなどを活用した広報を行った。ＳＮＳの登録者

数は増加しており、若年層に向けた有効な広報手段となっている。今後

は、これまで利用 してきたメディア に加え、動画やＬ ＩＮＥを活用し 、

若年層を含む幅広い県民に県政情報を届けていく。  

 

イ  県民参画の促進  

知事広聴、県政世論調査など様々な手法を用いて県民のこえの的確な

把握と施策への反 映に努めた。「県に 意見要望等がある 人のうち、伝え

た人の割合」は前年度から 1.0 ポイント減少し、17.9％となったことか

ら、県民が意見を伝える手段の充実、周知を図り、意見への回答例等の

公表により、意見を伝えることの効果を実感していただくなど、県民が

意見を伝えやすい環境整備に努めていく。 

また、県の政策形成に対して、県民から施策等の改善意見をいただき

施策等へ反映する“ふじのくに”士民協働施策レビューを開催し、県民

の県政参画の一層の促進に努めた。  



 

（５）健全な財政運営の堅持と最適かつ効果的な事業執行  

ア  将来にわたって安心な財政運営の堅持 

国の「経済財政運営と改革の基本方針 2019（骨太の方針 2019）」では、

地 方 の 安 定 的 な 財 政 運 営 に 必 要 と な る 一 般 財 源 の 総 額 に つ い て 、 2018

年 度 地 方 財 政 計 画 の 水 準 を 下 回 ら な い よ う 実 質 的 に 同 水 準 を 確 保 す る

こととされた一方で、社会保障関係費等の義務的経費などが増加するこ

とから、引き続き厳しい財政運営が見込まれた。 

こうした状況を踏まえ、歳入の面では、新成長産業の育成や、中小企

業・小規模企業の経営革新等の取組の促進、農林水産業の生産性の向上

と競争力の強化等 を図り、本県経済 の持続的な成長を 促すことにより 、

企業収益と県民所得の向上を通じて、税源の涵養に努めた。  

また、歳出の面では、事業のビルド・アンド・スクラップを徹底する

とともに、エビデンスを重視した分析に基づく事業評価により、実施結

果が課題解決に直結していない事業の改善を進めるなど、歳出の重点化、

効率化を図った。  

国に対しては、国・地方を通じた中長期的に安定的な税財政の枠組の

構築や、臨時財政対策債の廃止と償還財源の確実な確保等について提言

した。 

 



令和元年度主要施策成果説明書 

                            危機管理部        

主要施策の総括  

１ 主要施策の目的  

県民の生命、身体及び財産に直接的かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそ 

れのある危機事案に備えるため、平常時から予防対策等に積極的に取り組みつ 

つ、危機管理体制の構築、防災対策の推進、消防体制の充実強化、浜岡原子力 

発電所の安全対策を主要な課題と捉え、施策・事業を実施した。 

 

２ 主要施策の実施状況及び評価と課題 

 (1) 危機管理体制の構築 

県民の生命、身体及び財産に直接的かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそ  
れがある危機事案に対し、災害対策本部の現場指揮官として、関係部長を指揮  
し、全庁的な応急対策の総括・調整を行う危機管理監を中心とした危機管理体  
制を構築した。  

また、県内４箇所の地域局において、市町等と連携し、地域における危機管  
理体制の強化に努めた。  

 
 (2) 防災対策の推進 

あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波による被害等を推計した 

「第４次地震被害想定」を基に、「想定される大規模地震による犠牲者を 2022  

年度までに８割減少させる」という減災目標達成に向け、183 の個別のアクショ 

ンにより構成される「地震・津波対策アクションプログラム２０１３」を中心 

に、ハード・ソフトの両面から様々な対策を組み合わせた総合的な地震・津波 

対策を積極的に推進するとともに、減災目標を確実に達成するため４つのアク 

ションを追加した。 

国が「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」  

を平成 31 年３月に公表したことを受け、本県は、多様な地域性やこれまで実施 

してきた地震・津波対策の取組、地域住民・関係者の意見等を踏まえた「県版 

ガイドライン」を作成し、「南海トラフ地震臨時情報」発表時の防災対応を市町 

地域防災計画へ反映すること等を促進した。 

 地域防災の核となる自主防災組織の活性化と県民の防災意識の高揚を図るた 

め、ふじのくに防災学講座の開催など多様な啓発事業を積極的に行うとともに、 

防災リーダーや次世代の地域防災の担い手等を養成するため、ふじのくに防災 

士やジュニア防災士等の人材育成研修を実施した。 

また、県民の平常時の防災対策や災害時の適切な避難行動を促進するため、 



多言語対応の機能を具備した総合防災アプリ「静岡県防災」の運用を開始した。 

さらに、富士山火山防災対策を推進するため、新たな知見等によるハザード 

マップ改定に向けた取組や、周辺市町・山小屋や関係機関と連携した「火山の 

状況に関する解説情報（臨時）」による防災対応に基づく情報伝達訓練を行った 

ほか、登山者に向けて富士山噴火時避難ルートマップや登山届アプリの周知・ 

啓発を行った。 

 

 (3) 防災訓練の実施 

県・市町における災害対策本部運営機能の向上及び防災関係機関との連携の 

強化、地域の危機管理体制の確立及び危機管理意識の高揚を図るため、南海ト 

ラフ地震を想定した総合防災訓練、大規模図上訓練及び地域防災訓練を年間訓 

練の柱とし、台風や土砂災害などの個別の事象を想定した訓練も行うなど、年 

間を通じ、計画的に実践的な訓練を実施した。 

 

 (4) 消防体制の充実強化 

消防体制の充実強化を図るため、市町等が整備する消防水利や消防車両への 

助成を行ったほか、地域防災力の要である消防団の活性化や充実強化に努めた。 

また、静岡県消防防災航空隊は、市町の要請を受け、消防防災ヘリコプター 

を用いて水難・山岳事故の救急救助や林野火災の消火などを行い、市町の消防 

活動の支援等を行った。 

令和元年９月からは消防防災ヘリコプターの新機体による運用を開始すると 

ともに、令和２年４月からの二人操縦士体制の本格導入に向けた体制を整える 

など、ヘリコプターの安全対策の充実強化に努めた。 

 

 (5) 浜岡原子力発電所の安全対策 

浜岡原子力発電所とその周辺環境の安全確保のため、津波対策工事の点検等 

により発電所における安全対策を確認するとともに、環境放射能調査により発 

電所からの周辺環境への影響がないことを確認した。 

また、原子力防災対策に万全を期すため、関係市町の避難計画の策定支援等 

を通じて県の広域避難計画の実効性向上を図ったほか、原子力防災訓練や原子 

力防災資機材の整備・維持管理等を実施した。 

さらに、静岡県防災・原子力学術会議原子力分科会を開催して浜岡原子力発 

電所の安全性について検証し、その内容の情報公開を行うとともに、原子力防 

災センターにおける一般公開等を通じて、原子力発電所の安全対策、防災対策 

について県民の理解の促進に努めた。 

 

 (6) 令和元年房総半島台風、令和元年東日本台風による災害及び東日本大震災等 

についての対応 

令和元年房総半島台風により被災した南房総市に発災直後から延べ 26 人（う 



ち県職員 11 人、市町職員 15 人）を派遣するとともに、令和元年東日本台風に 

よる県内の被災市町を支援するため、延べ 126 人（うち県職員 96 人、市町職員 

30 人）を派遣し、災害復旧の支援を行った。 

また、東日本大震災及び熊本地震により被災した地域等への支援として、21  

人を被災自治体の要請に応じ長期派遣した。  

静岡県被災者支援対策本部の事務局である危機管理部は、被災地を訪問し、 

派遣されている職員等と面談、情報交換をするなど、被災地への支援を側面か 

ら支えた。 



 

令和元年度主要施策成果説明書 

経営管理部  

主要施策の総括 

１  主要施策の目的 
「 富 国 有 徳 の 理 想 郷 “ ふ じ の く に ” づ く り 」 の 実 現 に 向 け て 、 行 政 の

生 産 性 の 向 上 や 県 有 施 設 の 最 適 化 、 歳 入 確 保 に 積 極 的 に 取 り 組 み つ つ 、

市 町 へ の 積 極 的 な 権 限 移 譲 や 市 町 と 連 携 し た 施 策 の 推 進 、 高 度 情 報 化 の

推 進 及 び 情 報 公 開 の 推 進 を 主 要 な 課 題 と 捉 え 、 施 策 ・ 事 業 を 実 施 し た 。  

 

２  主要施策の実施状況及び評価と課題  

（ １ ） 行 政 経 営 の 推 進  

「 静 岡 県 の 新 ビ ジ ョ ン （ 総 合 計 画 ） 」 の 位 置 付 け を 踏 ま え 、 平 成 30

年 ３ 月 に 策 定 し た 「 静 岡 県 行 政 経 営 革 新 プ ロ グ ラ ム （ 計 画 期 間 ： 平 成

30年 度 ～ 令 和 ３ 年 度 ） 」 に 基 づ き 、 「 政 策 の 実 効 性 を 高 め る 行 政 経

営 」 を 推 進 し た 。  

令 和 元 年 度 は 、 外 部 有 識 者 か ら な る 行 政 経 営 推 進 委 員 会 に お い て 、

行 政 経 営 革 新 プ ロ グ ラ ム の 進 捗 や 、 外 郭 団 体 の 点 検 評 価 等 に つ い て 検

討 を 行 っ た ほ か 、 ひ と り １ 改 革 運 動 に よ る 改 革 ・ 改 善 を 進 め る 組 織 風

土 の 醸 成 、 公 の 施 設 に お け る 指 定 管 理 者 制 度 の 積 極 的 な 活 用 や 運 用 の

改 善 な ど 行 財 政 改 革 に 取 り 組 ん だ 。 さ ら に 、 「 地 方 自 治 法 等 の 一 部 を

改 正 す る 法 律 」 の 公 布 に よ っ て 、 令 和 ２ 年 ４ 月 か ら 都 道 府 県 に 内 部 統

制 が 義 務 付 け ら れ た こ と か ら 、 監 査 委 員 と の 意 見 交 換 の 結 果 を 踏 ま え 、

「 静 岡 県 の 内 部 統 制 に 関 す る 方 針 」 を 策 定 ・ 公 表 し た 。  

ま た 、 県 庁 に お け る 働 き 方 改 革 と し て 、 「 業 務 の 見 直 し ・ 効 率 化 」

「 多 様 な 働 き 方 の 実 現 」 「 職 場 環 境 の 改 善 」 「 心 身 の 健 康 増 進 ・ 不 安

解 消 」 の ４ つ の 柱 を 掲 げ 、 仕 事 の や り 方 を 根 本 的 に 見 直 す 新 た な 業 務

改 善 や 在 宅 勤 務 制 度 の 試 行 、 オ フ ィ ス レ イ ア ウ ト の 見 直 し な ど 、 仕 事

の 効 率 化 や 職 員 が 能 力 を 最 大 限 に 発 揮 で き る 職 場 づ く り に 取 り 組 ん だ 。  

今 後 は 、 行 政 経 営 革 新 プ ロ グ ラ ム に 掲 げ た 全 て の 目 標 の 着 実 な 達 成

を 目 指 す と と も に 、 働 き 方 改 革 に よ る 、 仕 事 に 「 働 き が い 」 を 、 生 活

に 「 生 き が い 」 を 感 じ ら れ る 組 織 風 土 の 実 現 に 向 け た 取 組 を 進 め て い

く 。  



（ ２ ） 県 有 施 設 の 最 適 化  

   県 有 施 設の 適 切 な 維 持 保 全 と 財 政 負 担 の 軽 減 の 両 立 を 図る た め 、 将 来

に 渡 っ て 県が 保 有 す べ き 施 設 の 総 量 に 関 す る 目 標 を 掲 げ 、 県有 施 設 に お

け る 今 後 30年 間 の 管 理 方 針 や 対 策 費 用 を 記 載 し た 個 別 施 設 計画 を 策 定 し

た。 

ま た 、 個 別 施 設 計 画 に 基 づ く 取 組 を 着 実 に 実 施 し て い くた め 、 長 寿 命

化 対 策 を 目 的 と し た 新 た な 基 金 を 造 成 し た ほ か 、 公 共 施 設 の 整 備 ・ 運 営

に 、 民 間 の 能 力 と ノ ウ ハ ウ を 幅 広 く 取 り 入 れ る た め の 意 見 交 換 の 場 と し

て、公共施設官民連携プラットホームを設置した。 

今後も、施設を通じた持続的な行政サービスを提供していくため、施

設需要の把握に努め、ファシリティマネジメントによる県有施設の最適

化に向けた取組を進めていく。 

 

 

（ ３ ） 歳 入 確 保 へ の 取 組  

 県 税 収 入 の 確 保 及 び 収 入 未 済 額 の 縮 減 に 向 け て 、 数 値 目 標 を 設 定 し 、

進 行 管 理 を 行 う と と も に 、 滞 納 処 分 中 心 の 滞 納 整 理 に よ り 徴 収 強 化 を

図 る な ど 、 税 務 行 政 の 適 正 か つ 効 率 的 な 運 営 に 努 め た 。 特 に 、 県 税 収

入 未 済 額 の ８ 割 以 上 を 占 め る 個 人 県 民 税 に つ い て は 、 静 岡 県 個 人 住 民

税 徴 収 対 策 本 部 会 議 に よ る 取 組 （ 数 値 目 標 や 滞 納 整 理 強 化 月 間 の 設 定 、

県 職 員 の 市 町 へ の 短 期 派 遣 、 各 財 務 事 務 所 に 設 置 し た 地 区 部 会 に よ る

地 域 毎 の 実 情 、 課 題 に 応 じ た 対 策 の 実 施 等 ） に よ り 、 市 町 と 連 携 し た

滞 納 対 策 を 進 め た 。  

ま た 、 納 税 し や す い 環 境 の 整 備 に よ り 収 入 率 の 向 上 を 図 る た め 、 自

動 車 税 定 期 課 税 、 個 人 事 業 税 定 期 課 税 、 不 動 産 取 得 税 に 加 え て 、 個 人

事 業 税 の 随 時 課 税 に つ い て ク レ ジ ッ ト カ ー ド 納 付 を 実 施 す る な ど 、 納

税 者 の 利 便 性 の 向 上 を 図 っ た 。  

税 外 未 収 金 対 策 に つ い て は 、 税 外 収 入 債 権 管 理 調 整 会 議 を 開 催 し 、

情 報 の 共 有 化 を 図 る と と も に 、 縮 減 目 標 や 回 収 強 化 期 間 を 設 定 し て 、

全 庁 を 挙 げ て 未 収 金 回 収 に 取 り 組 ん だ 。  

県 有 財 産 の 売 却 に つ い て は 、 県 有 財 産 の 売 却 計 画 （ 2018～ 2022） の

売 却 計 画 額 55億 6,500万 円 に 対 し て 、 ２ 年 度 目 （ 令 和 元 年 度 ） の 売 却

実 績 額 は 22億 2,600万 円 、 累 計 で の 売 却 実 績 額 は 32億 9,500万 円 、 売 却

率 は 59.2パ ー セ ン ト と な っ た 。  

今 後 も 、 県 税 収 入 の 確 保 に 向 け て 適 正 か つ 公 平 な 課 税 に 努 め 、 納 税

者 を 取 り 巻 く 状 況 の 変 化 に 対 応 し た 納 税 環 境 整 備 な ど を 進 め る と と も

に 、 税 外 未 収 金 の 回 収 や 県 有 財 産 の 売 却 を よ り 一 層 進 め る こ と に よ り 、

確 実 な 歳 入 確 保 へ 取 り 組 ん で い く 。  



（４）地域が自立できる行政体制の整備  

市 町 へ の 権 限 移 譲 に つ い て は 、 「 ふ じ の く に 権 限 移 譲 推進 計 画 （ 第 ３

期）」に基づく市町の意向を踏まえた権限移譲を進め、計画に基づく 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル の 構 築 に よ り 、 権 限 移 譲 に 関 す る 市 町 の 意 向 を 丁 寧 に

聞 き 取 り 、 市 町 に 対 す る 県 の 協 力 体 制 の 充 実 ・ 強 化 を 図 る こ と で 、 市 町

に お け る 円 滑 な 事 務 執 行 の 確 保 等 を 図 っ た 。 ま た 、 第 ３ 期 計 画 の 計 画 期

間 が 令 和 元 年 度 末 で 満 了 す る こ と に 伴 い 、 令 和 ２ 年 ３ 月 に 新 た な 計 画

（第４期計画）を策定した。 

  行 政 経 営 研究 会 で は 、 「 水 道 事 業 の 広 域 連 携 」 「 フ ァ シ リテ ィ マ ネ ジ

メ ン ト の 推進 」 等 に つ い て 、 平 成 30年 度 ま で の 研 究 成 果 を 踏ま え 、 研 究

内 容 の 具 体化 に 向 け た 検 討 等 を 進 め た と こ ろ で あ り 、 今 後 も本 研 究 会 の

取 組 を 通 じて 、 市 町 の 体 制 強 化 の 支 援 や 広 域 連 携 を 進 め 、 地域 が 自 立 で

きる行政体制の整備に取り組んでいく。  

こ の ほ か 、 過 疎 対 策 に 係 る 市 町 と の 情 報 共 有 や 地 域 コ ミュ ニ テ ィ の 活

性 化 等 に よ る 活 力 あ る ま ち づ く り を 推 進 す る と と も に 、 地 域 が 抱 え る 課

題 を 検 討 す る 会 議 、 県 ・ 市 町 の 規 制 や 制 度 の 検 証 を 行 う “ ふ じ の く に ”

規制改革会議の開催等を通じ、地域や市町との連携・協働を推進した。    

 

 

（ ５ ） 高 度 情 報 化 の 推 進  

 平 成 30年 ３ 月 に 策 定 し た 「 静 岡 県 高 度 情 報 化 基 本 計 画 (Ｉ Ｃ Ｔ 戦 略

2018)・官民データ活用推進計画」を推進するための各施策を実施し、高

度情報化及び地域情報化の推進を図った。 

Ａ Ｉ 等 の 新 世 代 Ｉ Ｃ Ｔ の 実 装 ・ 利 活 用 の 促 進 を 図 る た め、 Ｒ Ｐ Ａ を 新

た に 42業 務 に 導 入 し 、 パ ソ コ ン 上 の 単 純 作 業 を 自 動 化 す る と と も に 、 音

声 認 識 技 術 を 新 規 導 入 し 、 会 議 録 等 の 作 成 に か か る 負 担 を 軽 減 し た 。 ま

た 、 県 内 の 超 高 速 ブ ロ ー ド バ ン ド 環 境 の 向 上 を 図 る た め 、 富 士 宮 市 な ど

３市町に対して光ファイバ網の整備費を助成した。 

庁 内 に お い て は 、 急 速 に 進 展 し て い る 情 報 通 信 技 術 を 活用 し 、 申 請 ・

届 出 等 の 受 付 や 結 果 通 知 等 の 処 理 を 行 う 電 子 申 請 シ ス テ ム を 運 用 す る と

と も に 、 全 庁 的 な 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク を 活 用 し て 、 行 政 事 務 の 生 産 性 の 向

上を図るなど、「電子県庁」の推進に努めた。 

 ま た 、 県 の Ｉ Ｔ 資 産 を 効 率 的 に 活 用 し 、 情 報 シ ス テ ム に 係 る 運 用 コ ス

トを 削 減 する た め に整 備 し た県 庁 情 報処 理 基 盤に つ い ては 、保 守 期 限 を

迎 え る 現 行 基 盤 を 更 新 す べ く 提 案 競 技 を 実 施 し 、 令 和 ２ 年 12月 の 移 行

を 目 標 に 新 基 盤 の 構 築 を 開 始 し た 。  

 

 



（ ６ ） 開 か れ た 県 政 等 の 推 進  

 県 施 策 の 意 思 決 定 や 事 業 実 施 等 を 記 録 す る 公 文 書 を 適 正 に 管 理 す る

た め の 取 組 を 進 め る と と も に 、 情 報 提 供 の 推 進 に 関 す る 要 綱 に 基 づ く

政 策 形 成 過 程 情 報 の 公 表 や こ れ に 対 す る 県 民 の 意 見 を 募 集 す る パ ブ リ

ッ ク ・ コ メ ン ト の 実 施 、 審 議 会 等 の 会 議 録 の 公 開 、 事 務 事 業 及 び 予 算

の 執 行 実 績 並 び に 県 が 出 資 し た 法 人 の 財 務 諸 表 等 の 公 開 、 職 員 の 出 張

旅 費 に 係 る 情 報 の 公 表 な ど の 情 報 提 供 施 策 を 推 進 し た 。 ま た 、 歴 史 的

公 文 書 の 公 開 に 努 め る と と も に 新 た な 県 史 の 編 さ ん に 取 り 組 ん だ 。  

今 後 も 、 県 政 へ の 県 民 の 信 頼 性 の 向 上 と 県 民 参 画 に よ る 施 策 の 推 進

を 図 る た め 、 公 文 書 の 適 正 な 管 理 と 公 表 す べ き 行 政 情 報 の 公 表 を 徹 底

し 、 透 明 性 の 高 い 情 報 公 開 制 度 の 運 用 を 図 る 。  

 



令和元年度主要施策成果説明書 

くらし・環境部 

主要施策の総括 

１ 主要施策の目的 
「富国有徳の美しい“ふじのくに”づくり～静岡県を Dreams come true in 

Japanの拠点に～」の基本理念の下、「くらし」「住まい」「環境」といった県

民生活に身近な分野の施策を一体的、効果的に実施した。  

 

２ 主要施策の実施状況及び評価と課題 
（１）「命」を守る安全な地域づくり  

＜防災・減災対策の強化＞ 

想定される巨大地震による建築物等の倒壊被害を最小限にす るため、

「静岡県耐震改修促進計画 ｣において目標とする令和２年度末の耐震化

率 95％の達成に向けて、プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」総合支援

事業により、住宅や多数の者が利用する特定建築物の耐震化等を総合的

に推進し、住宅の耐震化については、耐震補強における割増助成を継続

し耐震化を促進した。 

また、県民だよりや市町広報誌等により、県民に対して耐震化の必要

性と支援制度についての周知や、市町と連携した「耐震診断未実施の住

宅」へのダイレクトメールの発送を行うとともに、戸別訪問などにより、

耐震化の進まない高齢者世帯等を中心に啓発活動を実施したものの、令

和元年度の耐震補強助成実績は 779 戸と、平成 30 年度の実績 1,012 戸

を下回った。  

一方、耐震性が不足している住宅の建替えや住み替えを促進する建替

え助成事業の実績は、助成対象の拡充により実績が増加した平成 30 年

度と同程度であった。 

ブロック塀等の安全対策については、平成 30 年６月の大阪府北部の

地震でのブロック塀等の倒壊被害を踏まえて強化した県民への助成制

度の周知を継続した結果、ブロック塀等撤去・改善事業の助成実績は、

平成 29 年度の実績から大幅に増加した平成 30 年度の約８割、平成 29

年度比では約５倍の実績となった。  

多数の者が利用する特定建築物の耐震化率は 92.1％（平成 30 年度末）、

住宅の耐震化率は 89.3％（平成 30 年）であり、目標達成に向けた更な

る取組が必要である。 

今後も、市町等と連携して、耐震補強の助成制度や建替え助成制度を

活用し、住宅の耐震化を推進していくとともに、ブロック塀の安全対策、



特定建築物の耐震化、更に緊急輸送路等の沿道建築物の耐震診断等につ

いても、補助制度等を活用し、県民に対し早期の実施を働きかけていく。 

 

＜安全な生活と交通の確保＞ 

官民協働によ る犯 罪に強い 社会 づく りのため 、 ｢静岡 県 防犯まち づく

り条例 ｣及び ｢第４次ふじのくに防犯 まちづくり行動計 画 ｣に基づき、関

係機関と連携して、犯罪の更なる減少を図る施策を実施した。特に、子

どもが被害者となる重大な事件・事故が相次いで発生したことを受けて、

県、市町及び民間 が実施する防犯・ 交通安全対策を 、「 静岡県子どもの

安全確保緊急対策 アクション」とし て取りまとめ 、「オ ール静岡」で子

どもの安全確保対策に取り組んだ。この結果、令和元年における刑法犯

認知件数は 17,876 件となり、令和３年の目標である 20,000 件以下を、

平成 30 年に引き続き達成した。  

また、犯罪被 害者 を支援す るた め、「 静岡県犯 罪被 害者 等支援推 進計

画」に基づき、各種施策を実施するとともに、性暴力被害者の心身の健

康回復、潜在化防止のため「静岡県性暴力被害者支援センター  ＳＯＲ

Ａ」を運営するなど支援体制の充実に取り組んだ。    

今後も、犯罪 の発 生状況に 対応 した 的確な防 犯情 報の 提供等に より 、

県民総ぐるみの防犯まちづくりを推進していくとともに、市町・警察等

と連携した犯罪被害者の支援体制の充実を図っていく。  

交通事故防止対策については、「第 10 次静岡県交通安全計画」に基づ

き、関係機関・団体等と連携して「あなたが主役の交通安全県民運動」

等を実施した結果、令和元年における交通事故死者数は 101 人となり前

年に比べ３人減少し、交通人身事故件数は 25,102 件となり前年に比べ

3,300 件減少した。  

引き続き、「第 10 次静岡県交通安全計画」で定めた「交通事故死者

数 100 人以下、人身事故発生件数 30,000 件以下」の達成に向けて、高

齢者事故防止対策及び自転車事故防止対策を中心に推進していく。 

さらに、安全 な消 費生活を確保 する ため、「第３次静岡 県消費者行政

推進基本計画」及び「第２次静岡県消費者教育推進計画」に基づき、消

費者教育の推進、消費生活相談、事業者指導により、消費者被害の防止

と救済に取り組んだ。 

しかしながら、悪質商法の手口はますます巧妙化しており、新たな手

口の消費者被害などに適切に対応していく必要があるため、今後も警察

や市町と連携し、不当取引行為防止に向けた効果的な事業者指導を実施

していく。併せて、消費生活相談窓口の機能強化等による高齢者の見守

り体制の強化や、成年年齢の引き下げに伴う若年層の消費者被害を未然

に防ぐ消費者教育の充実に努める。  



（２）誰もが活躍できる社会の実現  

  ＜活躍しやすい環境の整備と働き方改革＞ 

       誰 も が 個 性 を 活 か し 能 力 を 発 揮 で き る 男 女 共 同 参 画 社会 づ く り を 推

進するため、「第２次静岡県男女共同参画基本計画」に基づき、「静岡県

男女共同参画センター  あざれあ」を拠点として県内各地で施策を推進

した。 

今後も市町、「しず おか男女共同参画 推進会議」、「ふじ のくに女性活

躍応援会議」、男女 共同参画社会づく り宣言事業所・団 体等との連携・

協働により、一層の意識改革や、あらゆる分野において女性が活躍でき

る環境整備に取り組んでいく。  

また、地域における多様な主体による協働の推進を図るため、県民参

加の受け皿として重要な役割を果たすＮＰＯの基盤強化や、ＮＰＯ等の

活動を支援する市民活動センターの機能強化に取り組んだ。  

今後は、県民の社会貢献活動への参加を促すとともに、市民活動セン

ターの中間支援機能を強化するため、引き続きセンターのスキルアップ

につながる継続的な支援を行っていく。また、市民活動センターの設置

が進んでいない伊豆地域においては、令和元年９月に発足した伊豆地域

市民活動ネットワークの運営を支援することにより、市民活動関係者間

の交流を促進し、協働の機会創出につながるようネットワークの活性化

を図っていく。  

 

＜誰もが理解し合える共生社会の実現＞  

外 国 人 県 民 と 日 本 人 県 民 と が 異 な る 文 化 や 生 活 習 慣 に つ い て の 相 互

理解を深め、外国人県民も安心して生活を送り、活躍できる環境を整備

するために、「ふじのくに多文化共生推進基本計画」に基づき、多文化

共生意識普及のための啓発イベントの開催、外国人県民への多言語によ

る情報提供及び「やさしい日本語」の普及啓発を図った。 

また、令和元年７ 月から、「静 岡県多 文化共生 総合相談 センター  か

めりあ」の運用を開始し、外国人県民からの生活上の相談に多言語で対

応している。  

併せて、多文化共生推進本部にプロジェクトチームを設置し、部局横

断的な課題に、柔軟で迅速に取り組む体制を整備し、入管法改正による

新たな在留資格創設等に伴う多文化共生施策の強化、充実に努めた。 

引き続き、「 静 岡 県 多 文 化 共 生 総 合 相 談 セ ン タ ー  か め りあ 」 の 相 談 機

能の充実を図るとともに、県内の地域日本語教育の体制構築及び「やさし

い日本語」の一層の活用を推進する。 

また、住む人も訪れる人も快適に安心して過ごせる地域づくりを進め

るため、「第５次ふじのくにユニバーサルデザイン行動計画」に基づき、



ユニバーサルデザインの理念普及や県民の理解向上に努めた。 

引き続き、「心のＵ Ｄプラス実践 講座 」などの講座 実施 及び情報発信

により、困っている人を見かけた際に行動できる「心のＵＤプラス」の

視点を一層の重点として展開していく。  

 

（３）多彩なライフスタイルの提案  

＜魅力的なライフスタイルの創出＞  

ふ じ の く に な ら で は の 多 様 な ラ イ フ ス タ イ ル や ラ イ フ ス テ ー ジ へ の

対応として、生活と自然が調和する住まいづくり・まちづくりの普及や

地域コミュニティーの形成、景観に配慮した豊かな住環境の整備による

豊かな暮らし空間創生事業を実施した。  

また、空き家対策として、所有者等の多様な相談ニーズに対応するた

め、市町や民間団体と連携し、県内 12 か所でワンストップ相談会を開

催した。 

併せて、建築基準法に基づく建築確認審査・検査等の公正かつ適確な

実施に努め、建築物等の強さ、防火などの安全性等の確保に取り組んだ。 

県営住宅については、県営住宅再生計画に基づき、建替え、居住改善

等により整備を進めている。令和元年度は、 155 戸の建替事業に着手し

た。 

特に、少子高齢化の進展等を踏まえ、子育て世帯や高齢者、障害者を

含む住宅困窮者に公営住宅を的確に供給していくため、ユニバーサルデ

ザインに配慮した住みやすい住宅など、多様なニーズに対応した住宅の

整備を図るとともに、効率的な管理運営に努めた。  

引き続き、魅力的なライフスタイルの創出に向けて、豊かな暮らしや

多 彩 な ラ イ フ ス タ イ ル を 実 現 で き る 魅 力 的 な 住 ま い づ く り を 推 進 し て

いくとともに、良質な住宅ストックの形成を図っていく。 

また、本県ならで はの花と 緑が映え る暮らし の空間を 創出する ため 、

「静岡県緑化推進計画」に基づき、豊かな暮らし空間を創る緑化活動の

促進に取り組んだ。  

今後も、地域緑化のシンボルとなる「花と緑のおもてなし空間」の整

備や、緑化コーディネーターの育成・活用、園庭・校庭の芝生化の推進

を更に進めるため 、（公財）静岡県グ リーンバンクが県 民の協力を得て

実施する環境緑化事業を支援していくとともに、静岡県芝草研究所での

芝生の研究調査と普及啓発を進め、適切に管理された芝生地の拡大に取

り組んでいく。  

さらに、移住・定住を促進するため、東京及び静岡で運営している「“ふ

じのくにに住みかえる”静岡県移住相談センター」で相談業務を行った

ほか、首都圏での移住相談会の開催やホームページ等での情報発信、創



設した「移住・就業支援金制度」のＰＲ等に取り組んだ。 

今後も、来所困難者への相談対応を強化するためオンラインを活用し

た相談を実施するほか、移住・定住情報サイトで市町の移住関連支援策

を一覧化するなど、移住の検討に役立つ情報発信を強化していく。 

 

＜持続可能な社会の形成＞ 

改定版「ふじの く に地球温暖化対 策 実行計画」（緩和策 ）に基づき、

県民運動「ふじのくにＣＯＯＬチャレンジ」や環境マネジメントシステ

ムの導入支援等を 実施するとともに 、「静岡県の気候変 動影響と適応取

組方針」（適 応策） に基づき、普及啓 発や静岡県気候変 動適応センター

による調査等を実施した。 

今 後 も 、 温 室 効 果 ガ ス 排 出 削 減 策 の 推 進 に よ る 地 球 温 暖 化 の 進 行 の

「緩和」と、気候変動による影響の回避や軽減を図る「適応」を、気候

変動対策の車の両輪として取り組んでいく。 

また、「第３次静岡 県循環型社会形 成 計画」の目標達 成 に向け、県民

総参加で３Ｒを推進するため、地球規模での海洋汚染が懸念される海洋

プラスチックごみの防止を目指した「６Ｒ県民運動」をはじめとしたご

みの発生抑制等に取り組んだほか、産業廃棄物の適正処理の推進のため、

処理業者の監視・立入検査、排出事業者を対象とした研修会、ＰＣＢ廃

棄物の処理促進等を実施した。目標達成には一層の取組が必要であるた

め、引き続き、廃棄物の排出抑制やリサイクルの推進に取り組んでいく。 

不法投棄対策では、監視・パトロールに加え、関係団体と「廃棄物不

法投棄の情報提供に関する協定」の締結など監視力の強化に取り組んだ。 

今後も、不法投棄の撲滅に向けて、未然防止や早期発見対策に取り組

み、生活環境の保全と不法投棄を許さない地域環境づくりを目指し、県

民、事業者その他団体との連携による県民総ぐるみの監視体制を構築し

ていく。 

快適な暮らしの 基 盤である大気、 水 等の生活環境の 保 全については、

工場や事業所の監視指導、大気環境の常時監視、水質調査、化学物質の

適正管理の推進等に取り組んだ。  

また、再生可能エネルギー発電施設の建設事業をはじめとする開発事

業が環境保全に十分に配慮して行われ、本県の豊かな自然環境や生活環

境等が損なわれることがないよう、事業者に対し適切な環境影響評価の

実施等についての指導等を行った。  

引き続き、良好な生活環境等を維持していくため、大気汚染や水質汚

濁の防止、環境影響評価制度による環境保全等に取り組んでいく。 

    健全な水循環の確保と継承に向けて、天候や河川の流況に応じた早期

の節水対策による水資源の利用調整に取り組み、農業用水や生活用水等



の給水制限に至る状況を回避した。  

今後も、関係者間の調整による水資源の確保や、水道事業者間の広域

的な連携を推進し、水道事業の基盤強化に取り組んでいく。  

リニア中央新幹線の工事による自然環境への影響、大井川の水資源の

減少を回避するため、関係市町と一体となって万全な措置がなされるよ

う取り組んだ。  

 

（４）“ふじのくに”の魅力の向上と発信 

＜文化芸術の振興＞  

  富士山を適切に保存管理し、後世へ継承するため、「富士山憲章」に

基づき、富士山の環境保全対策に取り組んだ。 

環境負荷の軽減に向けては、公募ボランティア等との協働による清掃

活動や環境保全活動に対する助成等を実施した。さらに、登山者を対象

に、「富士山 のごみ 持ち帰り等マナー 向上キャンペーン 」を実施したこ

とで、登山道や山小屋周辺におけるごみの放置が減少した。  

また、環境保全団体や企業、行政等で構成された「ふじさんネットワ

ーク」の活動を積極的に支援することで、環境保全意識の高揚を図ると

ともに、外来植物の除去や侵入防止対策を実施した。  

今後も、県民 ・企 業・ＮＰ Ｏ等 との 協働によ る環 境保 全活動を 通じ 、

富士山への関心と理解を高めていく。  

 

＜美しい景観の創造と自然との共生＞  

県内における生物多様性の保全に関する基本指針である「ふじのくに

生物多様性地域戦略」の普及・啓発を図るため、生物多様性に関するシ

ンポジウムを開催するとともに、市町を対象とした会議を開催した。 

併せて、外部有識者による「ふじのくに生物多様性地域戦略推進会議」

において、的確な進捗管理を行った。  

生態系を保全・再生・創出する取組を推進するため、里地・里山の生

物多様性の魅力を再発見するとともに、保全活動の活性化を図るための

モデル事業を新たに実施し、その成果を広く県民に普及することにより、

保全活動への参加を促進する仕組みを構築し、豊かな生物多様性に恵ま

れた里地・里山の保全を図った。  

県内の生物多様性を保全していく上で、重要な指標となっている絶滅

の可能性がある野生生物とその保護方針を取りまとめた「静岡県レッド

データブック（植物・菌類編）」のほか、関連書籍の「静岡県野生生物

目録」、「静岡県レッドデータブック普及版」を改訂し、令和２年３月に

公表した。  

また、県内における生物多様性の次世代への継承に向け、「第 12 次鳥



獣保護管理事業計画」に基づく野生動物の保護管理のほか、南アルプス

の高山植物の保全に取り組んだ。  

県 内 全 域 で 生 態 系 や 農 林 業 等 に 深 刻 な 影 響 を 与 え て い る ニ ホ ン ジ カ

については、「第二種特定鳥獣管理計画」に基づき、個体数の調整に取

り組んだ。しかし、令和元年度の伊豆・富士地域におけるニホンジカの

推定生息頭数は依然として高水準であることから、今後も、繁殖を抑制

するためメスジカの捕獲を強化するなど、ニホンジカの個体数を適正に

管理していく。  

さらに、県民の自然とのふれあいを推進するため、県立森林公園の再

整備事業を実施するとともに、｢森づくり県民大作戦 ｣や「企業の森づく

り」への参加促進を図るなど県民参加の 森づくり活動等に取 り組んだ。 

今後も、より多くの県民に自然とふれあう機会を提供するため、自然

ふれあい施設の計画的な再整備や、幅広い年齢層の森づくり活動への参

加促進などに取り組んでいく。  

 



令和元年度主要施策成果説明書 

スポーツ・文化観光部 

主要施策の総括 

１ 主要施策の目的 
(1) すべての人々が能力を発揮して活躍できる環境を整備するため、「総合教育

会議」等を運営したほか、人づくりの推進、私立学校における魅力ある学校

づくりの支援、魅力ある高等教育・学術の振興を図る施策を展開した。 

(2) 国内外との活発な交流の中で、本県の魅力を幅広く発信し、世界の人々が

憧れる地域づくりを進めるため、文化の振興や富士山に関する総合的な取組

に加え、観光交流、スポーツ交流、富士山静岡空港の利活用など、交流人口

の拡大に向けた施策を展開した。 

 

２ 主要施策の実施状況及び評価と課題 
 (1) 子どもが健やかに学び育つ社会の形成 

ア  安 心 し て 出 産 ・ 子 育 て が で き る 環 境 づ く り  

私立幼稚園等の園児数は、少子化の進行により、昭和 53 年度の 60,058

人をピークに、令和元年度には 25,353 人まで減少している。しかしながら、

幼児期の教育は、これからの社会を支える人材の育成はもとより、人格形

成の基礎を培う重要なものであり、その充実は必要不可欠である。 

 このため、私立幼稚園の自主性や独自性を活かして実施した教員の資質

向上や幼小連携の促進に向けた取組みを支援したほか、私立幼稚園におけ

る人材の確保・定着を促進するため、教員の給与改善に係る経費に対する

助成を実施した。 

    引 き 続 き 、 幼 児 教 育 の 充 実 を 図 る と と も に 地 域 に お け る 子 育 て 機

能 を 支 援 し て い く 。  

 

イ 「 文 ・ 武 ・ 芸 」 三 道 鼎 立 の 学 び の 場 づ く り  

地域ぐるみ、社会総がかりの教育の推進のため、「総合教育会議」を開催

し、知事と教育委員会が本県教育の課題等について協議した。各回の会議

に先立ち、知事が幅広い分野の有識者から意見を聞くために本県独自の取

組として設置した「地域自立のための「人づくり・学校づくり」実践委員

会」を開催した。 

 また、平成 30 年３月に策定した「県教育振興基本計画」の進捗状況を評

価し、課題及びそれらに対して取り組むべき施策を「総括的評価」として

取りまとめ、関係部局において認識の共有を図った。 

 今後も、教育委員会等関係部局と連携し、総合教育会議での合意事項等



の具体化や、県教育振興基本計画に基づく取組を推進していく。 

 

県民自らが行う人づくりの実践活動を促進するため、市町等を通じて、

人づくり推進員が子育て、人づくりに係る助言等を行う人づくり地域懇談

会の開催を働き掛けたほか、人づくり推進員のための研修や人づくりの推

進に係る広報を行った。 

引き続き、人づくり推進員が「有徳の人」づくりの周知及び啓発の担い

手としての役割を高められるよう、その活動を支援する。 

 

 令和元年度の私立高校の生徒数は 31,244 人で、本県の高校生の 32.3％

を占めるなど、私立学校は公教育の一端を担っており、私立学校の自主性、

独自性を生かし、生徒や保護者、地域から信頼される魅力ある学校づくり

を促す必要がある。 

 このため、教育条件の維持、向上が図られるよう、国際交流の推進や体

験学習の実施、社会人・補助教育の活用などの特色ある取組を実施する学

校を支援している。 

    また、私立学校におけるいじめ、不登校等の対策強化のため、スクール

カウンセラーの配置等の取組に対する助成を実施した結果、スクールカウ

ンセラー配置校比率は、平成 30 年度 86.0％から令和元年度は 93.0％に増

加している。 

    今後も、私立学校が県民の多様な教育ニーズに幅広く応えるため、特色

ある取組を実施している学校を支援していく。 

 

 (2) 誰もが活躍できる社会の実現 

  ア 次代を担うグローバル人材の育成 

日本人学生の海外留学を推進するため、「ふじのくに海外留学応援フェ

ア」の開催や、文部科学省・日本学生支援機構「トビタテ！留学 JAPAN」

制度を活用した産学官連携による支援に取り組んだ。また、外国人留学生

の受入れを促進するため、新たに留学コーディネーターを設置するととも

に、アジア地域における「日本留学フェア」へ参加し、現地学生に県内大

学への留学を働き掛けた。 

今後は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う出入国の規制状況

を踏まえつつ、日本人学生の海外留学及び外国人留学生の受入れを促進す

る取組を進めていく。 

  

将来日本や世界での活躍を目指すきっかけの場として、県内の中学生を

対象に、各界を代表する講師陣の講義等を提供する「未来を切り拓く Dream

授業」を開催した。 



今後も、子供たちの優れた能力を更に伸ばす取組を進め、国内外で活躍

できる人材を育成していく。 

 

 静岡県立大学及び静岡文化芸術大学は、地域に立脚した大学として、本

県の学術の向上や地域社会の発展に積極的に寄与し、県民に支持され続け

る大学となることが期待されている。 

 両大学の自律的・効率的な大学運営を支援するため、公立大学法人の業

務実績の評価を行うとともに、それぞれの強みを活かした質の高い教育・

研究活動を展開していくため、財政支援を行っている。 

 今後も、両大学の魅力を高め、地域に貢献できる人材を育成していく。 

 

 高等教育機関の教育・研究機能の充実とその成果の地域還元については、

コンソーシアムへの支援を通じ、大学間及び大学・地域の連携強化に取り

組むことで、高等教育機能の充実と大学の教育研究成果の地域への積極的

な還元を図った。 

今後も、地域で活躍できる人材を育成するため、コンソーシアムへの支

援を通じて大学間及び大学・地域との連携を推進し、教育連携や共同研究

等の取組の充実を図っていく。 

 

(3) “ふじのくに”の魅力の向上と発信 

  ア スポーツの聖地づくり 

県民を熱狂と興奮の渦に巻き込んだラグビーワールドカップ 2019 に引

き続き、2021 年に予定される東京 2020 オリンピック・パラリンピックを

絶好の機会と捉え、国内外との交流の拡大に取り組むとともに、アスリー

トの育成や多様なスポーツの振興などを通じて、スポーツの聖地づくりを

推進している。 

 

ラグビーワールドカップ 2019 については、開催都市の責務である本県開

催の成功に向けて、会場整備や交通輸送・警備等に係る計画策定、大会ボ

ランティアの募集・研修等、開催都市として必要な準備を行うとともに９

月の大会を運営した。また、ラグビーの競技人口拡大やファンの裾野を拡

げるため、タグラグビー教室や小・中学校教員を対象としたタグラグビー

指導者養成研修等の開催、ラグビー教本の制作に取り組んだ。 

今後は、大会のレガシー創出に向け、「ラグビー文化の醸成」「国際交流

の促進」等に取り組んでいく。 

 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックについては、本県開催の成功に

向け、輸送・セキュリティ対策などの準備のほか、開催１年前イベント等



の節目イベントの開催や観戦勧奨、バーチャル自転車体験会などにより機

運醸成に取り組んだ。また、国内外からの来訪者が安全・快適に大会を楽

しめるよう、都市ボランティアの研修を実施した。 

令和元年度に実施したテストイベントでは、本番を想定した観客輸送を

実際に行うことで輸送運営計画の評価・検証を行った。また、聖火リレー

の実施においては、実行委員会において選考等の準備を進め、聖火リレー

ルート及び聖火ランナーの検討・公表を行った。 

事前キャンプ誘致については、各市の取組を支援した結果、新たに６市

７件の覚書締結が実現し、令和元年度末現在で、合計 15 市 26 件の覚書が

締結されている。 

 

本県では、国民体育大会における総合成績８位以内を目標に掲げ、各競

技団体に対して強化合宿・県外遠征等に対する助成を行っている。ここ数

年の成績は 10 位台後半から 20 位台で推移しており、令和元年度の順位は

前年の 19 位から 17 位へ上昇したが目標に至らなかった。 

引き続き、国体男女総合成績での貢献が期待できる団体種目の強化やジ

ュニア世代の発掘・育成・強化に力を入れるとともに、才能ある選手の育

成・強化に必要不可欠である優秀な指導者の養成を支援していく。 

 

  イ 文化芸術の振興 

    東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた文化プログラムを推進

するため、静岡県文化プログラム推進委員会が企画し、本県ならではの文

化資源を活用する「県域プログラム」の実施及び準備を行ったほか、地域

課題への対応を図る活動等を対象とした「地域密着プログラム」において

は、公募により採択した 19 件のプログラムについて、アートマネジメント

等の経験のあるプログラムコーディネーターによる支援活動を実施した。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、３月以降に予定してい

たプログラムは中止・延期・縮小を余儀なくされており、今後は「新しい

生活様式」に対応するよう内容を工夫した上でプログラムを再編成して実

施する。 

 また、文化プログラムの周知や参画拡大のため、引き続きウェブサイト

やＳＮＳ等を活用した広報の充実をはじめ、ロゴマークを活用したプログ

ラム認証の拡大を図っていく。 

 

県民が文化芸術に触れる機会の拡充については、次代を担う子どもたち

に本物の文化芸術に触れる機会を提供する「ふじのくに子ども芸術大学」

や、広く県民に芸術作品の発表や鑑賞機会を提供する「ふじのくに芸術祭」

等を開催し、多くの県民に参加していただくとともに、県立美術館の展覧



会、ふじのくに地球環境史ミュージアムの展示や体験型講座、グランシッ

プでの文化事業、ＳＰＡＣの舞台公演などを通じて、県民が文化に親しむ

機会を提供した。 

今後も、県立美術館を始め、グランシップ、市町文化施設等による文化

芸術の鑑賞機会やふじのくに芸術祭での発表機会等の提供を行うとともに、

子どもが文化と出会う機会を充実していくため、ＳＰＡＣの中高生舞台芸

術鑑賞事業に加え、県内プロオーケストラ等が学校やホール等で行うアウ

トリーチ事業の拡充を図る等、県民が文化を体験し、参加できる環境づく

りを進めていく。 

 

本県を代表する「学術、文化芸術、スポーツ」施設の集積エリアである

東静岡から名勝日本平、さらには三保松原に広がる地域の「文化力」を活

かし、新たな交流と活力を生み出す地域づくりを推進するため、その玄関

口となる東静岡駅南口県有地において“ふじのくに”の文化力の高さをア

ピールする「文化力の拠点」の形成に向けた取組を進めてきた。 

令和元年度は、平成 31 年３月にとりまとめた「施設整備に係る県方針」

を基に、民間事業者に実現可能な事業手法や民間機能などの提案を求める

「事業計画案公募」を実施し検討を行ってきたが、導入機能などについて

課題が明確となったことから、まずは、老朽化が進み早急な建替が必要な

県立中央図書館を先行整備することとした。 

今後は、基本構想に掲げる、東静岡駅南北が一体となった「文化とスポー

ツの殿堂」の形成に向け、南北公有地の相乗効果を生む利活用について検

討するなど、静岡市との連携を図りながら、東静岡周辺地区の整備を進め

ていく。 

 

 世界遺産富士山については、第 43 回世界遺産委員会において、保全状況

報告書について審査が行われ、取組の順調な進展を歓迎するとされるなど

高い評価を得られた。あわせて令和２年 12 月１日までに保全状況報告書を

提出するよう要請されたが、知事及び富士山世界文化遺産学術委員会委員

長が世界遺産委員会に出席するとともに、ユネスコ関係者と面会し意見交

換を行った結果、提出を求めている報告書は簡易なもので良く、当該報告

書をもって最終のものとすることを直接確認できた。 

 引き続き、関係機関等と連携し、富士山の適切な保存管理を実施してい

く。また、富士山保全協力金を活用した富士登山者の安全対策や環境の保

全、富士山の日運動の推進などにより、富士山の顕著な普遍的価値を後世

へ確実に継承する取組を進めていく。 

 

 富士山の包括的な保存管理や来訪者の多様なニーズに対応する拠点施設



の「富士山世界遺産センター」において、大宮・村山口登山道の位置や経

路の特定を始めとした富士山に関する調査研究、富士山世界遺産セミナー

の開催、企画展や常設展による情報発信など各事業を実施した。また、令

和元年度来館者数は、目標の年間 30 万人を上回る 31 万 4,999 人であった。 

 引き続き、基本コンセプトである「守る、伝える、交わる、究める」に

基づく諸活動を展開していく。 

 

 韮山反射炉を含む「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭

産業」については、第 42 回世界遺産委員会において求められた、資産の保

全状況等に関する最新の保全状況報告書を、日本国政府が令和元年 11 月に

ユネスコ世界遺産センターへ提出した。 

 今後も、関係自治体等と連携し、資産の保存管理や世界遺産委員会の決

議事項に適切に対応していく。 

 

文化財の確実な保存、文化財を支える多様な人材の育成及び文化財の効

果的な活用を図るため、総合的な保存・活用の方針となる「静岡県文化財

保存活用大綱」を令和２年３月に策定した。あわせて、県指定文化財の新

規指定を行うともに、所有者等が行う国・県指定文化財の保存・修理事業

等に対し助成を行った。 

また、「しずおか文化財ウィーク」を設け、市町や文化財所有者の協力を

得ながら、県民が身近に文化財に触れられる機会を提供し、令和元年度は

19 万 3,800 人に参加いただいた。本年度は、「ふじのくに文化財オータム

フェア」と名称を改め、関係施設と連携した企画展を実施するなど、参加

人数の一層の増加を図っていく。 

今後も関係市町や文化財所有者等と連携し、文化財の計画的な保存・活

用に向けた取組を進めていく。 

 

 (4) 世界の人々との交流の拡大 

  ア 世界クラスの資源を活かした観光交流の拡大 

  令和元年の本県の外国人延べ宿泊客数は、249 万人となり、平成 30 年の

179 万人と比較して 70 万人、率にして 39.1%増加した。これは、富士山静

岡空港における就航先や既存路線の拡大に加え、９月から 11 月にかけて開

催されたラグビーワールドカップ 2019 日本大会に向けての県域ＤＭＯ「静岡

ツーリズムビューロー」を中心とした魅力ある体験プログラムの商品化やプ

ロモーションなどの成果が表れたものと考えられる。また国内においても、

４月から６月にかけて、県、市町、地元観光事業者及び JR６社等が協働して

実施した「デスティネーションキャンペーン」の期間中において、主要な観

光施設等の入込客数が対前年比 110％、宿泊施設の宿泊客数が対前年比 107％



となるなど好評であった。今後、国内外からの旅行需要を確実に取り込んで

いくため、マーケットインの考え方に基づいた本県オリジナル商品の企画や、

既存商品のアレンジや組み合わせによる付加価値の高い観光商品づくりなど、

受入強化を図っていく。 

また、旅行形態の個人旅行へのシフトや、インターネット等が情報源の主

流となっていることから、旅行者のニーズや属性を踏まえたマーケティング

やデジタル技術の活用を一層進める必要がある。このため、宿泊事業者や観

光事業者等が有しているデータを収集・蓄積し、旅行者への効果的な情報提

供や、観光事業者による旅行商品の開発促進や効果的なプロモーション等に

活用するための観光デジタル情報プラットフォームを構築することとし、活

用方策や蓄積する県内観光情報の調査等を実施した。 

駿河湾フェリー事業については、県と環駿河湾地域３市３町（静岡市、

下田市、伊豆市、南伊豆町、松崎町、西伊豆町）が設置した一般社団法人

が令和元年６月から運航を開始し、これにあわせ、同地域の周遊観光を促

進するため、県と関係市町・観光協会等で構成する協議会において観光交

流促進事業等を実施した。 

今後も、「静岡県観光躍進基本計画」における「国際競争力の高い観光地

域づくり」、「観光客の来訪の促進」及び「観光人材の育成と来訪者の受入

環境の整備」の３つの基本方針に基づく施策を推進することで、持続的な

観光地域づくりを進め、来訪者と地域住民、双方の「心の豊かさ」と「経

済的な豊かさ」を実現していく。 

 

  イ 交流を支える交通ネットワークの充実 

競争力の高い富士山静岡空港の実現に向け、国の訪日誘客支援空港の認

定を活用したエアポートセールスを行うとともに、富士山静岡空港利用促

進協議会を通じた利用促進活動の助成や航空貨物の利用促進、公共交通ア

クセスの確保に向けた取組等を実施した結果、令和元年度の富士山静岡空

港の利用者数は、過去最高となる約 73.8 万人を記録した。 

また、県、運営権者である富士山静岡空港株式会社、富士山静岡空港利

用促進協議会の三者による「富士山静岡空港航空営業戦略会議」を設置し、

就航路線の拡大、空港利用者の増大に向け、当会議において戦略を共有す

るとともに、三者それぞれの資源を活かした施策に取り組むこととした。 

 

公共施設等運営権制度１年目となった令和元年度は、運営権者と定期的

に会議を開催し、情報共有や円滑な業務遂行に努めたほか、運営権者が適

正かつ確実に事業を実施していることを確認するため、モニタリング実施

方法を整理した。 

また、空港の安全運用を図るため、県では滑走路端安全区域（RESA）の



確保に向けた基本設計等を実施した。 

 

さらに、空港周辺の生活・自然環境の保全対策を適切に行うとともに、

空港を拠点とした地域の魅力づくりの推進のため地元市町が実施する空港

周辺の賑わいを創出する取組等を支援したほか、空港西側県有地の一体的

かつ計画的な整備を進めるため、土地利用条件の整理等を行い、活用イメ

ージの検討を行った。 

 

(5) 安心して暮らせる医療・福祉の充実 

ア 障害のある人が分け隔てられない共生社会の実現 

スポーツ活動を通じて、障害のある人の自立と社会参加を促進するため、

障害者スポーツ応援隊による普及啓発や競技会の開催等に加え、パラリン

ピック競技を中心とした障害者スポーツの体験機会の拡大を図る取組を実

施した。引き続き、障害のある人がスポーツに親しむ機会の提供を支援し、

障害者スポーツの裾野拡大に取り組んでいく。 

 

障害のある人の文化芸術活動やその支援者等を支援等するため、平成 30

年度に開設した県障害者文化芸術活動支援センター「みらーと」の運営の

ほか、障害のある人の作品を有償で借り受け、作者に還元するモデル事業

に取り組んだ。今後も、文化芸術活動の振興を通じて障害のある人の社会

参加の促進を図っていく。 

 

 



令和元年度主要施策成果説明書 

健康福祉部 

主要施策の総括 

１ 主要施策の目的 

健康福祉部では「県民の『幸福』と『安らぎ』を築くため、安定した生活を支える

健康福祉を実現」を基本理念とし、静岡県の新ビジョンに基づく「安心医療の確保・

充実と健康寿命の延伸」、「地域で支え合う長寿社会づくり」、「障害のある人が分

け隔てられない共生社会の実現」、「健全な心身を保ち誰もが理解し合える社会の実

現」、「安心して出産・子育てができる環境づくり」、「すべての子どもが大切にさ

れる社会づくり」、「安全・安心な生活を支える危機管理」の７つの柱による諸施策

を推進した。 

ア 安心医療の確保・充実と健康寿命の延伸 

県民が、住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、必要なときに、安全で質

の高い医療が速やかに受けられる体制の整備が不可欠である。 

このため、医療人材を確保し、県内各地域の現状に即して効果的に配置するととも

に、医療機能の分化と連携などを推進し、医療提供体制の一層の充実を図る。 

また、健康寿命の更なる延伸を図るため、社会健康医学の研究成果を活用し

た科学的知見に基づく健康施策の推進に県民総ぐるみで取り組む。 

イ 地域で支え合う長寿社会づくり 

高齢化の進行とともに、認知症の人や、ひとり暮らし、夫婦のみの高齢者世

帯が増加し、医療や介護、生活支援に対する需要の増大・多様化が見込まれる

中、人生の最期まで、住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを続けるこ

とができる地域づくりが求められている。 

このため、在宅医療と介護の連携や認知症施策の強化、地域での生活を支え

る仕組みの充実により、地域包括ケアシステムを推進し、地域で支え合う長寿

社会づくりに取り組む。 

ウ 障害のある人が分け隔てられない共生社会の実現 

障害を理由に分け隔てられることなく、人格と個性を尊重し合いながら、住

み慣れた地域で豊かに安心して暮らせる共生社会の実現が望まれている。 

このため、障害のある人や障害に対する正しい理解の県民への浸透を図ると

ともに、障害の特性に応じたきめ細かな支援体制を強化し、障害のある人の自

立と社会参加を促進する。 

エ 健全な心身を保ち誰もが理解し合える社会の実現 

誰もが健全で幸せに暮らせる社会を実現するためには、支援を必要としてい

る人が安心な生活を取り戻せる社会的援助の仕組みが必要である。 



このため、経済的に困窮している世帯の生活基盤の崩壊を防ぐ相談体制の充

実や自立に向けた支援の強化に取り組むとともに、心の問題を抱えた人が自殺

に追い込まれることがないよう、多様な主体が連携して支援するなど、希望や

自立につなぐセーフティネットの整備を進める。 

オ 安心して出産・子育てができる環境づくり 

多くの県民は、結婚して、家庭を持ち、２人から３人の子どもを持ちたいと願って

いることから、その希望がかなえられ、安心して子どもを生み育てることができる環

境の整備が不可欠である。 

このため、「子育ては尊い仕事」を基本理念とし、社会全体で子育てを応援

する意識の向上を図るとともに、保育サービス・幼児教育の充実、子どもや母

親の健康の保持・増進により、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援体制

を構築し、安心して出産・子育てができる環境を整備する。 

カ すべての子どもが大切にされる社会づくり 

子どもの心身の健やかな発達を妨げ、時には生命をも脅かす児童虐待の発生

が後を絶たず、また、子どもの貧困が社会問題化するなど、支援を必要とする

子どもが増加している。 

このため、関係機関との連携により、児童虐待の早期発見・早期対応に努め

るほか、社会的養育や特別な支援が必要な子どもの健やかな育ちに向けた支援

や、子どもの貧困対策を充実させ、すべての子どもが大切にされる社会づくり

を進める。 

キ 安全・安心な生活を支える危機管理 

地域社会から健康被害などをなくし、安全で安心できる暮らしを確保するこ

とは、県民共通の願いである。 

このため、食の安全性の向上、医薬品や生活衛生の安全確保、若者を中心と

した薬物乱用の防止などの健康危機対策を推進する。 

また、昨今増加している自然災害等に対処するため、医療体制の整備や災害後の県

民生活の支援体制の確保を進める。 

 



２ 主要施策の実施状況及び評価と課題 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な事業の実績＞ 

（１）医師確保対策の推進 

平成 22 年度に設立した「ふじのくに地域医療支援センター」、平成 26 年度に創立

した「ふじのくにバーチャルメディカルカレッジ」により、全国最大規模の医学修学

研修資金貸与や、県内外８大学に全国最多の 52 枠の地域枠（令和２年度入試）を設置

するなど、医師の確保及び地域偏在の解消に取り組んでいる。 

医学修学研修資金制度については、令和元年度末までの利用者の累計が 1,200 人を

超え、このうち、県内での勤務者が前年から 61 人増の 522 人となるなど、取組の成果

が着実に現れている。 

その他、医学修学研修資金利用者と医療関係者が一堂に会し、県内で活躍する医師

による講演会、意見交換会などを通じて、本県の地域医療に貢献するこころざしを育

む「夏季セミナー」の開催や、カレッジの魅力を紹介するガイドブックの作成、複数

の病院が連携して魅力的な研修を行う「専門医研修プログラム」の促進などに取り組

んでいる。 

また、女性医師の活躍を目的として「ふじのくに女性医師支援センター」を設置し、

出産等により離職した女性医師からの就業相談、求人病院とのマッチング、キャリア

形成支援、病院訪問による離職医師の情報収集など、県内女性医師支援の推進を図っ

ている。 

さらに、令和２年３月、本県の医師確保の方針や目標医師数、その達成のための具

体的施策等を内容とする「静岡県医師確保計画」を策定した。浜松医科大学や県医師

会、県病院協会、その他関係団体とも連携を図りながら、同計画に定める目標医師数

を達成するための施策を推進していく。 

（２）看護職員確保対策の推進 

高齢化や疾病構造の変化等に伴う訪問看護や高度専門医療への対応など、医療需要

の増大や多様化により、慢性的な看護師不足が継続している中、国が令和元年 10 月に

公表した 2025 年の看護職員需給推計による看護職員不足（報告値 764 人不足）に対応

するため、公益社団法人静岡県看護協会（ナースセンター）等の関係機関との連携を

図りながら、看護職員の養成力強化、県内就業定着促進・離職防止、再就業支援及び

看護の質の向上を柱とした様々な取組により、看護職員の確保及び定着促進に努めて

いる。 

１  安心医療の確保・充実と健康寿命の延伸 

（静岡県保健医療計画）             （静岡県医療費適正化計画） 

（静岡県がん対策推進計画）           （静岡県肝炎対策推進計画） 

（静岡県感染症・結核予防計画）         （ふじのくに健康増進計画） 

（ふじのくに健康増進計画後期アクションプラン） （ふじのくに食育推進計画） 

（静岡県歯科保健計画） 



養成施設の運営支援、県立看護専門学校助産師養成課程の運営による養成力強化、

修学資金の貸与による新卒者の県内就業促進や新人看護職員研修の支援による定着促

進、勤務環境改善計画策定病院への助成など、医療機関支援による離職防止、ナース

センターに配置したコーディネーターによるきめ細かな再就業支援、特定行為研修等

の支援による看護の質の向上に重点的に取り組んだ。 

（３）救急医療に係る体制の整備 

救急医療施設を、初期、第２次及び第３次救急医療施設として体系化するとともに、

令和元年度は、医療体制が脆弱な賀茂地域の２次救急医療機関と隣接圏域の３次救急

医療機関とで検査画像データなどを共有するネットワークを整備し、賀茂地域で重篤

患者が発生した際の医療機関の連携体制を強化した。これにより、限られた医療資源

を効率的に活用するとともに、地域の実情に合わせた救急医療体制を整備することで、

休日・夜間等の診療時間外における医療の確保と重篤患者に対する適切な救急医療の

提供を図っている。 

（４）在宅医療提供体制の整備の取組 

団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年には、高齢化の著しい進行により在宅での医

療を必要とする方の増加が見込まれることから、在宅医療の提供体制を確保するため、

病院からの在宅への受け渡しや、地域において訪問診療を実施する診療所や、在宅患

者の急変時対応などの後方支援機能を担う有床診療所の施設・設備整備等を支援し、

在宅医療を実施する診療所等を確保する取組を行った。また、令和元年度は、新たに、

訪問看護出向研修支援事業を創設し、これらの事業を活用して、総合的な在宅医療提

供体制の整備を実施した。 

（５）がん対策の推進 

静岡県がん対策推進条例及び第３次静岡県がん対策推進計画（平成 30 年３月策定）

に基づき、がんとその予防に関する理解促進のための啓発活動、がん診療連携拠点病

院等の国・県指定病院の機能強化、がんゲノム医療や低侵襲医療の推進、ＡＹＡ

（Adolescent and Young Adult；思春期及び若年成人）世代のがん患者の支援、がん

教育の推進等、医療機関・教育機関等の関係団体と協働し、総合的ながん対策の推進

を図った。 

（６）難病対策の推進 

令和元年７月から 333 疾患に拡大された指定難病患者等に対し、医療費負担の軽減

や訪問相談などの支援を実施した。 

難病の患者に対する医療等に関する法律において都道府県が処理することとされて

いる事務については、平成 30 年４月１日以降政令指定都市に権限移譲されたことに伴

い、静岡市及び浜松市との定期的な協議を開催する等の、円滑な事務処理執行のため

の調整を行った。 

難病患者の早期診断・早期治療の開始及び状態が安定している患者の身近な医療機

関への紹介・逆紹介を推進するため、平成 31 年３月に難病診療連携拠点病院として浜

松医科大学医学部附属病院を指定するとともに、難病医療協力病院として平成 31 年３

月に 35 病院を指定、令和元年 12 月に２病院を指定し計 37 病院を指定している。 



（７）国民健康保険の運営 

平成 30 年度から県と市町が共同で運営を行う新制度が始まっており、静岡県国民健

康保険事業特別会計を設置するとともに、静岡県国民健康保険運営方針に基づき、市

町の収納率の向上や医療費の適正化などの取組を進め、安定的な財政運営を行った。

また、保険者努力支援制度等を活用して、市町の保健事業の支援等の取組を行った。 

（８）健康長寿日本一に向けた取組 

第３次ふじのくに健康増進計画に基づき、①健康長寿プログラムの普及、②健康マ

イレージ事業、③企業との連携、④健康長寿の研究（特定健診データ分析等）、⑤重

症化予防対策の５事業を柱とする「ふじのくに健康長寿プロジェクト」の推進や、歯

科設備整備の助成となる歯科保健対策の充実などに取り組んだほか、健康経営の視点

を取り入れた取組として、企業への健康づくり活動費の助成、健幸アンバサダーの養

成、子どもの頃からの生活習慣病予防の出前講座などを実施した。 

また、静岡県受動喫煙防止条例（平成 31 年 4 月 1 日全面施行）に基づき、望まない

受動喫煙を防ぐ環境整備に取り組み、飲食店における標識掲示を推進した。 

（９）社会健康医学の推進 

「社会健康医学研究推進基本計画」で定めた「研究」、「人材」、「成果」、「拠

点」の基本方針に基づく取組を推進するため、拠点となる（仮称）静岡社会健康医学

大学院大学の設置認可申請を行うとともに、社会健康医学研究を県立総合病院リサー

チサポートセンターに委託して実施した。また、研究成果の還元の一環として、県民

向けのシンポジウムを開催した。 

 

＜評価及び課題＞ 

地域の医療提供体制については、静岡県保健医療計画等に基づき整備を進めてきて

おり、計画等の目標を達成するため、地域における医療連携体制の強化や医療従事者

の確保を推進するとともに、静岡県医療審議会や静岡県医療対策協議会を開催するな

ど、医療の提供者や受療者等をはじめとする幅広い関係者との協議のもと、地域医療

介護総合確保基金を有効に活用し、実効性のある具体的な施策を進めていく。 

また、厚生労働省から公立・公的医療機関等の 2025年に担うべき医療機能について、

再検証要請されたことから、病院間の役割分担や連携体制など様々な地域の実情を尊

重しつつ、各地域にふさわしい医療提供体制について地域医療構想調整会議等におい

て、丁寧な議論を重ねていく。 

第８次静岡県保健医療計画は、静岡県長寿社会保健福祉計画（介護保険事業支援計

画）をはじめとする他の関連計画との整合性を図ることを踏まえ、その進捗管理等に

おいても関係機関と連携して取り組んでいく。 

医師確保は本県の喫緊の課題との認識の下、各種取組を進めてきた結果、本県の平

成 30 年 12 月末の医師数は 7,690 人と、平成 28 年 12 月末時点と比べて 286 人増加し

た。医師数の全国順位は平成 28 年と同じく 11 位であるが、増加数 286 人は本県の医

学修学研修資金貸与開始（平成 19 年度）以降、最多である。また、人口 10 万人当た

り医師数は、平成 30 年 12 月末で 210.2 人であり、平成 28 年 12 月末時点（200.8 人）



と比べて 9.4 人（4.7%）増加し、全国の増加率（2.7%）を上回った。全国順位は平成

28 年と同じ 40 位であるものの、39 位（神奈川県）との差は前回の 4.6 人から 2.2 人

に縮小している。 

しかしながら、国が新たに示した医師偏在指標においても、本県は全国 39 位の「医

師少数県」に位置付けられるなど、依然として医師不足の状況にある。 

このため、今年度も医学修学研修資金の活用のほか、県医師会と連携し県内で就業

を希望する医師と県内病院を結び付ける「静岡県ドクターバンク」事業を新たに立ち

上げるなど、引き続き医師の増加と地域偏在の解消に取り組んでいく。 

看護師確保対策については、養成力強化、離職防止・定着促進、再就業支援、看護

の質の向上の４つの柱に沿った施策を推進してきた結果、平成 30 年 12 月末時点の人

口 10 万人当たり看護職員数は、1,028.4 人と平成 28 年 12 月末時点と比べて 51.6 人

（5.3％）増加し、全国の増加率（4.3％）を上回った。 

また、平成 31 年４月に設置した県立看護専門学校助産師養成課程については、10

人の新入生が全員国家試験に合格し、県内で就業した。 

しかしながら、高齢化や疾病構造の変化等に伴う訪問看護や高度専門医療への対応

など、看護職員の需要が増大する一方で、夜勤など厳しい勤務環境等を理由に離職す

る者もおり、県内は慢性的な不足状態にある。 

また、国が令和元年 10 月に公表した 2025 年の看護職員需給推計では、看護職員の

不足が見込まれていることから、引き続き、養成施設の運営支援による養成力強化、

大学生に貸与を拡充する看護職員修学資金の活用による離職防止・定着促進、県ナー

スセンターによる再就業支援、特定行為研修等の支援による看護の質の向上の４つの

柱に沿った施策を推進し、着実な看護師確保、定着につなげていく。 

救急医療提供体制の整備について、県内 11か所の救命救急センターの運営を支援し、

安定した救急医療を提供しているほか、全国に先駆けて２機体制の運航を実現してい

るドクターヘリについて、令和元年度は２機合計の出動回数が年間 1,588 回となるな

ど、県内の救急医療やへき地医療に大きな効果を発揮している。ドクターヘリを安全

かつ安定的に運航するため、天候等の影響を受けずに確実かつ効率的に点検を行う格

納庫等の整備について、平成 28 年度の東部ドクターヘリに引き続き、令和２年度には

西部ドクターヘリへの支援に取り組んでいく。 

在宅医療提供体制の整備については、人材確保等が課題となり、訪問診療や訪問看

護等を実施できない医療機関が多いと考えられるが、訪問診療を受けた患者数は平成

25 年度の 12,565 人から平成 30 年度の 15,748 人へと 3,183 人増加していることから、

訪問診療を実施している医療機関当たりの患者数は増加しており、在宅医療を安定的

に提供する体制は確保されてきていると考えられる。 

がん対策については、平成 30 年３月に策定した第３次静岡県がん対策推進計画に基

づき、今後も引き続き、成人の喫煙率の減少、がん検診受診率及び精度管理の向上、

がん診療連携拠点病院等の国・県指定病院の機能強化、がんゲノム医療や低侵襲医療

の推進、がん教育の推進、小児・ＡＹＡ世代の生殖機能温存費用支援などに取り組み、

がんを患っても安心して生活を続けることができる地域づくりに努める。 



難病対策については、令和元年７月１日から対象疾患が２疾患追加され 333 疾患に

拡大されたことから、今後も引き続き難病申請ガイドブック等を活用し、難病の医療

費助成制度に関する広報に取り組んでいくとともに、指定難病医療費受給者や医療機

関からの問い合わせが多い質問については、「よくある御質問と回答」を作成しホー

ムページで公開する等、一層の制度の周知を図っていく。 

また、神経・筋疾患群などの専門分野に係る難病診療分野別拠点病院の新規指定を

行う等により、難病医療提供体制の構築を図り、難病患者の早期診断・早期治療や紹

介・逆紹介を推進するとともに、多様・希少な疾患に対応できる医療従事者の養成を

図っていく。 

国民健康保険については、少子高齢化や就業構造の変化等により高齢者と低所得者

の増加が進み、一人当たり医療費が増加する一方で保険料（税）収入は伸び悩むとい

う状況の中、静岡県国民健康保険運営方針を基に、市町とともに安定的な財政運営に

努めていく。また、保険者努力支援制度等を活用して、市町の保健事業の支援等に取

り組んでいく。 

健康長寿日本一に向けた取組については、ふじ３３プログラムと減塩５５プログラ

ムからなる健康長寿プログラムがこれまで全市町で実施されたほか、県民が健康づく

りの取組を行った場合にポイントを得て、協力店で特典を受けられる健康マイレージ

事業も全市町が参加するなど、ふじのくに健康長寿プロジェクトの取組は着実に普及

している。今後は糖尿病等の重症化対策も積極的に行うほか、健康経営の視点を取り

入れた、職場における健康づくりの取組支援等を市町と連携して行っていく。 

受動喫煙防止対策については、６割を超える飲食店で禁煙・分煙・喫煙可の標識を

掲示するなどの成果が見られており、引き続き望まない受動喫煙を防ぐ環境整備に取

り組んでいく。 

社会健康医学の推進については、社会健康医学の研究成果を具体的な健康増進施策

や疾病予防対策として県民に還元していく仕組みを構築する必要がある。また、令和

３年４月の大学院大学開学に向け、運営する公立大学法人の設立や、学生募集、入試、

施設改修等を着実に進めていく。 



 

 

 

 

＜主要な事業の実績＞  

（１）地域包括ケアシステムの推進 

団塊の世代が 75 歳に到達する 2025 年を見据え、市町が進める地域包括ケアの推進

のため、市町における生活支援や介護予防サービス創出の充実を図るともに、地域リ

ハビリテーション提供体制の強化を実施した。 

また、保健医療、福祉介護の団体等で構成する「地域包括ケア推進ネットワーク会

議」の県会議及び圏域会議等の開催により、多職種連携の強化を図るとともに、支え

合いの地域づくり、認知症施策、地域リハビリテーションの推進等の事業を行った。 

（２）第８次ふじのくに長寿社会安心プランの推進 

2025 年における本県の地域包括ケアシステムのあり方を示すとともに、その実現に

向けた施策の方向性や目標、具体的な取組を掲げた「第８次ふじのくに長寿社会安心

プラン（第８次静岡県長寿社会保健福祉計画）」（平成 30 年度～令和２年度）に基づ

き、「健康づくり、社会参加の促進」、「共に支え合う地域社会の実現」、「認知症

にやさしい地域づくり」、「自立と尊厳のある暮らしを支える長寿社会づくり」、「誰

もが暮らしやすい長寿社会の環境整備」の５つを施策の柱として、市町の介護予防、

生活支援などの取組を支援し、広域的立場から人材の確保・養成、サービス提供基盤

の整備などを実施した。また、地域包括ケア推進ネットワーク会議に、医療、介護の

関係者等で構成する「長寿社会保健福祉計画推進・策定部会」を設置し、現行計画の

進捗管理と、次期計画策定に向けた検討を行った。 

（３）ふじのくに型福祉サービスの推進 

県内にある介護サービス基盤等の社会資源を活用し、誰もが住み慣れた地域で安心

して暮らしていけるように、年齢や障害の有無に関わらず、垣根なく福祉サービスを

提供する「ふじのくに型福祉サービス」を普及するため、「ふじのくに型福祉サービ

スガイドブック」による周知のほか、静岡県宅老所・グループホーム連絡協議会等が

主催する「全国宅老所・グループホーム研究交流フォーラム in 静岡」の開催を支援し

た。 

（４）支え合いの地域づくりの推進 

年齢を重ねても住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを続けることができる

地域づくりを進めるため、広域的に生活支援や介護予防サービスを提供する民間事業

者等のサービス提供主体と、市町や地域包括支援センター等とのマッチングや、市町

における移動サービス創出を支援するため、実現モデル事業を実施した。 

また、住民による支え合い活動を促進するため、市町が配置する生活支援コーディ

ネーターの養成研修や地域で展開されている生活支援団体の活動現場の体験会を開催

したほか、壮年熟期の人を主な対象とし、社会参加の促進と生活支援の担い手育成を

図る「壮年熟期が活躍するいきいき長寿社会づくり事業」を実施し、市町における地

２ 地域で支え合う長寿社会づくり   

（静岡県長寿社会保健福祉計画） （静岡県地域福祉支援計画） 

（静岡県保健医療計画） 



域包括ケアシステムの実現に向けた取組を支援した。 

（５）地域リハビリテーションの推進 

在宅の高齢者へのリハビリテーションの提供体制を強化するため、かかりつけ医の

相談役や連携づくりへの協力を行う地域リハビリテーションサポート医や、市町にお

ける介護予防事業等に関与する地域リハビリテーション推進員、訪問リハビリテーシ

ョンに従事する専門職の養成などに取り組んだ。また、地域包括ケア推進ネットワー

ク会議に設置した「地域リハビリテーション推進部会」において、医療･介護の連携や

市町支援の方策などを検討した。 

（６）高齢者の健康づくり・生きがいづくりの推進 

高齢者が、元気でいきいきとした生活を送ることができるよう、健康づくり、スポ

ーツ活動、文化活動など高齢者の社会参加や生きがい創出を、しずおか健康長寿財団

や静岡県老人クラブ連合会（シニアクラブ静岡県）と連携して推進した。 

（７）静岡県地域福祉支援計画の推進 

「第３期静岡県地域福祉支援計画（平成 28 年度～令和２年度）」に基づき、市町の

地域福祉活動の推進を図るため、「地域福祉を考えるブロック会議」を開催し、各市

町の地域福祉活動の現状、課題等について情報を共有化し、地域福祉計画に基づく取

組を支援した。 

（８）民生委員・児童委員の一斉改選及び民生委員・児童委員協力員制度の創設 

誰もが住みよい福祉のまちづくりを推進するため、地域課題の多様化により民生委

員・児童委員の活動の負担が増していることへの対応として、一斉改選に合わせ、民

生委員・児童委員の活動を補佐する民生委員・児童委員協力員制度を創設し、活動支

援を行った。 

（９）認知症総合対策の推進 

認知症の人やその家族が安心して住み続けられる地域づくりを推進するため、同じ

障害や病気、生活上の問題等を抱える人が支え合うピアサポート活動や、認知症サポ

ーターの支援活動（チームオレンジ）を促進したほか、各市町が認知症本人の声を聴

いて施策につなげる取組を進めるため、「認知症の本人の声を施策につなげるための

静岡県合同ワークショップ」を開催した。 

また、高齢期の認知症とは異なる課題が発生する若年性認知症の人の社会参加の機

会として、若年性認知症向けデイサービスの就労メニューを考案するとともに、若年

性認知症の人や家族に対する理解の促進や状態に応じた適時適切な支援を行うため、

「若年性認知症相談窓口」を運営した。 

かかりつけ医の相談役となる認知症サポート医の活動を促進するため、認知症サポ

ート医リーダーを養成するとともに、認知症疾患医療センターが地域に出向き、認知

症の人と家族に対する相談会を行うなど、認知症の早期発見、早期対応の一層の体制

整備に取り組んだ。 

（10）特別養護老人ホーム等の整備の推進 

特別養護老人ホームの入所希望者の待機解消に向け、特別養護老人ホームの整備を

進めるとともに、地域医療介護総合確保基金を活用し、看護小規模多機能型居宅介護



事業所などを整備する社会福祉法人等に助成を行い、在宅サービスの充実を図った。 

（11）かかりつけ薬剤師・薬局の普及促進 

かかりつけ薬剤師・薬局に求められている在宅業務を推進するため、各地域におけ

る医療・介護に関する多職種に対する窓口体制の検討等を行うとともに、在宅業務に

対応する薬剤師を育成する研修及び薬剤師の在宅業務内容等の啓発を行った。 

また、薬局と医療機関等との連携強化のため、薬剤師における臨床検査結果等の理

解、活用を推進する研修を実施するとともに、腎機能検査値等を活用した医療機関と

の連携モデル事業等を実施した。 

（12）福祉人材の確保対策の推進 

増大する福祉サービスの需要を支える人材を安定的に確保するため、無料職業紹介

事業を行う静岡県社会福祉人材センターに配置している求職者の相談や就職支援に当

たる専門員を５人配置し、求人求職間のマッチングを推進した。また、小・中・高校

生を対象とした福祉介護職のイメージアップのためのセミナーを開催したほか、大学

等での出前説明会を実施するなど、福祉人材のすそ野の拡大を図った。 

（13）介護人材確保の推進 

外国人介護人材の早期確保を促進するため、フィリピン共和国に直接赴き、現地看

護系大学との協力関係を構築するとともに、外国人技能実習制度を活用した県内介護

事業所への就労受入れを支援した。 

また、外国人介護人材が県内の介護現場に円滑に就労・定着することを支援するた

め、技能実習生を対象に介護技術の向上を目的とした集合研修を実施した。 

介護分野への就労促進を図るため、介護事業所で実務を経験しながら研修を受講し

て人材を育成する事業の実施により 99 人の直接雇用を実現するとともに、専門性の高

い介護職員の負担軽減を図るため、介護の周辺業務を担う介護サポーターの育成と介

護事業所とのマッチングの一体的実施により 33 人の直接雇用につなげた。 

（14）介護職場の労働環境改善の推進 

介護事業者の主体的な職員処遇の改善を支援するため、キャリアパス制度導入を進

める介護事業所に対して訪問相談を実施するとともに、働きやすい職場づくりやサー

ビスの質の向上に積極的に取り組む事業所を優良介護事業所として表彰したほか、「静

岡県働きやすい介護事業所認証制度」をより積極的にＰＲできるよう「静岡県働きや

すい介護事業所認証ロゴマーク」を作成し、制度の周知に活用しながら、新たに 70 事

業所を認証し、累計 216 事業所となった。 

また、いわゆる３Ｋ職場として後ろ向きなイメージで見られている介護職場につい

て、県民が前向きなイメージとして捉えることができるよう、実際の介護現場で活躍

する職員や関係団体からの意見を反映させた「介護の新３Ｋ」（感謝を分かち合える

仕事、心がつながる仕事、感動できる仕事）を決定し、広く周知を図った。 

介護事業所へのＩＣＴ機器の導入支援として、従来の介護記録システム・見守り機

器に加え、業務の一体的管理を行う業務改善システムを新たに助成対象とし、県内 13

事業所が活用するなど、介護業務の効率化による職員の負担軽減を図った。 

 



 ＜評価及び課題＞  

地域包括ケアシステムを推進し、地域で支え合う長寿社会を実現するため、平成 30

年３月に策定した「第８次ふじのくに長寿社会安心プラン」に基づき、市町や関係団

体等と連携し、地域住民による支え合い活動の推進、地域リハビリテーションの推進、

認知症総合対策の推進などに重点的に取り組んだ。また、「長寿社会保健福祉計画推

進・策定部会」を３回開催し、現行計画の進捗の確認や課題等の整理、市町計画策定

に当たって留意事項を定めた県方針案の策定を行った。現行計画の進捗の確認では、

計画に掲げた 136 個の指標を評価した結果、介護サービス量・基盤を除く、政策的な

取組等にかかる指標 68 個について、平成 30 年度末で、目標を「達成又は達成確実」

「達成可能性あり」となったものは 38 個、「数値悪化」は７個となった。今後も現行

計画の着実な実施を図るとともに、次期計画策定に向け、関係団体との議論を深めて

いく。 

ふじのくに型福祉サービスの推進では、「全国宅老所・グループホーム研究交流フ

ォーラム in 静岡」に全国から宅老所・グループホーム関係者、福祉・介護・医療関係

者等約 170 人が参加し、ふじのくに型福祉サービスの理念を全国に発信することがで

きた。今後も関係団体等と連携して、垣根のない福祉サービスの推進を図っていく。 

地域住民による支え合い活動の推進については、「壮年熟期」の人を主な対象とし

た社会参加の促進事業において、経験や知識を活かし社会を支える担い手を養成する

講習・体験会を８市町で開催し、276 人が参加したほか、吉田町で社会参加促進フェア

を開催し、250 人が参加するなど、社会参加への気運を高めることができた。移動サー

ビスに関しては、県内３か所で実現モデル事業を実施し、新たに移動サービスを創出

するとともに、移動支援サービス創出支援事業に係る事例報告会には 133人が参加し、

普及事例集を配布するなど、県内各地域への普及が図られた。今後も、移動サービス

の創出や継続に係る課題解決に向けた助言を行うなど、市町の取組を支援する。 

地域リハビリテーションの推進については、地域における効果的なリハビリテーシ

ョン提供体制の強化を図るため、新たに、地域リハビリテーションの中核として活動

する「地域リハビリテーションサポート医」を 15 人、「地域リハビリテーション推進

員」を 179 人養成した。引き続き、サポート医及び推進員の養成を行うとともに、市

町が行う介護予防事業等へのリハビリ専門職の派遣に協力する地域リハビリテーショ

ン協力機関を指定し、予防、発症から退院、在宅での生活まで、切れ目のないリハビ

リテーション体制の強化を図っていく。 

住民参加と多様な主体の協働による地域の支え合いの体制づくりを目指して、「第

３期静岡県地域福祉支援計画」に基づき、令和元年度は『地域共生社会の実現に向け

た包括的支援体制構築に係る取組推進』をテーマに県内３地区で「地域福祉を考える

ブロック会議」を開催し、市町の地域福祉計画策定・推進状況等の把握、今後の市町

の計画改定に向けた情報提供や取組支援を行った。また、高齢者や障害のある人がい

つまでも地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図った。今後も市

町の地域福祉の体制整備を支援していく。また、地域福祉の担い手である民生委員・

児童委員の活動支援として、令和元年 12 月の一斉改選に合わせ協力員制度を導入し、



見守り活動の分担や委員への助言等により活動負担の軽減を図った。今後も地域で支

え合うことができる体制づくりの強化を図っていく。 

認知症総合対策の推進については、市町における認知症サポーター養成講座を支援

し、令和元年度末で認知症サポーター養成数が 361,977 人となり、目標（2020 年に

360,000 人）を前倒しで達成した。今後は、認知症サポーターの地域での活躍を促進す

るため、認知症の人や家族の困りごとを認知症サポーターが支援する仕組みづくりに

取り組んでいく。「認知症の本人の声を施策につなげるための静岡県合同ワークショ

ップ」には 102 人が参加し、今後の認知症施策推進に向けた基本的考え方や具体的な

方法等を本人の声や県内外の事例を交えて紹介した。今後も、認知症の本人同士が暮

らしやすい地域のあり方を一緒に話し合う本人ミーティングを市町等に普及していく。 

働き盛りで発症する若年性認知症については、若年性認知症の人の社会参加の機会

を促進するため、４事業者が作業特性・地域性を考慮した企業を訪問し、若年性認知

症向けデイサービスにおける就労メニューを考案した。引き続き、介護事業所や民間

企業等の協力を得ながら、若年性認知症の人の社会参加機会の確保に取り組んでいく。 

また、認知症に関する鑑別診断や専門医療相談を実施する認知症疾患医療センター

の運営を支援するとともに、同センターが地域に出向いて行う集合相談や訪問相談、

多職種による事例検討会を実施することにより、認知症の状態の変化に応じて適時・

適切に切れ目なく医療・介護サービスが提供される体制の構築に取り組んでいく。そ

の他、かかりつけ医や薬剤師など、医療職を対象とした認知症対応力向上研修を開催

して認知症の早期発見、早期対応の体制整備を図るほか、地域における連携の推進役

となる認知症サポート医のリーダーを 130 人養成し、認知症サポート医リーダー連絡

会を開催するなど、地域で認知症の人や家族を支援する体制の構築を推進していく。 

特別養護老人ホームの整備定員数は、公募の不調等による整備の見送り等があり、

令和元年度末の目標数 19,627 人対して、19,506 人と目標を下回る結果となった。令和

２年度は第８次静岡県長寿社会保健福祉計画の最終年であり、その達成に向け、依然

として入所希望が多い特別養護老人ホームの整備を進めるとともに、住み慣れた地域

で暮らし続けていけるよう、認知症高齢者グループホームなどの地域密着型サービス

についても、地域医療介護総合確保基金を活用し、計画的に整備を促進していく。 

かかりつけ薬剤師・薬局の機能強化として、在宅業務に対応する窓口体制の検討を

行い 17 地域薬剤師会全てに在宅訪問推進委員を設置し、各保健医療圏における 12 回

の会議やイベント等を通じて関係者や県民への周知を図った。また、モデル事業によ

り、薬局から医療機関に対し腎機能検査値等を活用して薬に関する情報提供が 396 件

行われ、連携推進が図られた。引き続き、各地域における機能や連携の強化を図り、

かかりつけ薬剤師・薬局を推進していく。 

福祉人材の確保対策として、慢性的な人材不足を解消するため、個別就労支援を行

う専門員を配置するほか、新たに大学等への出前説明会を開催し、令和元年度の静岡

県社会福祉人材センターを通した福祉介護分野の就職人数は 841 人となり、平成 30 年

度と同じく、全国第１位となった。引き続き、静岡県社会福祉人材センターを活用し、

小中学校での福祉職セミナーの開催や職場体験事業などを通じて、すそ野の拡大とマ



ッチング促進による人材確保の強化に取り組んでいく。 

介護人材の確保については、平成 27 年度時点の県内の介護職員数 50,030 人から年々

増加しているが、今後、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年には、約 8,000 人の介

護職員が追加的に必要とされることから、引き続き、県民の介護の仕事に対する理解

の促進に努めるとともに、外国人をはじめとする多様な人材の新規就労を拡大してい

く。 

介護職場の労働環境の改善については、約９割の介護事業所で処遇改善加算を取得

するなど、介護職員の給与改善が進んでいることに加え、令和元年 10 月にはベテラン

介護福祉士を中心とした処遇改善が実施された。引き続き、働きがいのある労働環境

の整備に向けて、優良介護事業所や働きやすい介護事業所の表彰・認証を通じて介護

事業所を積極的にＰＲし、介護の仕事と職場としての介護事業所の魅力を広く県民に

周知していくとともに、ＩＣＴを活用した介護業務の効率化を一層推進することで、

職員の身体的・精神的な負担軽減等の支援に取り組んでいく。 



 

 

 

 

＜主要な事業の実績＞ 

（１）ふじのくに障害者しあわせプランの推進 

平成 30 年３月に策定した「第４次静岡県障害者計画」に基づき、「障害に対する理

解と相互交流の促進」、「多様な障害に応じたきめ細かな支援」、「地域における自

立を支える体制づくり」の３つの施策を柱として、障害のある人が分け隔てられない

共生社会の実現に向け、各圏域自立支援協議会に圏域スーパーバイザーを設置し、専

門的な見地から広域調整等のサポートや市町の相談支援体制整備に係る助言を行った。 

また、同じく平成 30 年３月に策定した「第５期静岡県障害福祉計画」、「第１期静

岡県障害児福祉計画」に基づき、市町と連携し、サービス量等の拡大や、福祉施設入

所者の地域生活への移行、福祉施設から一般就労への移行などの成果目標の達成に向

けて取り組んだ。 

（２）共生社会の実現のための「合理的配慮の提供」の推進 

平成 29年４月に施行した「静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」

に基づき、障害福祉に専門的な知識を有する有識者による「障害者差別解消相談窓口」

の設置や、県民が一体となって障害者差別解消に取り組む「障害を理由とする差別解

消推進県民会議」の開催のほか、差別解消に係る顕著な取組等を行った事業者・団体

等を表彰した。また、障害のある人への「合理的配慮の提供」のため、全市町に加え

病院でのヘルプマークの配布や声かけサポーターの養成に取り組んだ。 

平成 30 年３月に施行した静岡県手話言語条例を踏まえ、ろう者や手話通訳者などの

意見を聴く協議の場として、「静岡県手話言語施策推進協議会」の開催のほか、県民

誰もが手話で簡単なあいさつをすることができることを目指す「手話であいさつを」

運動を展開するため、手話あいさつ運動推進員を養成し、イベントや小学校に派遣し、

言語である手話の普及促進に取り組んだ。 

（３）重症心身障害児（者）への支援 

重症心身障害児（者）が安心して地域生活を送れるよう在宅支援の充実を図るため、

看護、介護従事者研修や在宅重症心身障害児者対応多職種連携研修などの人材養成研

修を実施した。 

さらに、保護者のレスパイトを目的として、医療型短期入所事業所の指定を促進す

るための助成を行うとともに、医療機関に専門家を派遣する事業所の開設支援や、重

症心身障害児（者）の円滑な受入れを促進するため、事業所への講師を派遣するなど、

受入支援を実施した。 

（４）発達障害のある人への支援 

発達障害のある人の福祉向上を図るため、保護者や支援者の支援力向上研修や、医

師の診療スキルの向上及び専門的な医療機関とのネットワークを構築するための陪席

研修等を実施し、身近な地域における支援体制の充実を図った。 

３ 障害のある人が分け隔てられない共生社会の実現 

（静岡県障害者計画）   （静岡県障害福祉計画） 

（静岡県障害児福祉計画） （静岡県アルコール健康障害対策推進計画） 



また、令和２年度から県発達障害者支援センターを東部地域と中西部地域の２箇所

体制とし、センターの運営を専門的な支援経験が豊富な民間法人に委託するため、業

務の引継ぎや物品の調達を行った。 

（５）精神障害のある人への支援 

依存症、高次脳機能障害、摂食障害、てんかんなど、多様な精神疾患ごとの相談支

援体制や関係機関との連携体制の構築に取り組み、新たな疾病であるゲーム障害・ネ

ット依存への対策を図るため、ゲーム障害・ネット依存に関する啓発を行うとともに、

ネット依存者等を対象とした回復支援プログラムを実施した。 

また、精神障害のある人が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすること

ができるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進するた

め、障害保健福祉圏域ごとに協議の場を設置し、ピアサポートを活用しながら、入院

中の精神障害のある人の地域移行促進及び措置入院者の退院後支援計画の作成などを

促進した。 

（６）障害のある人への就労支援 

障害のある人が地域で自立した生活を送ることで、誰もが「幸せ」となるユニバー

サル社会を目指すため、「静岡県工賃向上計画」に基づき、「障害者働く幸せ創出セ

ンター」を拠点に、事業所の受注機会を拡げるための取組や収益向上につなげるため

の支援などに取り組んだ。具体的には、ブランド認定した製品などの販売促進や「障

害者優先調達推進法」に基づく就労施設等からの物品等の調達推進を図った。 

また、「授産品」がより身近に感じられ、広く県民に親しまれることを目的に愛称

を募集し、「ふじのくに福産品」に決定するとともに、ロゴマークを作成した。 

このほか、障害のある人の農業分野での職域拡大を目指した、農業生産者と障害福

祉サービス事業所による施設外就労のマッチング支援や、障害のある人に居宅介護職

員資格取得のための研修を実施した。 

 

＜評価及び課題＞ 

障害を理由とする差別解消推進県民会議参画団体数は、令和２年３月末現在、249

団体であり、前年度より 16 団体増加しているが、目標値の達成にはより一層の推進が

必要である。「静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」に基づき、

障害のある人の不便さを取り除く「合理的配慮の提供」の徹底を図るほか、ヘルプマ

ークの理解促進や声掛けサポーターの養成に取り組んでいく。 

障害福祉サービスの１か月当たりの利用人数は平成 30 年度の 28,574 人から 29,681

人と着実に増加しており「第４次静岡県障害者計画」、「第５期静岡県障害福祉計画」

及び「第１期静岡県障害児福祉計画」に基づき、引き続き必要な福祉サービスの確保

に努めていく。  

重症心身障害児（者）に対して、適時適切な医療・福祉サービスを提供できる人材

を養成するとともに、その支援のため、医療・看護・介護・福祉の専門職の連携を強

化していく。また、重症心身障害児（者）等を対象とした医療型短期入所事業所は令

和３年度の目標値である 15 箇所に対して 12 箇所にとどまっており、保護者のレスパ



イトのニーズに応えるために今後も提供主体となることが見込まれる医療機関に対し

て市町と連携し、当該事業の拡大に取り組んでいく。また、地域における医療的ケア

児等への支援について、支援を総合調整する人材の養成、スキル向上及び圏域で核と

なる人材の育成に努めていく。 

発達障害のある人への支援については、新センターへの円滑な移行により、身近な

地域での相談支援機能の充実強化を図り、専門人材の養成などにより地域における支

援体制の強化に取り組んでいく。また、各圏域の自立支援協議会発達部会や児童発達

支援センターの設置を促進するなど、市町、地域と連携して発達障害のある人に対す

る重層的な支援体制の構築を図っていく。 

精神障害のある人への支援については、２次保健医療圏域ごとに各精神疾患等の治

療を担う拠点となる医療機関の設置数が、令和２年３月末現在、131 箇所であり、前年

度より 74 箇所増加しており、引き続き確保に努めていく。また、精神障害のある人が

地域の一員として自分らしい暮らしをすることができるよう、県及び各圏域における

自立支援協議会地域移行部会等において保健・医療・福祉関係者が協議し、「精神障

害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進していく。 

令和元年度の福祉施設から一般就労への移行実績は 492 人で、令和２年度の目標値

である 633 人に対して 78％の達成状況であり、更に移行を促進するため、「障害者働

く幸せ創出センター」を拠点とし、福祉施設と企業、地域支援機関と連携した求人の

マッチングなど、就労支援体制の充実を図っていくとともに、福産品の販路拡大や新

たな受注先の開拓を進めていく。 

また、障害のある人の工賃向上と経済的な自立を支援するため、授産品の愛称「ふ

じのくに福産品」とロゴマークを活用し、福産品の継続的な購入を県民に呼び掛ける

「ふじのくに福産品一人一品運動」を展開していくとともに、新たに農福連携ワンス

トップ窓口を設置するなど積極的に推進していく。 



 

 

 

 

＜主要な事業の実績＞ 

（１）生活困窮者自立支援制度による事業の実施 

郡部の生活困窮者に対し、生活困窮者自立支援法に基づき、自立相談支援窓口にお

いて、適切な支援につなぐ自立相談支援事業や就労支援事業、住居を喪失した又は喪

失するおそれのある離職者等に住居確保給付金を支給する事業などを実施し、自立を

支援した。また、就労に向けた準備が必要な人に対して、生活改善や就労体験による

就労準備支援事業を継続して行うことに加え、新たに一定の住居を持たない生活困窮

者等に、一時的な生活の場を提供する事業などを実施し、生活再建を支援した。 

（２）様々な人権に関わる施策の推進 

地域や職場における人権啓発活動のリーダーとなるべき人材を育成するため、人権

啓発指導者養成講座を開催したほか、子どもの自尊意識向上のための保育士のセミナ

ーや、ハラスメントに係る企業向けセミナーの開催などにより、県民の人権問題に対

する認識を広め、人権尊重の意識の高揚を図った。 

また、市町が行う地方改善事業に対する指導監督により、人権同和対策の効果的な

推進を図るとともに、人権関係団体の活動を促進し、人権啓発事業の効果的な推進を

図るため、活動費等に対し助成を行い、県民福祉の向上に努めた。 

（３）あらゆる場における人権教育・人権啓発の推進 

「静岡県人権施策推進計画（第２次改定版）(平成 28 年３月策定) 」に基づき、人

権啓発センターを拠点として、市町や学校、企業等が主催する人権研修会への出前講

座による講師派遣や、啓発図書・ＤＶＤの貸出し等、あらゆる場における人権教育・

人権啓発に取り組んだほか、人権フェスティバル等の講演会の開催、テレビ･ラジオの

スポットＣＭや啓発ポスターの掲出、街頭啓発、インターネットやＳＮＳを活用した

広報等の各種啓発活動とともに、市町への各種啓発事業の委託を行うなど、県民の人

権意識の向上に努めた。 

また、今後の人権施策に反映させるため、人権問題に関する県民意識調査を実施し、

社会状況の変化に伴う県民意識の動向の把握に努めた。 

（４）ひきこもり対策の推進 

精神保健福祉センター等に設置した「静岡県ひきこもり支援センター」において、

本人や家族に対する相談支援を行うとともに、ひきこもりへの対応方法等の講演会や

家族交流会を実施し、支援の充実を図った。 

また、地域でひきこもり状態にある当事者やその家族への相談対応をしている支援

者を対象として、ひきこもりに関する知識や支援方法の習得を目的とした研修を開催

した。 

このほか、静岡県ひきこもり支援センターの機能の一部として、ＮＰＯ法人等に委

託し、県内５箇所に設置している居場所では、身近な地域で社会への第一歩を踏み出

４ 健全な心身を保ち誰もが理解し合える社会の実現 

（静岡県人権施策推進計画）            （静岡県地域福祉支援計画） 

（いのち支える"ふじのくに"自殺総合対策行動計画） （静岡県動物愛護管理推進計画） 



す支援を行うため、料理、散歩、ゲーム等、利用者に応じて計画したプログラムを実

施し、自宅以外で安心して過ごすための支援を行った。 

また、ひきこもり支援のための基礎データを得るため、民生委員・児童委員等を対

象にひきこもり等に関する状況調査を市町と共同して実施した。 

（５）自殺総合対策の推進 

本県が取り組むべき自殺対策の行動計画である「第２次いのち支える“ふじのくに”

自殺総合対策行動計画」に基づき、ゲートキーパーを養成したほか、自殺対策を実施

する市町を対象に助成等を実施した。40 歳未満の若年層を対象として、「若者こころ

の悩み相談窓口」での相談支援やこころのセルフケアワークショップ、ツイッター等

の広告を活用した相談窓口の周知等に加え、若者が日常利用しているＬＩＮＥを活用

し、５月の連休後、夏休み明け前及び春休み期間中にＬＩＮＥ相談の実施により若年

層対策の強化を図った。 

また、ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）の体制を整備するため、関係機関との

連携や研修を実施し、大規模災害に備え、広域的な精神科の医療救護活動が必要な場

合の応援体制の充実を図った。 

（６）動物愛護の推進 

「静岡県動物愛護管理推進計画（2014）」に基づき、人と動物とが共生する社会の

実現を目指し、終生飼養や新しい飼い主探しなどの飼い主としての責任の徹底を図る

とともに、飼い主のいない猫対策としての地域猫活動を支援する等、殺処分がなくな

る環境づくりを推進した。 

また、「災害時における愛玩動物対策行動指針」に基づき、避難所へのペット受入

方針未決定の市町に対して、「避難所のペット飼育管理ガイドライン」を活用し、避

難所へのペット受入方針の決定が進むよう働きかけを行ったほか、災害時動物愛護ボ

ランティアリーダーの育成に取り組んだ。 

 

＜評価及び課題＞ 

県内郡部 12 町の生活困窮者を対象に、生活困窮者自立支援法に基づき、各種事業を

展開した。自立相談支援事業においては、生活困窮者 300 人から相談があり、このう

ち 122 人について支援プランを作成して支援した結果、22 人の就労が実現した。住居

確保給付金においては、３人に対して、延べ 11 か月分の家賃相当額を支給し、求職活

動のための住居の確保を支援した。新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、住居確保

給付金の相談・申請件数が大幅に増加しており、相談者が抱える様々な課題に的確に

対応し、最適な支援を提供することが更に重要となるため、関係機関等との連携の一

層の強化に努め、自立を支援していく。 

就労に向けた準備が必要な人を対象として実施している就労準備支援事業について

は、合宿型のセミナーと就労体験を組み合わせて県内３地区で開催したところ、27 人

が参加し、うち１人が就労に結びついた。参加者には就労意欲の向上が見られるため、

今後も関係機関と連携を図りながら、着実にステップアップできるよう、個々の事情

に応じたきめ細かな支援の提供に努めていく。 



また、生活再建支援事業については、家計に問題を抱える生活困窮者等からの相談

に応じ、生活の再建に向けた意欲を引き出した上で、家計収支の視点から助言・指導

を行い、相談者自身の家計を管理する能力を高めた。引き続き、他の関係機関との連

携を含めた支援を包括的に行っていく。 

有効求人倍率が低下する傾向が続くと、就労支援を行っても就労できない生活困窮

者が増加することも懸念される。このため、有効求人倍率の状況を注視しつつ、引き

続き、支援対象者の状況に応じたきめ細やかな支援を実施していく。 

令和元年度の「人権尊重の意識が生活の中に定着した住み良い県」と感じる人の割

合は、38.1％と前年度から 7.2 ポイント減少した。県民の人権に対する意識の多様化

や関心度の減少傾向などを踏まえ、県民が人権により関心を持つよう、性的少数者の

人権に焦点を当てるなど、「静岡県人権施策推進計画」の見直しを検討する。引き続

き、人権尊重の意識の一層の高揚を図るとともに、メディアやインターネット等によ

る広報を活用し、関係機関・団体と連携・協働しながら、あらゆる場における人権啓

発・人権教育に継続的に取り組んでいく。 

「静岡県ひきこもり支援センター」の相談件数は、前年度から 163 件増加し 2,014

件となった。ひきこもりは長期化及び高年齢化する傾向にあり、長期化する前の早い

段階での相談を促すため、引き続き、支援センターの周知に努めるほか、ひきこもり

の相談業務を行っている支援者に対して研修会を開催し、支援者の専門性の向上を図

り、地域でのひきこもり当事者や家族の支援を充実させていく。また、ひきこもり当

事者が自宅以外で安心していられる「居場所」等、個々の相談者の状況に配慮したひ

きこもり支援体制の強化を図る。 

令和元年の自殺者数は前年より 22 人少ない 564 人となり改善した。自殺者数全体は

減少傾向にあるが、若年層の自殺者が増加しているため、若年層向けの電話相談、Ｌ

ＩＮＥ相談による相談窓口の充実、ＩＣＴを活用した相談窓口の周知や教育委員会と

の連携等により支援の充実を図り、若年層対策を強化するとともに、経済団体と連携

したゲートキーパー養成、遺族支援、大規模災害に備えた自殺対策等、自殺者数全体

の更なる減少に向け、県、市町、関係機関が一体となり、社会全体での総合的な自殺

対策に取り組んでいく。 

犬猫の殺処分頭数は、県動物保護協会、県獣医師会、市町、ボランティア等と協働

し、終生飼養の徹底や新しい飼い主探し等の取組を実施してきた結果、令和元年度は 7

19 頭となり、３年連続で 1,000 頭を切った。 

今後も、引取り頭数の多くを占める飼い主のいない猫への対策として、屋内飼育等

の適正飼養の指導や地域猫活動を支援していく。 

また、被災時における犬・猫の保護のため、避難所へのペット受入方針未決定の市

町に対して、ペットの受入を促すとともに、災害時動物愛護ボランティアリーダーの

登録がない市町に対する働きかけと県獣医師会や県動物保護協会等とともに静岡県被

災動物救護計画の改定に取り組んでいく。 



 

 

 

＜主要な事業の実績＞ 

（１）家庭・職場・地域における子育て支援の充実 

令和元年度末で「ふじさんっこ応援プラン」の計画期限が到来したため、プランの

基本理念である「子育ては尊い仕事」を継承しつつ、社会情勢の変化やこれまでの取

組の課題を踏まえ、「県子ども・子育て支援事業支援計画」や「県次世代育成支援対

策行動計画」、「県子どもの貧困対策計画」を包含する「第２期ふじさんっこ応援プ

ラン（令和２年度～令和６年度）」を策定した。 

「ふじのくに少子化突破戦略の羅針盤」に基づく効果的な取組を行う市町を支援し

たほか、国の「地域少子化対策重点推進交付金」等を活用し、働きやすい職場環境づ

くりに向けてイクボスを養成するための出前講座を開催するなど、地域の実情に応じ

た結婚、妊娠・出産、子育てへの切れ目のない支援を実施し、本県の少子化対策の強

化・充実を図った。 

子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるため、「ふじさんっこ応援キャンペー

ン」を開催し、社会全体で子どもと子育て家庭を応援する意識の向上を図る等、民間、

市町と連携し、地域における子育て環境の充実に取り組んだ。 

（２）保育サービスの充実 

保育所等の待機児童ゼロの実現に向けて、市町と連携して保育所 13 施設及び認定こ

ども園 14 施設を整備したほか、既存施設の定員増や小規模保育所等の設置により定員

を拡大した。 

保育士等の確保のため、修学資金の貸与等による保育士を志す学生の支援や、保育

士・保育所支援センターにおける潜在保育士の掘り起こしと保育所への復帰支援を実

施した。また、保育士等の離職防止と定着促進を図るため、本県が構築した保育士キ

ャリアアップ制度に基づく、処遇改善につながる研修を実施するとともに、新たに、

ＩＣＴ導入・活用等による勤務環境改善を図り、保育士等の業務負担を軽減するため

の管理者向けの研修と保育所等の巡回支援を行った。 

また、令和元年 10 月１日から実施された幼児教育・保育の無償化を円滑に実施する

ため、周知のための説明会を実施するとともに、市町が必要とするシステム改修費や

事務費を支援した。 

（３）子どもや母親の健康の保持・増進 

妊娠・出産、子育て期の切れ目ない支援を行う「子育て世代包括支援センター」の

設置を市町に働きかけ、その運営を支援するとともに、市町職員やセンター職員を対

象とした研修を実施した。また、妊娠・出産及び子育ての悩み等に対応するための各

種相談支援事業を実施するとともに、先天性難聴児の早期発見等を図るための検査体

制の整備などを行った。 

不妊・不育で悩む方への支援として、不妊・不育専門相談センターの専門的な相談

対応とともに、体外受精などの特定不妊治療への助成や一般不妊治療（人工授精）、

５ 安心して出産・子育てができる環境づくり 

（静岡県子ども・子育て支援事業支援計画） （静岡県次世代育成支援対策行動計画） 



不育症治療に対する助成を行うなど、経済的負担の軽減を図った。 

また、こども医療費の助成についても所得制限の撤廃、政令市への支援を行うこと

で県内すべての 18 歳年度末までの子どもが助成を受けられる環境を整備し、子育て世

代の経済的負担の軽減を図った。 

 

＜評価及び課題＞ 

本県の合計特殊出生率は、全庁を挙げて少子化対策に取り組んできた結果、平

成 16 年の 1.37 を底として緩やかに上昇傾向にあるが、令和元年は 1.44 と、平

成 30 年から 0.06 ポイント低下し、出生数も前年より 1,735 人減少するなど、依

然として少子化に歯止めがかかっていない。今後も「ふじのくに少子化突破戦略

の羅針盤」に基づき、優良事例の普及拡大を図ることにより、少子化対策を行う

市町を支援し、出生数の増加に向け取り組んでいく。 

子どもを生み育てやすい環境づくりについては、自主的に子ども・子育てを応

援する活動を行う「ふじさんっこ応援隊」の参加団体数が、前年度から 35 団体

増加して 1,626 団体となり、今後も更なる参加促進に取り組んでいく。 

保育所等の待機児童数は、保育所・認定こども園の施設整備等により 1,855 人

分の定員を拡大した結果、前年から 90 人減少し 122 人（令和２年４月１日現在）

となった。待機児童解消に向けて、今年度は、保育所等の受入枠を 2,000 人以上

拡大するなど、引き続き市町と連携して施設整備を進めていく。 

本県の認定こども園・保育所等の保育教諭・保育士数は、前年度より 555 人増

加して 13,782 人となった。引き続き、保育士等の確保のための修学資金等の貸

付や、潜在保育士の復帰支援、離職防止と定着促進のための処遇改善を伴う保育

士等キャリアアップ研修を実施するとともに、保育の受入枠の増加に伴い必要と

なる保育士の確保を図るため、新たに保育士試験受験者を対象に筆記試験の合格

対策講座を実施する。 

令和元年度末における「子育て世代包括支援センター」の設置数は 37 箇所で

あり、今後も引き続き市町を支援して設置促進に取り組んでいく。 



 

 

 

 

＜主要な事業の実績＞ 

（１）社会的養護が必要な子どもへの支援の充実 

国の「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」等を踏まえ、児童福祉司を５人増員

するとともに、非常勤特別職の弁護士を配置し法的対応機能を強化するなど児童相談

所の体制を整備したほか、市町の在宅相談支援体制の強化のため、「子ども家庭総合

支援拠点設置促進・人材育成研修」を実施し、子ども家庭総合支援拠点の役割や業務、

拠点設置・運営に関する具体的助言等を行った。 

児童虐待防止について広く理解と関心を得るため、「児童虐待防止・静岡の集い」

を開催し、支援を必要とする保護者等に対するつながりの必要性についての講演や「子

ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー」の開催など広報啓発を行った。 

また、児童虐待防止法の改正による、しつけの際の体罰禁止の明示に合わせて、保

護者等に向けリーフレットを配布し周知を図った。 

児童養護施設や里親の元で暮らしている子どもの将来の安定した自立を図るため、

大学等の修学支援や高校卒業時就職一時金の支給、継続支援計画の作成や生活・就労

相談等を実施した。 

ひとり親家庭の自立を促進するため、母子家庭等就業・自立支援センターによる生

活相談や就業支援のほか、経済的支援、子どもの就学支援など総合的な支援を実施し

た。 

さらに、支援の一層の充実を図るため、「ひとり親家庭の自立と“安心と希望があ

る暮らし”の実現」を基本理念とする「第四次静岡県ひとり親家庭自立促進計画」（令

和２年度～令和６年度）を策定した。 

（２）子どもの貧困対策の充実 

貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援や保護者

の生活・就労支援等を実施したほか、新たに子ども食堂等の居場所づくりの担い

手の育成や支援に取り組んだ。 

健康福祉センターに子ども健全育成支援員を配置し、郡部の子どものいる生活

困窮世帯に対し、世帯の抱える問題に関して個別支援を実施した。また、生活困

窮世帯の小・中学生を対象に、通所型の学習支援教室を開催し、日常の学習を支

援するとともに、合宿型の学びの場を提供し、生活習慣の改善や社会的体験不足

の解消を図った。さらに、郡部に居住する生活困窮世帯の高校生世代の人を対象

に、就労体験や大学見学等により様々な職業、進路を実際に経験する、キャリア

形成支援の場を提供した。 

 

＜評価及び課題＞ 

児童虐待の防止については、児童相談所を含めた県全体の児童相談体制の充実に向

６ すべての子どもが大切にされる社会づくり 

  （静岡県配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・支援に関する基本計画） 

（静岡県ひとり親家庭自立促進計画） （静岡県子どもの貧困対策計画） 



けた取組を着実に進めていることから、令和元年度の虐待による死亡児童数は０人と

なった。引き続き、毎年度０人の目標が達成できるよう、児童福祉司等の職員増員に

よる児童相談所の体制強化、保護者支援等の専門性向上のための研修を実施していく

ほか、市町における母子保健を通じた虐待の発生予防や早期発見の推進、「子ども家

庭総合支援拠点」を 2022 年度までに全市町に設置するよう働きかけ、市町における相

談体制の強化を図っていく。 

令和元年度のひとり親の就職率は 34.7％であり、前年度から横ばいであった。雇用

情勢が着実に改善する中、就職率が低迷している主な要因として、職業、年齢、賃金、

雇用形態、地域など求職者の希望と企業側の希望が一致しないことによる雇用のミス

マッチが生じていることが考えられる。引き続き、母子家庭等就業・自立支援センタ

ーにおける就職先の開拓や、関係機関と連携したきめ細かな就業支援等により、ひと

り親家庭の自立を図っていく。 

生活困窮世帯の小学生、中学生を対象とした学びの場の提供については、４月から

事業を開始し、切れ目のない支援を行った。子どもたちが将来への希望をもち、自立

につながる場として保護者からも好評を得た。また、高校生世代を対象としたキャリ

ア形成の場の提供を実施し、職業講話や就労体験に加え、大学見学では在学生の経験

談を聞くことで、将来を見据えた具体的目標を考え、夢や希望に向けて歩み始める良

い機会となった。 

今後も、教育関係部局等との連携を更に強化し、子どもたちがより参加しやすくな

るよう開催形態に配慮しながら、子どもたちの自立に向けた支援の充実に努めていく。 



 

 

 

＜主要な事業の実績＞ 

（１）食品の安全確保対策の推進 

県民への安全で安心できる食品の提供を目的とする「しずおか食の安全推進のため

のアクションプラン（2018-2021）」に基づき、食品の安全と安心に関する情報の提供

と公開を通して消費者の信頼確保に努めるとともに、関係部局と連携して食品表示の

監視指導を実施し適正化を推進した。また、食品衛生監視指導及び食品の抜取検査を

実施し、生産から流通・消費に至る総合的な食品の安全確保対策を推進した。 

さらに、食品衛生法改正に伴い、令和３年６月１日から原則全ての食品等事業者を

対象にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化が適用されることを見据え、これまでの

食品製造業者への人材育成支援に加え、「はじめようホップ・ステップ・ＨＡＣＣＰ

事業」として、飲食店事業者を中心とした小規模事業者への制度化の周知と導入のた

めの講習会を開催し、導入支援に努めた。 

（２）大麻・危険ドラッグ撲滅対策の推進 

静岡県薬物乱用対策推進方針に基づき、関係部局・機関が緊密に連携し、効果的な

薬物乱用防止対策を推進した。 

「静岡県薬物の濫用の防止に関する条例」に基づき、国に先行して知事指定薬物を

指定し、乱用防止を図ったほか、インターネットの販売サイトから危険ドラッグの買

上検査を実施し、違法薬物の流通排除に努めた。 

また、小・中・高校生を対象にした薬学講座や大学・専修学校の学生を対象にした

薬物乱用防止講習会等により、若年層を中心に、大麻や危険ドラッグをはじめとした

薬物の有害性や弊害など、正しい知識の普及に努めるとともに、薬学講座の講師等に

対してスキルアップ研修会を開催し、児童や生徒等に対する教育の充実も図った。 

（３）災害時における医療体制の整備 

大規模災害時に医療救護活動が円滑に実施できるよう、県及び市町の医療救護体制

を定めた「静岡県医療救護計画」について、熊本地震等の状況を踏まえ、救護病院の

指定要件の明確化や救護所の設置運営指針の見直し、ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チ

ーム）等との連携による保健医療活動に係るコーディネート機能の強化などの改定を

行い、災害時における医療救護体制の充実を図った。 

また、大規模災害時にドクターヘリが迅速かつ効果的に活用できるよう、中部ブロ

ック８県（静岡県、愛知県、三重県、長野県、富山県、石川県、福井県、岐阜県）及

びブロック内ドクターヘリ基地病院９施設との間で、「大規模災害時におけるドクタ

ーヘリ広域連携に関する基本協定」を締結し、重篤な傷病者等に対する災害時の応援・

受援体制の強化を図った。 

（４）避難行動要支援者支援対策・福祉避難所の拡充・被災者への支援 

災害対策基本法に対応する地域防災計画、全体計画、個別計画及び避難行動要支援

者名簿の作成のうち、避難行動要支援者名簿については全市町において作成されてい

７ 安全・安心な生活を支える危機管理 

（しずおか食の安全推進のためのアクションプラン） 



る。一方、個別計画は作成が進んでいない市町もあることから、市町意見交換会等で

作成の進んでいる市町の対応や、進んでいない市町の問題点などの情報の共有を行っ

ている。 

災害時における要配慮者の受入体制の整備を促進するため、賀茂及び東部地域にお

いてとりまとめた「宿泊施設への福祉避難所設置モデル」及び「指定避難所を活用し

た要配慮者受入モデル」、また市町の福祉避難所の円滑な開設・設置を図るための「福

祉避難所設置・運営マニュアル（県モデル）」により、福祉避難所の更なる設置促進

を市町に促すとともに、「宿泊施設の福祉避難所設置モデル」については実際の開設

を想定した訓練を行った。また、災害時に要配慮者が安心して避難生活を送ることが

できる体制の拡充のため、静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合との間に「災害時にお

ける宿泊施設の提供等に関する協定」を締結した。 

市町が福祉避難所の設置を促進する際の課題としている人材確保の支援策として、

静岡ＤＣＡＴ（静岡県災害派遣福祉チーム）や災害支援ナース（県看護協会）による

福祉人材等の派遣について「福祉避難所設置・運営マニュアル（県モデル）」に位置

付けている。この福祉人材派遣のために県社会福祉協議会が構築した災害福祉広域支

援ネットワークの支援を実施している。 

また、各市町における訓練に参加し、訓練の概要を全市町に情報提供し、実施内容

や課題等を共有することや、実際に訓練を見ていただくことで、市町の訓練実施の取

組の促進を図った。さらに部内の危機管理機能の強化のため、防災情報共有システム

「ＦＵＪＩＳＡＮ」の職員向け研修を行った。 

令和元年９月の台風第 15 号、10 月の台風第 19 号は県内に大きな被害を及ぼしてお

り、特に台風第 19 号については、伊豆の国市及び函南町において本県で 15 年ぶりと

なる災害救助法が適用されたことから、法に基づき避難所の設置などに係る事務を両

市町に委任し、救助の実施について支援した。 

 

＜評価及び課題＞ 

食の安全・安心の推進について、令和元年度の「食の安全に対する県民の信頼度」

は、目標値の 80％を達成していないが、過去最高値である 73.2％となり、県民の信頼

度は年々高まる傾向にある。 

一方、県政世論調査の結果から、食の安全に対して判断に迷う県民の割合が、いま

だ２割弱存在しており、引き続き、様々な媒体や機会を通じて食品の安全・安心に向

けた各事業の情報発信を充実させ、県民にとって分かりやすく正しい知識の理解普及

に努めていく。 

令和元年度の「人口 10 万人当たりの食品を原因とする健康被害者数」は、8.1 人と

目標値である 10 人以下を初めて達成した。目標達成の主な要因は、大規模な食中毒の

発生がなかったことであり、引き続き、ノロウイルス食中毒防止対策及び大量調理施

設の食中毒防止対策に重点的に取り組んでいく。 

食品衛生監視率については、目標の監視率 100％を達成した。また、「ＨＡＣＣＰ導

入を支援した食品関連施設数」は、支援の対象を拡大し、目標値 400 施設以上を大幅



に上回る 2,716 施設を達成した。さらに令和元年度から新たに開始した、はじめよう

ホップ・ステップ・ＨＡＣＣＰ事業についても、目標値以上を達成した。今後も、Ｈ

ＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入について、食品事業者への助言、指導及び支援を継

続していく。 

危険ドラッグについては、県条例に基づく知事指定薬物の指定、インターネット上

の販売サイトから危険ドラッグの買上検査等を行った結果、違反は認められなかった

が、全国的には違反が散見されることから、引き続き、買上検査やインターネット監

視などにより、根絶に向けて取り組んでいく。 

また、大麻については、若者層における乱用が進んでいることから、薬学講座や薬

物乱用防止講習会等により徹底した教育を繰り返し行っていくほか、警察本部や教育

委員会等の関係機関と連携の下、効果的な啓発活動等を推進する。 

災害時の医療救護体制については、「防ぎえる災害死」を一人でも多く減らすため、

大型台風や大規模停電など、地震以外の災害の発生状況等を踏まえ、より実践的な訓

練を積み重ねることにより、いつ、どのような災害が発生しても迅速な対応ができる

よう、万全の準備を進めていく。 

避難行動要支援者の対応については、継続的に各地域において研修会や市町意見交

換会を開催しており、関係者の意識向上や支援体制の構築が図られた結果、全市町に

おいて地域防災計画、避難行動要支援者名簿が作成されたが、全体計画及び個別計画

の作成が完了していない市町があることから、引き続き、研修会、市町意見交換会等

の機会を通じて計画策定の好事例や国からの情報を提供することで、市町に対し適切

な指導、助言を行い、計画の作成を支援していく。 

一方で「避難行動要支援者」の方々を安全に避難させるためには、避難行動要支援

者一人ひとりの状況を踏まえた個別計画を策定することで、個別計画の実効性を高め

ていく必要がある。このため、今後、地域コミュニティの参加による個別計画の策定

について検討を行っていく。 

また、福祉避難所については、避難行動要支援者の避難施設として更なる確保が必

要であるため、平成 28 年度に作成した２つのモデルも活用しながら、個別に市町職員

や自主防災組織を対象とした説明会等へ出向き、説明を行うなど、市町の福祉避難所

の設置促進を図るとともに、福祉避難所の開設や避難行動要支援者の受入れに関する

訓練の実施を市町に対して働きかけていく。また、令和 2 年 1 月に静岡県ホテル旅館

生活衛生同業組合との間に締結した「災害時における宿泊施設の提供等に関する協定」

の活用を市町に対して働きかけていく。 

さらに、災害時における避難行動要支援者の円滑な受入れのための福祉避難所の運

営マニュアルが未策定の市町があることから、研修会の開催等を通して、マニュアル

の策定や見直しを支援していく。 

部内の危機管理体制については、全庁的な図上訓練や部独自の図上訓練を実施して

きており、今後も訓練を続けていくことで発災への備えを行う。 

昨今の自然災害の増加により、今後、災害救助法の適用が増える可能性があるため、

適用された市町に対する支援を迅速に進められるよう、説明会等を通して法制度の理



解の促進を図っていく。また、被災県民の生活再建に寄与するため、国の制度の対象

とならない規模の災害により被災した県民に対して県独自の制度で支援している。今

後も、適切かつ迅速に被災者自立生活再建支援金を交付し、その生活再建の支援を継

続していく。 



 

   令和元年度主要施策成果説明書 

   

経済産業部       

主要施策の総括 

１ 主要施策の目的  

 本県経済の回復の動きを確かなものとし、将来にわたって持続的に発展で

きる力強い産業構造を構築していくためには、社会経済の変化や技術革新に

柔軟に対応できる人材の確保・育成を図るとともに、次世代産業の創出や新

たな成長産業の育成、地域経済を牽引し雇用を支える地域産業の振興、本県

が誇る多彩で高品質な「農芸品」の生産力強化や県産材の需要拡大による林

業の成長産業化、流通改革による水産業の持続的発展などに取り組んでいく

ことが重要である。また、海外市場を見据えた積極的な施策の展開や、エネ

ル ギ ー の 地 産 地 消 と エ ネ ル ギ ー 産 業 の 振 興 に よ る 地 域 経 済 の 活性 化 を 図 っ

ていくことが重要である。   

  このため、令和元年度は、経済を持続的に発展させ、県民の豊かな暮らし

を実現すべく、静岡県の新ビジョン「富国有徳の『美しい“ふじのくに”』

の人づくり・富づくり」及び「静岡県経済産業ビジョン 2018～ 2021」を着

実に実行した。 

 

【 基 本 目 標 】産 業 人 材 の 確 保 ・ 育 成  

   次 世 代 産 業 の 創 出 ・ 成 長 産 業 分 野 の 参 入 促 進  

   中 小 企 業 ・ 小 規 模 企 業 の 経 営 基 盤 強 化  

   農 林 水 産 分 野 の ル ネ サ ン ス（「 文 化 」の 力 ・「 革 新 」の 力 ） 

   通 商 の 拡 大 と 海 外 活 力 の 取 り 込 み  

   エ ネ ル ギ ー の 地 産 地 消 の 推 進  

 

２ 主要施策の実施状況及び評価と課題 

（ １ ） 県 内 産 業 の 成 長 を 担 う 人 材 の 確 保  

・  県 内 企 業 の 人 材 確 保 を 支 援 す る た め 、 中 小 企 業 等 の 採 用 活 動 を 支

援 す る コ ー デ ィ ネ ー タ を 配 置 し 、1, 5 5 4人 の 採 用 に つ な が っ た 。雇

用 情 勢 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 に よ り 厳 し さ が み ら

れ る が 、人 材 不 足 が 解 消 さ れ て い な い 中 小 企 業 等 は 多 い こ と か ら 、

今 後 も 引 き 続 き 、 採 用 活 動 の ア ド バ イ ス や マ ッ チ ン グ な ど を 行 い



支 援 し て い く 。  

・  「 静 岡 Ｕ ・ Ｉ タ ー ン 就 職 サ ポ ー ト セ ン タ ー 」 や 「 プ ロ フ ェ ッ シ ョ

ナ ル 人 材 戦 略 拠 点 」 を 設 置 ・ 運 営 し 、 社 会 人 の Ｕ Ｉ Ｊ タ ー ン 就 職

を 促 進 し た 。「 静 岡 Ｕ ・ Ｉ タ ー ン 就 職 サ ポ ー ト セ ン タ ー 」 の 支 援 に

よ る 県 内 企 業 就 職 者 数 は 48人 、 県 内 企 業 へ 就 職 が 決 定 し た プ ロ フ

ェ ッ シ ョ ナ ル 人 材 は 17 7人 と な っ た 。引 き 続 き 、県 外 在 住 者 の 県 内

企 業 へ の 就 職 を 支 援 し て い く 。  

・  「 30歳 に な っ た ら 静 岡 県 !」を キ ャ ッ チ フ レ ー ズ に 、Ｓ Ｎ Ｓ 等 を 活

用 し 、 首 都 圏 に 在 住 す る 30歳 前 後 の 若 者 に 県 内 企 業 や 地 域 の 魅 力

情 報 を 継 続 的 に 発 信 し た 。 Ｓ Ｎ Ｓ 上 の フ ォ ロ ワ ー は 、 １ 万 人 を 超

え て お り 、 こ う し た フ ォ ロ ワ ー を 中 心 と し て ふ る さ と 静 岡 の 魅 力

の 共 有 を 図 り 、 静 岡 県 へ の Ｕ タ ー ン を 推 進 し て い く 。  

・  本 県 出 身 者 が 多 い 大 学 と の 就 職 支 援 協 定 締 結 を 推 進 す る と と も に 、

高 校 等 卒 業 生 に 「 ふ じ の く に パ ス ポ ー ト 」 を 配 付 し 、 本 県 の 情 報

を 継 続 的 に 発 信 し 、 令 和 ２ 年 ３ 月 末 ま で の ホ ー ム ペ ー ジ ア ク セ ス

数 の 累 計 は 73 , 8 1 9件 と な っ た 。 今 後 も 、 若 者 に 「 魅 力 的 な 地 域 や

企 業 」 な ど の 最 新 情 報 を 届 け る こ と で 、 ふ る さ と 静 岡 と の 関 係 性

を 大 切 に し 、 維 持 し て も ら い 、 本 県 で 活 躍 し よ う と す る 意 欲 の あ

る 若 者 の 増 加 に つ な げ て い く 。  

・  第 ４ 次 産 業 革 命 の 進 展 等 に 伴 う Ａ Ｉ ・ Ｉ Ｃ Ｔ 人 材 の 圧 倒 的 な 不 足

に 対 応 す る た め 、 首 都 圏 等 の ス タ ー ト ア ッ プ 企 業 と 県 内 企 業 と の

ビ ジ ネ ス マ ッ チ ン グ や 県 内 大 学 と 連 携 し た 人 材 育 成 講 座 の 開 設 等

の 施 策 を 展 開 し た 。 今 後 も 、 Ａ Ｉ ・ Ｉ Ｃ Ｔ 人 材 の 不 足 が 見 込 ま れ

る た め 、「 ふ じ の く に Ｉ Ｃ Ｔ 人 材 確 保 ・ 育 成 戦 略 」 に 基 づ き 、 ト ッ

プ レ ベ ル の 人 材 の 確 保 か ら 次 世 代 を 担 う 人 材 の 育 成 に 至 る ま で 、

幅 広 い 層 を 対 象 と し た 施 策 を 展 開 し て い く 。  

 

（ ２ ） 高 度 な 知 識 と 技 術 を 持 つ 人 づ く り  

・  産 業 構 造 の 変 化 を 見 据 え 、 高 度 な 技 術 ・ 技 能 を 持 っ た 人 材 を 育 成

す る た め 、令 和 ３ 年 ４ 月 の 静 岡 県 立 工 科 短 期 大 学 校 の 開 校 に 向 け 、

静 岡 キ ャ ン パ ス の 実 施 設 計 ・ 建 築 工 事 等 を 実 施 し た 。 引 き 続 き 施

設 整 備 に 加 え 、訓 練 機 器 の 整 備 や 学 生 募 集 、入 学 試 験 の 実 施 な ど 、

開 校 に 向 け た 準 備 を 着 実 に 進 め て い く 。  

・  も の づ く り 人 材 育 成 協 定 締 結 企 業 等 の 協 力 に よ り 、 産 業 成 長 分 野

に お け る 最 先 端 技 術 の 訓 練 を 実 施 し た ほ か 、 県 内 全 信 用 金 庫 と の

協 働 に よ る 「 企 業 人 材 育 成 連 携 協 定 」 に 基 づ き 、 技 術 専 門 校 が 行

う 在 職 者 訓 練 の 周 知 と ニ ー ズ の 把 握 を 図 り 、 在 職 者 の ス キ ル ア ッ

プ 等 を 効 果 的 に 推 進 し た 。 在 職 者 訓 練 の 受 講 者 数 は 、 信 用 金 庫 と

の 連 携 な ど の 効 果 も あ り 、 ２ 年 連 続 で 前 年 度 実 績 を 上 回 っ た 。 ま

た 、 企 業 の 個 別 ニ ー ズ に 応 え る オ ー ダ ー メ イ ド 型 訓 練 は 好 調 で あ



る た め 、 そ の 拡 充 を 図 っ て い く 。  

・  モ ン ゴ ル や イ ン ド ネ シ ア に お い て 、 海 外 合 同 面 接 会 を 実 施 し 、 海

外 の 高 度 人 材 と 県 内 企 業 の マ ッ チ ン グ を 支 援 し た 。 面 接 会 は 、 日

本 語 が で き る 、大 学 、大 学 院 を 卒 業 し た 高 度 人 材 を 対 象 に 実 施 し 、

現 地 政 府 や 関 係 省 庁 の 協 力 や 支 援 を 受 け 、多 く の 参 加 者 を 集 め た 。

今 後 は 、 開 催 国 を 追 加 し 、 外 国 人 材 が 本 県 で 活 躍 で き る よ う 、 支

援 し て い く 。  

・  将 来 の 本 県 の 農 林 業 現 場 を 支 え る 専 門 職 業 人 を 養 成 す る 「 静 岡 県

立 農 林 環 境 専 門 職 大 学 」 の 令 和 ２ 年 ４ 月 の 開 学 に 向 け た 準 備 を 行

っ た 。 今 後 は 、 大 学 の 円 滑 な 運 営 に 努 め る と と も に 、 引 き 続 き 校

舎 等 の 施 設 整 備 を 進 め て い く 。  

 

（ ３ ） 誰 も が い き い き と 働 け る 環 境 づ く り  

・  女 性 や 高 齢 者 の 活 躍 推 進 を 図 る た め 、 働 き 方 改 革 を 推 進 す る 社 内

リ ー ダ ー の 養 成 や ア ド バ イ ザ ー の 派 遣 等 に よ り 、 企 業 に お け る ダ

イ バ ー シ テ ィ 経 営 の 導 入 を 促 進 し た 。 ま た 、 高 齢 者 雇 用 推 進 コ ー

デ ィ ネ ー タ に よ る マ ッ チ ン グ 支 援 に よ り 、11 0人 の 新 規 雇 用 を 創 出

し た 。令 和 元 年 度 に 実 施 し た 職 場 環 境 づ く り ア ン ケ ー ト で は 、「 仕

事 と 子 育 て （ 介 護 ） の 両 立 支 援 ・ 職 場 環 境 づ く り に 取 り 組 ん で い

る 企 業 の 割 合 」 と 「 労 働 時 間 の 縮 減 ・ 年 次 有 給 休 暇 の 取 得 促 進 に

取 り 組 ん で い る 企 業 の 割 合 」 は 、 と も に 前 年 度 を 大 き く 上 回 っ て

お り 、 引 き 続 き 、 セ ミ ナ ー 開 催 や ア ド バ イ ザ ー 派 遣 、 マ ッ チ ン グ

支 援 等 に よ り 、 誰 も が 働 き や す い 職 場 環 境 づ く り を 一 層 支 援 し て

い く 。  

・  障 害 者 雇 用 を 一 層 促 進 す る た め 、 精 神 障 害 者 職 場 環 境 ア ド バ イ ザ

ー を 設 置 し 、 企 業 に 対 す る 働 き か け と 障 害 の あ る 人 の 職 場 定 着 を

支 援 し た 。民 間 企 業 の 法 定 雇 用 率 2. 2％ の 達 成 に 向 け て 、障 害 者 雇

用 推 進 コ ー デ ィ ネ ー タ や 精 神 障 害 者 雇 用 推 進 ア ド バ イ ザ ー を 民 間

事 業 所 等 に 派 遣 す る な ど 、 障 害 者 雇 用 の 促 進 に 取 り 組 ん だ 結 果 、

令 和 元 年 度 の 新 規 雇 用 は 57 8人 と な り 、着 実 に 雇 用 人 数 を 増 加 さ せ

て い る 。今 後 も 法 定 雇 用 率 の 引 き 上 げ が 予 定 さ れ て い る こ と か ら 、

一 層 の 取 組 の 充 実 を 図 っ て い く 。  

・  外 国 人 の 活 躍 を 促 進 す る た め 、 ア ド バ イ ザ ー 派 遣 や ロ ー ル モ デ ル

の 情 報 発 信 、 職 業 訓 練 の 実 施 等 に よ り 、 定 住 外 国 人 の 就 業 ・ 定 着

を 支 援 し た ほ か 、 日 本 語 研 修 や 実 技 ・ 学 科 研 修 を 実 施 し 、 外 国 人

技 能 実 習 生 の 技 能 検 定 合 格 を 支 援 し た 。 定 住 外 国 人 が そ の 能 力 を

発 揮 し 産 業 人 材 と し て 活 躍 す る た め に は 、 正 社 員 と し て 就 労 で き

る よ う 企 業 と 外 国 人 双 方 へ の 支 援 が 必 要 で あ る こ と か ら 、 引 き 続

き 、 ア ド バ イ ザ ー 派 遣 や 職 業 訓 練 な ど を 通 じ 、 就 業 前 か ら 定 着 ま

で を 一 貫 し て 支 援 し て い く 。 ま た 、 特 定 技 能 制 度 を 周 知 す る 説 明



会 を 県 内 各 地 で 開 催 し 、98 9人 の 参 加 者 が あ っ た 。今 後 も 研 修 を 通

じ た 技 能 向 上 支 援 や 外 国 人 材 受 入 実 務 セ ミ ナ ー の 実 施 、国 や 市 町 、

経 済 団 体 等 が 参 加 す る 来 日 外 国 人 材 活 躍 支 援 協 議 会 の 設 置 を 通 じ 、

課 題 を 解 決 し 官 民 一 体 と な っ て 外 国 人 が い き い き と 活 躍 で き る 環

境 づ く り を 促 進 し て い く 。  

 

（ ４ ）郷 土 を 担 う 子 ど も た ち の「 生 き る 道 」と し て の 仕 事 を 学 ぶ 環 境 づ

く り  

・  「 生 き る 道 」 と し て の 仕 事 を 学 ぶ 環 境 づ く り の 普 及 を 図 る た め 、

小 学 校 を モ デ ル 校 に 選 定 し 、 現 場 体 験 を 中 心 と し た モ デ ル 事 業 を

実 施 す る と と も に 、 教 員 用 の ガ イ ド ブ ッ ク を 作 成 し た 。 モ デ ル 校

に お い て 児 童 25 2人 が 仕 事 の 現 場 を 体 験 し た ほ か 、 県 内 全 小 中 学 校

の 教 員 に 対 し モ デ ル コ ー ス を 紹 介 し 、 子 ど も た ち の 職 業 観 や 郷 土

愛 の 醸 成 に つ な げ た 。引 き 続 き 、体 験 提 供 企 業 と 学 校 を 結 び つ け 、

仕 事 を 学 ぶ 環 境 づ く り を 推 進 し て い く 。  

・  学 齢 期 か ら も の づ く り へ の 興 味 ・ 関 心 を 育 む た め 、 小 中 高 校 等 で

「 Ｗ Ａ Ｚ Ａ チ ャ レ ン ジ 教 室 」 や 「 技 能 マ イ ス タ ー 出 前 講 座 」 を 開

催 し 、 も の づ く り や 技 能 に 親 し む 機 会 を 提 供 し た 。 Ｗ Ａ Ｚ Ａ チ ャ

レ ン ジ 教 室 は 、 民 間 企 業 や 児 童 館 と の 連 携 に よ り 、 新 た な 体 験 機

会 を 創 出 し た 。 技 能 マ イ ス タ ー 出 前 講 座 は 、 前 年 度 を 上 回 る 54校

で 3, 7 8 0人 の 児 童 生 徒 に 仕 事 観 、人 生 観 を 直 接 語 り か け た 。今 後 も 、

こ れ ら の 取 組 を 継 続 し て 子 ど も た ち が 優 れ た 技 能 ・ 技 術 を 学 ぶ 機

会 を 提 供 す る こ と に よ り 、仕 事 を 学 ぶ 環 境 づ く り を 推 進 し て い く 。 

 

（ ５ ） オープンイノベーションの推進による成長産業の育成・振興 

・  静 岡 新 産 業 集 積 ク ラ ス タ ー に お け る ３ つ の プ ロ ジ ェ ク ト を 展 開 し 、

研 究 成 果 の 事 業 化 ・ 製 品 化 を 促 進 し た 。 フ ァ ル マ バ レ ー プ ロ ジ ェ

ク ト で は 、 医 療 現 場 と 地 元 企 業 と の マ ッ チ ン グ を 図 る コ ー デ ィ ネ

ー タ 等 に よ る 共 同 研 究 の 促 進 や 事 業 化 支 援 を 行 っ た 。 ま た 、 山 梨

県 と 医 療 健 康 産 業 政 策 に 関 す る 連 携 協 定 を 締 結 す る と と も に 、 人

生 10 0年 時 代 を 見 据 え 、新 た に 健 康 長 寿 ・ 自 立 支 援 プ ロ ジ ェ ク ト を

開 始 し た 。 フ ー ズ ・ サ イ エ ン ス ヒ ル ズ プ ロ ジ ェ ク ト で は 、 機 能 性

表 示 食 品 制 度 を 活 用 し た 製 品 開 発 、 人 材 育 成 、 製 品 の 販 売 促 進 を

支 援 し た ほ か 、 化 成 品 ・ 加 工 機 械 の 開 発 支 援 を 強 化 し た 。 ま た 、

こ れ ま で の 取 組 に 加 え 、 ヘ ル ス ケ ア の 取 組 を 強 化 し て 、 令 和 ２ 年

度 か ら ６ 年 度 ま で を 計 画 期 間 と す る 新 た な 戦 略 計 画 「 フ ー ズ ・ ヘ

ル ス ケ ア  オ ー プ ン イ ノ ベ ー シ ョ ン プ ロ ジ ェ ク ト 第 １ 次 戦 略 」を 策

定 し た 。フ ォ ト ン バ レ ー プ ロ ジ ェ ク ト で は 、光・電 子 技 術 の 普 及 ・

啓 発 に 関 す る セ ミ ナ ー や 展 示 会 へ の 出 展 支 援 、 研 究 開 発 を 行 う 企

業 へ の 支 援 等 を 実 施 す る と と も に 、 大 学 等 の 知 見 等 を 活 用 し た 地



域 企 業 の 課 題 解 決 を 支 援 す る「 Ａ -Ｓ Ａ Ｐ（ エ イ サ ッ プ ）」に よ り 、

光 ・ 電 子 技 術 を 活 用 し た 新 製 品 開 発 を 支 援 し た 。 こ の 結 果 、「 静 岡

新 産 業 集 積 ク ラ ス タ ー 事 業 化 件 数 」 は 88件 と な っ て お り 、 順 調 に

進 捗 し て い る 。 今 後 も 県 内 経 済 の 活 性 化 を 目 指 し 、 中 核 支 援 機 関

と 連 携 し 施 策 を 展 開 す る こ と で 、 よ り 一 層 の 企 業 の 参 入 や 事 業 化

の 推 進 に 取 り 組 ん で い く 。  

・  成 長 産 業 を 戦 略 的 に 育 成 す る た め 、 次 世 代 自 動 車 、 航 空 宇 宙 、 医

療 ・ 福 祉 機 器 、 ロ ボ ッ ト 、 新 エ ネ ル ギ ー ・ 環 境 、 光 技 術 関 連 、 Ｃ

Ｎ Ｆ 等 、 成 長 分 野 へ 進 出 す る 中 小 企 業 に 対 し て 、 技 術 相 談 か ら 販

路 開 拓 ま で 一 貫 し た 支 援 を 行 っ た 。 ま た 、 技 術 開 発 、 新 商 品 開 発

を 促 進 す る た め 、 県 内 企 業 が 国 立 研 究 開 発 法 人 産 業 技 術 総 合 研 究

所 と 実 施 す る 共 同 研 究 に つ い て 、 事 業 化 に 向 け た さ ら な る 研 究 開

発 に 対 し て 助 成 し た ほ か 、 県 内 航 空 機 産 業 の 育 成 を 図 る た め 、 設

備 導 入 に 対 す る 助 成 や ブ ラ ジ ル 航 空 技 術 大 学 と の 交 流 等 を 実 施 し

た 。 こ の 結 果 、「 新 成 長 分 野 の 経 営 革 新 計 画 新 規 承 認 件 数 」 は 14 3

件 、「 試 作 ・ 実 証 試 験 助 成 制 度 等 を 活 用 し た 成 長 分 野 に お け る 製 品

化 件 数 」 は 10件 で 共 に 目 標 を 達 成 し た 。 今 後 も 、 研 究 開 発 に 対 す

る 助 成 や コ ー デ ィ ネ ー タ に よ る マ ッ チ ン グ 支 援 等 を 通 じ て 企 業 の

成 長 産 業 へ の 参 入 や 事 業 拡 大 を 支 援 し て い く 。  

・  中 小 製 造 業 へ の ロ ボ ッ ト 導 入 を 促 進 し 、 労 働 生 産 性 の 向 上 を 図 る

た め 、「 ふ じ の く に ロ ボ ッ ト 技 術 ア ド バ イ ザ ー 」を 配 置 す る と と も

に 、ロ ボ ッ ト シ ス テ ム イ ン テ グ レ ー タ を 育 成 す る 研 修 を 開 催 し た 。

今 後 は 、 ロ ボ ッ ト 技 術 ア ド バ イ ザ ー を 増 員 す る な ど 、 中 小 企 業 の

ロ ボ ッ ト 導 入 促 進 の 取 組 を 強 化 し て い く 。  

・  Ｅ Ｖ 化 ・ 自 動 運 転 化 等 に 対 応 す る た め 、「 次 世 代 自 動 車 セ ン タ ー 」

が 実 施 す る 取 組 に 対 す る 支 援 を 拡 充 す る と と も に 、 静 岡 県 産 業 振

興 財 団 等 と 連 携 し た 支 援 体 制 を 構 築 し た 。 ま た 、 自 動 運 転 の 実 証

実 験 に つ い て 、 交 通 課 題 や 道 路 環 境 が 異 な る 都 市 部 、 郊 外 部 、 過

疎 部 の ３ 地 域 の 公 道 に フ ィ ー ル ド を 拡 大 し て 実 施 し た 。こ の 結 果 、

次 世 代 自 動 車 セ ン タ ー の 会 員 企 業 数 が 34 2社 と な る な ど 、企 業 の 次

世 代 自 動 車 へ の 意 識 が 高 ま っ て い る 。 今 後 も 、 次 世 代 自 動 車 セ ン

タ ー を 中 心 に 産 業 界 や 関 係 機 関 と 連 携 し 、 Ｅ Ｖ 化 等 に 対 応 す る 地

域 企 業 を 支 援 す る ほ か 、 自 動 車 産 業 か ら 新 た に 成 長 産 業 へ の 二 次

創 業 を 目 指 す 取 組 を 支 援 し て い く 。  

・  Ｃ Ｎ Ｆ （ セ ル ロ ー ス ナ ノ フ ァ イ バ ー ） を 活 用 し た 製 品 開 発 を 促 進

す る た め 、 静 岡 大 学 に 設 置 し た 「 ふ じ の く に Ｃ Ｎ Ｆ 寄 附 講 座 」 に

お い て 、 研 究 開 発 と 専 門 人 材 の 育 成 に 取 り 組 ん だ 。 ま た 、 試 作 品

開 発 へ の 助 成 や 「 ふ じ の く に Ｃ Ｎ Ｆ 研 究 開 発 セ ン タ ー 」 の 設 置 等

に よ り 、 企 業 の 製 品 開 発 の 支 援 や 製 造 拠 点 の 形 成 に 取 り 組 ん だ 。

こ の 結 果 、 ３ 件 の 製 品 が 開 発 さ れ た 。 今 後 は 、 産 学 官 連 携 に よ る



研 究 拠 点 の 形 成 を 図 り 、 製 品 化 へ 向 け た 取 組 を 一 層 推 進 し 、 将 来

的 に 大 き な 市 場 へ の 展 開 が 期 待 さ れ る 自 動 車 や 家 電 、 建 材 な ど も

含 め 、 様 々 な 産 業 分 野 で の 製 品 （ 用 途 ） 開 発 を 促 進 し て い く 。  

・  海 洋 産 業 の 振 興 と 海 洋 環 境 保 全 の 世 界 的 拠 点 の 形 成 を 目 指 す マ リ

ン オ ー プ ン イ ノ ベ ー シ ョ ン プ ロ ジ ェ ク ト（ Ｍ ａ Ｏ Ｉ プ ロ ジ ェ ク ト ）

を 推 進 す る た め 、 推 進 体 制 の 整 備 、 研 究 開 発 と 産 業 応 用 の 促 進 、

ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 に 取 り 組 ん だ 。 今 後 は 、 プ ロ ジ ェ ク ト の 拠 点

施 設 と な る Ｍ ａ Ｏ Ｉ － Ｐ Ａ Ｒ Ｃ の 整 備 や デ ー タ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

の 構 築 等 を 進 め 、 拠 点 機 能 を 形 成 す る 。  

・  直 面 す る 労 働 力 不 足 や Ａ Ｉ・Ｉ ｏ Ｔ 等「 デ ジ タ ル 革 命 」の 進 展 等 、

経 済 社 会 を 取 り 巻 く 大 き な 変 化 に 対 応 す る 新 た な 施 策 を 盛 り 込 ん

だ 「 産 業 成 長 戦 略 20 2 0」 を 取 り ま と め る と と も に 、 産 業 戦 略 推 進

セ ン タ ー 「 オ ー プ ン イ ノ ベ ー シ ョ ン 静 岡 」 を 中 心 に 、 ア ド バ イ ザ

リ ー ・ ボ ー ド の 開 催 や 外 部 の 技 術 を 活 用 し た い 県 外 大 手 企 業 と 、

技 術 と 意 欲 を 有 す る 県 内 中 小 ・ 中 堅 企 業 と の マ ッ チ ン グ を 支 援 す

る 「 技 術 ニ ー ズ 説 明 会 」 の 開 催 等 、 本 県 経 済 を 牽 引 す る 地 域 企 業

を 集 中 的 に 支 援 し た 。 こ の 結 果 、「 中 堅 ・ 中 小 企 業 等 の 新 た な 製 品

開 発 ・ 販 路 開 拓 等 件 数 」 が 令 和 元 年 度 12件 と な り 、 目 標 10件 を 上

回 っ た 。 今 後 も 、 引 き 続 き 、 産 業 戦 略 推 進 セ ン タ ー 「 オ ー プ ン イ

ノ ベ ー シ ョ ン 静 岡 」 を 中 心 に 、 官 民 一 体 と な っ て 本 県 経 済 の 持 続

的 な 成 長 を 図 っ て い く と と も に 、 課 題 で あ る 企 業 間 マ ッ チ ン グ の

促 進 に つ い て 、 今 年 度 構 築 す る 県 内 企 業 技 術 情 報 デ ー タ ベ ー ス 等

を 活 用 し 、 一 層 注 力 し て い く 。  

・  専 門 家 の 派 遣 や オ ー プ ン イ ノ ベ ー シ ョ ン 静 岡 に よ る フ ォ ロ ー ア ッ

プ 等 に よ り 、 事 業 者 の 「 地 域 経 済 牽 引 事 業 計 画 」 の 早 期 策 定 、 実

施 を 促 進 す る 等 、 地 域 の 特 性 を 生 か し た 高 い 付 加 価 値 の 創 出 と 経

済 波 及 効 果 を 及 ぼ す 「 地 域 経 済 牽 引 事 業 」 を 実 施 す る 事 業 者 を 支

援 し た 。 こ の 結 果 、 静 岡 県 域 基 本 計 画 に 基 づ き 27件 の 地 域 経 済 牽

引 事 業 計 画 を 承 認 し た 。 今 後 も 、「 地 域 経 済 牽 引 事 業 計 画 」 の 作 成

を 支 援 す る 専 門 家 チ ー ム の 派 遣 等 に よ り 、 民 間 企 業 の 牽 引 事 業 計

画 の 早 期 策 定 、 実 施 を 促 進 し て い く 。  

 

（ ６ ） 国 内 外 か ら の 企 業 誘 致 ・ 定 着 の 推 進  

・  成 長 産 業 分 野 （ 食 品 、 医 薬 品 、 環 境 関 連 等 ） を 中 心 に 、 新 た な 企

業 の 誘 致 と 県 内 企 業 の 定 着 活 動 に 取 り 組 ん だ 。 ま た 、 新 規 産 業 立

地 事 業 費 補 助 金 や 地 域 産 業 立 地 事 業 費 補 助 金 に よ り 、 製 造 工 場 や

物 流 施 設 等 を 新 設 ・ 増 設 す る 企 業 を 支 援 し た 。 こ の 結 果 、 令 和 元

年 の 製 造 業 の 立 地 件 数 は 76件 で 全 国 １ 位 、 立 地 面 積 は 94 h aで 全 国

２ 位 と な っ た 。 誘 致 担 当 課 に よ る 「 企 業 誘 致 活 動 件 数 」 に つ い て

は 2, 7 0 6件 だ っ た 。東 京 事 務 所 を 中 心 に 首 都 圏 で の 取 組 を 継 続 す る



と と も に 、 大 阪 事 務 所 に 新 た に 企 業 誘 致 推 進 員 １ 名 を 配 置 し て 活

動 を 強 化 し た 。 ま た 、 県 庁 に 配 置 し た 企 業 立 地 促 進 支 援 員 を 中 心

に 、 県 内 企 業 の 投 資 動 向 把 握 等 に 努 め た 。 企 業 誘 致 に つ い て は 、

産 業 構 造 の 急 速 な 変 化 に 対 応 す る た め 、 企 業 立 地 施 策 を ３ つ の 柱

に 基 づ き 、 積 極 的 に 取 組 を 進 め て い く 。 １ つ 目 の 柱 と し て 「 地 域

経 済 を 牽 引 す る 企 業 の 集 積 」 を 進 め て い く 。 県 内 に 加 え 、 首 都 圏

や 関 西 圏 を 重 点 地 域 と し て 位 置 づ け 、 マ ザ ー 工 場 や 拠 点 化 工 場 の

立 地 を 働 き か け て い く 。 ２ つ 目 の 柱 と し て 「 先 端 科 学 技 術 の 産 業

応 用 を 進 め る 知 の 拠 点 の 立 地 」 に 取 り 組 み 、 自 動 運 転 や ス マ ー ト

農 業 な ど の 実 証 フ ィ ー ル ド の 形 成 を 支 援 し て い く 。 ３ つ 目 の 柱 と

し て 「 小 さ く て も 高 い 付 加 価 値 を 生 む 企 業 の 立 地 」 に 取 り 組 み 、

IC T企 業 の 拠 点 整 備 を 支 援 す る ほ か 、ベ ン チ ャ ー 企 業 と 県 内 企 業 の

マ ッ チ ン グ 等 を 進 め て い く 。  

 

（ ７ ） 次世代産業を牽引する研究開発の推進 

・  本 県 産 業 の 新 た な 成 長 に 貢 献 す る こ と を 目 的 と し て 産 学 官 の 連 携

に よ り 重 点 的 に 実 施 す る 新 成 長 戦 略 研 究 に 取 り 組 み 、 有 識 者 に よ

る 客 観 的 評 価 を 踏 ま え 効 率 的・効 果 的 に 研 究 を 進 め た 。こ の 結 果 、

令 和 元 年 度 の 新 成 長 戦 略 研 究 の 成 果 の 新 た な 実 用 化 件 数 は 、 目 標

値 を 上 回 る こ と が で き た 。 引 き 続 き 、 ５ 研 究 所 が 連 携 し た 総 合 研

究 体 制 に よ り 本 県 産 業 の 成 長 に 貢 献 す る 研 究 開 発 を 推 進 す る と と

も に 、 研 究 成 果 の 迅 速 な 普 及 に つ な げ る 。  

 

（ ８ ） 中 小 企 業 の 経 営 基 盤 強 化  

・  中 小 企 業 の 生 産 性 向 上 や 経 営 力 強 化 、ビ ジ ネ ス 機 会 創 出 を 目 指 し 、

「 静 岡 県 Ｉ ｏ Ｔ 活 用 研 究 会 」 を 中 心 に 、 セ ミ ナ ー や ビ ジ ネ ス マ ッ

チ ン グ 、 分 科 会 に お け る 研 究 活 動 等 を 実 施 し た 。 こ の 結 果 、 令 和

元 年 度 の 静 岡 県 Ｉ ｏ Ｔ 活 用 研 究 会 の 会 員 数 は 累 計 27 6社・団 体 に 増

加 し て い る 。 引 き 続 き 、 Ｉ ｏ Ｔ 活 用 研 究 会 会 員 の Ｉ ｏ Ｔ 導 入 を 支

援 す る 。  

・  中 小 企 業 の 製 造 現 場 へ の Ｉ ｏ Ｔ 技 術 や 設 備 の 導 入 を 促 進 す る た め 、

工 業 技 術 研 究 所 に 最 新 の Ｉ ｏ Ｔ 機 器 の 展 示 や セ ミ ナ ー ル ー ム を 備

え た Ｉ ｏ Ｔ 導 入 支 援 拠 点 （ 静 岡 県 Ｉ ｏ Ｔ 推 進 ラ ボ ） を 整 備 し た 。

こ の 結 果 、 民 間 企 業 ８ 社 の 機 器 を 展 示 し 、 実 習 、 セ ミ ナ ー も 開 催

し た 。 引 き 続 き 、 実 機 を 活 用 し た セ ミ ナ ー や 実 習 な ど を 行 い 、 中

小 企 業 の 製 造 現 場 へ の Ｉ ｏ Ｔ 技 術 や 設 備 の 導 入 を 促 進 す る 。  

・  Ｂ Ｃ Ｐ の 指 導 者 の 養 成 講 座 や 静 岡 県 Ｂ Ｃ Ｐ 研 究 会 を 開 催 し 、 人 材

育 成 と 最 新 情 報 の 共 有 を 図 る と と も に 、 Ｂ Ｃ Ｐ を 実 際 に 策 定 し よ

う と す る 個 別 企 業 や 業 種 別 組 合 等 に 対 し て 専 門 家 を 派 遣 し 、 Ｂ Ｃ

Ｐ 策 定 を 具 体 的 に 指 導 し た 。一 方 、「 県 内 の 従 業 者 50人 以 上 の 企 業



に お け る Ｂ Ｃ Ｐ 策 定 率 」 及 び 「 県 内 の 従 業 者 49人 以 下 の 企 業 に お

け る Ｂ Ｃ Ｐ 策 定 率 」 は 、 策 定 に 必 要 な ノ ウ ハ ウ 、 人 材 、 資 金 の 不

足 な ど の 理 由 に よ り 、 そ れ ぞ れ 策 定 率 は 微 増 に 留 ま っ て い る 。 引

き 続 き 、 Ｂ Ｃ Ｐ 策 定 に 関 し て 中 小 企 業 が 抱 え る 問 題 を 解 決 す る た

め 、 き め 細 か な 支 援 を し て い く 。  

・  中 小 企 業 の 経 営 革 新 計 画 を 支 援 す る た め 、 中 小 企 業 等 経 営 強 化 法

の 制 度 普 及 ・ 指 導 等 を 行 う と と も に 、 承 認 し た 経 営 革 新 計 画 の 実

現 の た め 、 新 商 品 開 発 等 の 取 組 に 助 成 し た 。 そ の 結 果 、 令 和 元 年

度 の 「 経 営 革 新 計 画 承 認 件 数 」 は 53 6件 で 、 総 合 計 画 目 標 で あ る 平

成 30年 度 か ら 令 和 ３ 年 度 の ４ ヵ 年 累 計 で 1, 7 2 0件 (単 年 度 43 0件 )の

目 標 を 達 成 し た 。 引 き 続 き 経 営 革 新 制 度 の 普 及 と 経 営 革 新 支 援 体

制 の 充 実 を 図 り 、 案 件 の 掘 り 起 こ し を 行 っ て い く 。  

・  中 小 企 業 の 円 滑 な 事 業 承 継 を 促 進 す る た め 、「 事 業 承 継 ネ ッ ト ワ ー

ク 」に よ る 事 業 承 継 診 断 を 通 じ た 支 援 ニ ー ズ の 掘 り 起 こ し を 進 め 、

事 業 引 継 ぎ 支 援 セ ン タ ー 及 び プ ッ シ ュ 型 支 援 事 業 と 連 携 し た 個 別

支 援 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 令 和 元 年 度 の 事 業 承 継 診 断 実 施 件 数 は

6, 7 0 0件 と 総 合 計 画 の 活 動 指 標 で あ る 毎 年 度 5, 0 0 0件 を 上 回 っ た 。

引 き 続 き 、事 業 承 継 ネ ッ ト ワ ー ク 構 成 各 機 関 と の 連 携 強 化 に よ り 、

事 業 承 継 診 断 を 一 層 進 め 、 事 業 承 継 計 画 の 策 定 等 の 個 別 支 援 を 行

っ て い く 。  

・  地 域 商 業 の 活 性 化 を 図 る た め 、 サ ポ ー ト ・ ミ ー テ ィ ン グ 等 を 実 施

し 、 リ ノ ベ ー シ ョ ン ま ち づ く り を 担 う 人 材 を 育 成 し た ほ か 、 特 設

Ｗ Ｅ Ｂ サ イ ト 等 に よ り 「 ふ じ の く に 魅 力 あ る 個 店 」 の 情 報 発 信 を

行 っ た 。 ふ じ の く に 魅 力 あ る 個 店 Ｗ Ｅ Ｂ サ イ ト 閲 覧 回 数 は 、 魅 力

あ る 個 店 の 登 録 件 数 が 減 少 し て い る こ と な ど か ら 伸 び 悩 ん で お り 、

23, 1 33回 /月 と 現 状 値 を 下 回 っ た 。 こ の た め 、 観 光 協 会 や 金 融 機 関

等 、新 た な 登 録 依 頼 先 を 開 拓 し て 、登 録 店 舗 の 増 加 を 図 る と と も に 、

個 店 連 携 や 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 防 止 対 策 の 取 組 事 例 等 を 掲

載 す る な ど 、 特 設 Ｗ Ｅ Ｂ サ イ ト の 充 実 に 取 り 組 ん で い く 。  

・  大 学 発 ベ ン チ ャ ー の 継 続 的 な 創 出 を 図 る た め 、 県 と 民 間 シ ー ド ・

ア ク セ ラ レ ー タ ー が 協 力 し 、 県 内 理 工 系 大 学 の 技 術 ・ 研 究 シ ー ズ

の 発 掘 や 起 業 に 向 け た ビ ジ ネ ス プ ラ ン の 策 定 等 を 支 援 し た 。 具 体

的 に は 、 起 業 化 ・ 事 業 化 が 有 望 と 見 込 ま れ る 研 究 シ ー ズ を 有 す る

支 援 対 象 者 （ チ ー ム ） を 10件 選 出 し て 伴 走 支 援 を 行 い 、 こ の う ち

４ 件 が 起 業 に 向 け た 具 体 的 な 計 画 を 策 定 し た 。 引 き 続 き 、 大 学 発

ベ ン チ ャ ー を 継 続 的 に 創 出 す る 体 制 を 強 化 す る と と も に 、 民 間 シ

ー ド・ア ク セ ラ レ ー タ ー を 活 用 し て 事 業 化 の 加 速 を 支 援 し て い く 。 

・  県 制 度 融 資 に よ り 、 中 小 企 業 の ラ イ フ ス テ ー ジ に 応 じ た 資 金 、 次

世 代 産 業 へ の 参 入 や 新 た な 事 業 展 開 に 係 る 資 金 の 調 達 を 支 援 し た 。

令 和 元 年 度 は 、「 地 震 リ ス ク 分 散 資 金 」の 制 度 延 長 や「 事 業 承 継 資



金 」 に お け る 持 株 会 社 の 株 式 取 得 資 金 の 対 象 追 加 な ど の 制 度 改 正

を 行 っ た 。 企 業 の 設 備 投 資 意 欲 を 背 景 に 、 利 用 金 額 は 前 年 度 比

19 . 1％ 増 の 56 4億 3 , 7 5 6万 円 余 と な っ た 。 今 後 も 、 中 小 企 業 が 利 用

し や す い 制 度 と な る よ う に 改 善 を 図 る と と も に 、 制 度 の 周 知 を 行

い 、 県 制 度 融 資 の 利 用 を 促 進 し て い く 。  

・  新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に よ る 影 響 が 拡 大 し た た め 、 県 制 度 融

資 「 経 済 変 動 対 策 貸 付 」 に 「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 枠 」

を 新 設 し 、 融 資 枠 の 拡 大 、 保 証 料 補 助 、 融 資 限 度 額 の 拡 大 、 利 子

補 給 率 の 引 上 げ 等 に よ り 、 中 小 企 業 の 年 度 末 決 済 に 係 る 資 金 繰 り

支 援 を 適 時 適 切 に 行 っ た 。 今 後 も 、 国 の 緊 急 経 済 対 策 を 踏 ま え 、

中 小 企 業 の 事 業 継 続 を 支 援 し て い く 。  

・  大 規 模 な 災 害 や 経 済 変 動 に 備 え 、 県 制 度 融 資 「 中 小 企 業 災 害 対 策

資 金 」 に 係 る 保 証 料 補 助 制 度 を 創 設 し 、 令 和 元 年 台 風 19号 に よ る

被 害 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 枠 に 対 し 、 保 証 料 補 助 を 実

施 し た 。 今 後 も 、 引 き 続 き 、 制 度 の 周 知 を 行 い 、 大 規 模 災 害 や 経

済 危 機 時 に お け る 迅 速 な 資 金 調 達 支 援 に 取 り 組 ん で い く 。  

 

（ ９ ） 地 域 産 業 を 牽 引 す る 研 究 開 発 の 推 進  

・  中 小 企 業 が 直 面 し て い る 生 産 技 術 や 新 製 品 開 発 等 の 幅 広 い 課 題 に

対 応 す る た め 、 工 業 技 術 研 究 所 に 開 設 し て い る 「 も の づ く り 産 業

支 援 窓 口 」 が 中 心 と な り 、 大 学 や 産 業 支 援 機 関 等 と も 連 携 し て 、

開 発 段 階 か ら 事 業 化 段 階 ま で 一 貫 し て 支 援 し た 。 そ の 結 果 、 工 業

技 術 研 究 所 の 技 術 指 導 件 数 や 依 頼 試 験 件 数 は 着 実 に 増 加 し て お り 、

試 験 デ ー タ の 信 頼 性 の 確 保 に 努 め て い る 。 ま た 、 試 験 施 設 の 整 備

や 試 験 検 査 機 器 の 計 画 的 な 整 備 を 着 実 に 行 っ て い る 。  

 

（ 1 0） 農 芸 品 の 生 産 力 強 化 と 販 路 拡 大  

・  Ａ Ｏ Ｉ プ ロ ジ ェ ク ト で は 、 Ａ Ｏ Ｉ － Ｐ Ａ Ｒ Ｃ を 拠 点 に 農 業 の 飛 躍

的 な 生 産 性 向 上 を 図 る 革 新 的 技 術 の 開 発 と 農 業 を 軸 と し た 関 連 産

業 の ビ ジ ネ ス 展 開 の 促 進 に 取 り 組 ん だ ほ か 、 開 発 成 果 の 農 業 現 場

で の 普 及 を 推 進 す る た め 、 Ａ Ｏ Ｉ － Ｐ Ａ Ｒ Ｃ 周 辺 の ６ Ｊ Ａ と 連 携

協 定 を 締 結 し た 。 こ の 結 果 、 産 学 官 金 連 携 の 場 で あ る Ａ Ｏ Ｉ フ ォ

ー ラ ム の 参 画 会 員 数 が 21 4と な り 、会 員 間 の オ ー プ ン イ ノ ベ ー シ ョ

ン に よ る 研 究 開 発 件 数 が 累 計 43件 ま で 増 加 す る と と も に 、 そ の う

ち ７ 件 の 取 組 が 商 品 化 ・ サ ー ビ ス 化 な ど の 事 業 化 に 結 び 付 い た 。

今 後 は 、Ａ Ｏ Ｉ フ ォ ー ラ ム 参 画 者 の 更 な る 増 加 を 図 る こ と に 加 え 、

生 産 者 や 農 業 団 体 と 連 携 し た 新 技 術 の 実 証 試 験 を 促 進 す る 仕 組 み

の 構 築 や 、 Ａ Ｏ Ｉ 機 構 の 支 援 体 制 の 充 実 等 を 行 う こ と で 、 プ ロ ジ

ェ ク ト の 研 究 開 発 成 果 の 事 業 化 を 加 速 さ せ て い く 。  

・  農 芸 品 の 海 外 輸 出 を 促 進 す る た め 、 生 産 者 へ の Ｇ Ａ Ｐ （ 農 業 生 産



工 程 管 理 ） 研 修 会 や 指 導 者 養 成 に よ り 、 国 際 水 準 Ｇ Ａ Ｐ の 新 規 認

証 取 得 を 支 援 し た 。 引 き 続 き 、 国 際 水 準 Ｇ Ａ Ｐ の 新 規 認 証 取 得 を

推 進 す る 。  

・  マ ー ケ ッ ト イ ン の 観 点 か ら 、 市 場 の 求 め る 農 芸 品 の 需 要 に 的 確 に

応 え て い く た め 、 農 業 団 体 等 と 密 接 に 連 携 し つ つ 、 お 茶 や 野 菜 、

畜 産 物 等 の 生 産 ・ 供 給 体 制 の 充 実 を 図 っ た 。  

・  農 地 中 間 管 理 機 構 を 活 用 し て 、 地 域 の 中 心 と な る 経 営 体 へ の 農 地

集 積 を 促 進 し た が 、 担 い 手 が 不 足 し て い る 地 域 と 、 地 域 外 の 担 い

手 と の マ ッ チ ン グ 体 制 が 十 分 で な か っ た こ と な ど の 理 由 か ら 、 令

和 元 年 度 の 農 地 集 積 面 積 は 61 0 h aと な り 、 目 標 の 1, 2 0 0 h a／ 年 を 下

回 っ た 。 今 後 は 、 規 模 拡 大 を 目 指 す 農 業 経 営 体 が 広 域 的 に 農 地 確

保 を 図 る 仕 組 み づ く り に 取 り 組 ん で い く 。  

・  静 岡 茶 の 新 た な 価 値 や 需 要 の 創 出 、 需 要 に 応 じ た 生 産 構 造 へ の 転

換 等 に よ る 茶 業 の 再 生 を 図 る た め の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 「 Ｃ ｈ ａ  

Ｏ ｐ ｅ ｎ  Ｉ ｎ ｎ ｏ ｖ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ （ Ｃ ｈ ａ Ｏ Ｉ ） フ ォ ー ラ ム 」 を

設 立 し た 。  

・  「 静 岡 県 茶 業 振 興 条 例 」 に 基 づ き 総 合 的 な 茶 業 振 興 施 策 を 進 め る

と と も に 、「 茶 業 研 究 セ ン タ ー 」 の 再 整 備 に 向 け て 、 学 識 経 験 者 や

茶 業 関 係 者 等 か ら 成 る 整 備 基 本 計 画 策 定 委 員 会 を 設 置 し 、 研 究 の

方 向 性 や 機 能 強 化 に つ い て 検 討 し 、同 セ ン タ ー の「 整 備 基 本 計 画 」

を 策 定 し た 。そ の 結 果 、「 世 界 市 場 を 見 据 え た 茶 の 先 端 研 究 開 発 と

オ ー プ ン イ ノ ベ ー シ ョ ン の 拠 点 」 を 目 指 し 、 Ｃ ｈ ａ Ｏ Ｉ フ ォ ー ラ

ム と 連 携 し た お 茶 の 新 た な 価 値 を 創 造 す る 技 術 の 開 発 に 向 け た 機

能 を 強 化 し て い く こ と と な っ た 。今 後 は 、「 茶 業 研 究 セ ン タ ー 整 備

基 本 計 画 」 に 基 づ い て 、 施 設 整 備 に 取 り 組 む 。  

・  畜 産 物 の 安 定 的 供 給 体 制 の 構 築 に 必 要 と な る 「 食 肉 セ ン タ ー 」 の

再 編 整 備 を 進 め る た め 、 静 岡 県 食 肉 セ ン タ ー 再 編 推 進 協 議 会 に お

い て 、「 食 肉 セ ン タ ー 再 編 整 備 計 画 」 を 作 成 し た 。 ま た 、 県 内 の 畜

産 経 営 基 盤 を 強 化 す る た め 、 省 力 化 や 臭 気 対 策 に 必 要 な 設 備 等 の

導 入 を 支 援 し た 。  

・  豚 熱 (Ｃ Ｓ Ｆ )の 県 内 養 豚 場 で の 発 生 防 止 の た め 、 約 16万 頭 の 飼 養

豚 へ の ワ ク チ ン 接 種 や 、 野 生 イ ノ シ シ の 捕 獲 強 化 及 び 野 生 イ ノ シ

シ へ の 経 口 ワ ク チ ン 散 布 等 に よ り 、 防 疫 対 策 の 徹 底 ・ 強 化 を 図 っ

た 。 ま た 、 野 生 イ ノ シ シ は 1, 3 2 9頭 の 検 査 を 行 い 、 16 1頭 の 陽 性 を

確 認 し た 。 今 後 も 防 疫 対 策 を 継 続 し 、 豚 熱 の 県 内 養 豚 場 で の 発 生

防 止 を 図 る 。  

・  農 業 競 争 力 強 化 を 目 指 す 産 地 や 生 産 条 件 の 不 利 な 中 山 間 地 域 を 対

象 と し た 高 収 益 ・ 低 コ ス ト 化 を 可 能 と す る 区 画 整 理 、 暗 渠 排 水 ・

農 道 等 の 基 盤 整 備 や 、 農 業 水 利 施 設 の 長 寿 命 化 ・ 高 度 化 を 図 る 施

設 の 再 整 備 を 、 計 画 的 に 推 進 し た 。 こ れ ら の 取 組 に よ り 、 令 和 元



年 度 ま で に 高 収 益・低 コ ス ト 化 を 可 能 と す る 3, 1 2 3 h aの 農 地 基 盤 整

備 と 、32施 設 の 基 幹 農 業 水 利 施 設 の 更 新 整 備 が 進 ん だ 。引 き 続 き 、

計 画 的 に 事 業 を 推 進 し 、 農 家 の 所 得 向 上 及 び 用 水 の 安 定 供 給 の 確

保 に 取 り 組 ん で い く 。  

・  茶 園 の 区 画 整 理 を 推 進 す る 「 茶 産 地 構 造 改 革 基 盤 整 備 プ ロ ジ ェ ク

ト 」、水 田 の 汎 用 化 を 推 進 す る「 高 収 益 作 物 等 生 産 拡 大 基 盤 整 備 プ

ロ ジ ェ ク ト 」に 取 り 組 み 、基 盤 整 備 の 事 業 化 を 戦 略 的 に 推 進 し た 。

こ れ ら の 取 組 に よ り 、 令 和 元 年 度 か ら 茶 園 の 区 画 整 理 ３ 地 区

（ 25 h a） 及 び 水 田 の 暗 渠 排 水 整 備 ８ 地 区 （ 25 4 h a） に 着 手 し た 。 引

き 続 き 、 基 盤 整 備 を 効 率 的 か つ ス ピ ー ド 感 を 持 っ て 進 め 、 本 県 農

業 の 競 争 力 強 化 を 図 る 。  

・  林 業 の 成 長 産 業 化 に 向 け て 、 ス ギ ・ ヒ ノ キ 人 工 林 の 齢 級 構 成 の 平

準 化 と 木 材 の 生 産 性 向 上 を 図 る た め 、 エ リ ー ト ツ リ ー や コ ン テ ナ

苗 等 の 新 技 術 を 活 用 し た 「 低 コ ス ト 主 伐 ・ 再 造 林 」 の 確 立 に 取 り

組 ん だ 。 低 コ ス ト 化 を さ ら に 促 進 す る た め 、 実 証 結 果 の 普 及 、 新

技 術 の 導 入 の 拡 大 、 定 着 に 向 け た 取 組 が 必 要 で あ る 。 木 材 生 産 の

労 働 生 産 性 向 上 を 一 層 図 る た め 、 航 空 レ ー ザ 測 量 と 森 林 情 報 解 析

等 の Ｉ Ｃ Ｔ 技 術 を 活 用 し た 生 産 適 地 の 選 定 に よ り 、 主 伐 ・ 再 造 林

を 促 進 す る と と も に 、 林 業 イ ノ ベ ー シ ョ ン に 関 す る 情 報 共 有 を 図

る フ ォ ー ラ ム を 立 ち 上 げ 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ や Ｓ Ｎ Ｓ 等 の 活 用 や 林

業 先 端 展 示 会 を 通 じ て 先 端 技 術 情 報 を 共 有 す る な ど 、 林 業 イ ノ ベ

ー シ ョ ン を 推 進 す る 。  

・  県 産 材 製 品 の 需 要 拡 大 を 図 る た め 、 住 宅 助 成 、 木 材 製 品 の 需 要 動

向 や 県 内 供 給 体 制 等 の 調 査 、 東 京 20 2 0オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ

ッ ク 選 手 村 ビ レ ッ ジ プ ラ ザ の 整 備 協 力 を 通 じ た 品 質 と 供 給 力 の Ｐ

Ｒ 等 に 取 り 組 ん だ 。「 公 共 部 門 の 県 産 材 利 用 量 」は 目 標 を 達 成 し て

い る 。 今 後 は 、 木 材 製 品 需 要 の 大 半 を 占 め て い る 住 宅 分 野 の シ ェ

ア 拡 大 に 加 え 、 非 住 宅 分 野 の 新 た な 需 要 の 獲 得 に 向 け 、 供 給 体 制

強 化 と 販 路 開 拓 を 促 進 す る 支 援 を 展 開 し て い く 。  

・  県 内 木 材 加 工 施 設 に 県 産 材 丸 太 を 安 定 的 に 供 給 す る た め 、 間 伐 等

の 森 林 整 備 及 び 路 網 整 備 を 実 施 し た 。 こ の 結 果 、 令 和 元 年 の 丸 太

生 産 量 は 、低 コ ス ト 主 伐・再 造 林 の 促 進 や 利 用 間 伐 の 定 着 に よ り 、

前 年 度 よ り 2. 3万  増 の 47 . 6万  /年 と な り 、 木 材 生 産 の 増 産 が 図

ら れ た 。 今 後 は 、 引 き 続 き 、 森 林 整 備 や 路 網 整 備 の 支 援 を 行 う と

と も に 、 50万  /年 の 達 成 に 向 け 、 生 産 適 地 で の 路 網 計 画 の 策 定 、

ド ロ ー ン 等 を 活 用 し た 管 理 業 務 の 省 力 化 な ど に 取 り 組 ん で い く 。  

・  山 地 に 起 因 す る 災 害 か ら 県 民 の 生 命 及 び 財 産 を 守 る た め 、 災 害 の

危 険 性 が 高 い 箇 所 や 台 風 等 の 豪 雨 に よ る 災 害 発 生 箇 所 に お い て 、

渓 流 工 事 や 山 腹 工 事 等 を 実 施 し た 。 こ の 結 果 、 山 地 災 害 危 険 地 区

の 整 備 地 区 数 は 前 年 度 か ら 12地 区 増 加 し 、4, 0 9 2地 区 と な っ た 。今



後 も 効 率 的 ・ 効 果 的 な 事 業 の 執 行 に 努 め る と と も に 、 整 備 し た 施

設 の 適 正 な 維 持 管 理 の た め 、治 山 パ ト ロ ー ル 等 に よ り 点 検 を 行 う 。

併 せ て 、 山 地 災 害 危 険 地 区 の 周 知 等 に よ り 、 地 域 住 民 の 防 災 意 識

を 向 上 し 、 災 害 の 未 然 防 止 を 図 る 。  

・  水 産 業 で は 、 新 鮮 で 付 加 価 値 の 高 い 県 産 水 産 物 を 供 給 す る 地 場 流

通 体 制 づ く り に 取 り 組 む と と も に 、 新 た に 業 界 横 断 型 の 総 合 的 な

相 談 体 制 の 整 備 や 、 漁 業 者 等 の 新 た な ア イ デ ア の 実 現 を 支 援 す る

水 産 イ ノ ベ ー シ ョ ン 対 策 を 推 進 し た 。こ の 結 果 、令 和 元 年 度 は「 水

産 物 の 新 た な 流 通 体 制 構 築 ・ 高 付 加 価 値 化 取 組 」 の 件 数 が ８ 件 と

な り 、 目 標 （ 毎 年 度 ５ 件 ） を 達 成 し た 。 引 き 続 き 、 生 産 ・ 流 通 段

階 の 新 た な 取 組 の 定 着 と 課 題 の 解 決 に 向 け た 取 組 を 継 続 し て い く

と と も に 、IC T等 の 活 用 に よ り 流 通 改 革 を 更 に 促 進 す る 中 で 、高 付

加 価 値 化 等 の 取 組 を 支 援 し 、魚 価・漁 業 所 得 の 向 上 を 図 る 。ま た 、

水 産 資 源 の 成 育 環 境 等 の 分 析 ・ 調 査 体 制 を 強 化 す る こ と で 、 サ ク

ラ エ ビ を は じ め と す る 多 く の 魚 種 に つ い て 適 切 な 資 源 管 理 に 取 り

組 ん だ 。 こ の 結 果 、 令 和 元 年 度 は 「 水 産 物 の 効 果 的 な 資 源 管 理 に

向 け た 新 た な 取 組 」 の 件 数 が ３ 件 と な り 、 目 標 （ 毎 年 度 ３ 件 ） を

達 成 し た 。 今 後 も 資 源 回 復 に 向 け た 取 組 を 継 続 ・ 強 化 し て い く と

と も に 、漁 業 取 締 船 な ど に よ る 取 締 り の 強 化 、漁 業 者 の 意 識 向 上 、

遊 漁 者 へ の 採 捕 ル ー ル の 周 知 等 に つ い て 着 実 に 実 施 し て い く 。  

・  本 県 農 林 水 産 物 の 販 路 拡 大 と 生 産 拡 大 を 図 る た め 、 最 新 の 市 場 動

向 等 を 踏 ま え た 、「 ふ じ の く に マ ー ケ テ ィ ン グ 戦 略 20 2 0」を 取 り ま

と め た 。 ま た 、 首 都 圏 等 の ニ ー ズ に 対 応 し た 県 産 品 の 供 給 力 拡 大

を 図 る た め 、 生 産 者 団 体 等 と 連 携 し た 首 都 圏 ス ー パ ー 等 に お け る

プ ロ モ ー シ ョ ン 活 動 に よ る 安 定 的 販 路 の 確 保 や 、 市 場 ニ ー ズ の 高

い 品 物 の 生 産 拡 大 を 支 援 し た 。 あ わ せ て 、 マ ー ケ テ ィ ン グ 拠 点 の

整 備 に 向 け た 運 営 体 制 の 検 討 等 を 実 施 し た 。こ の 結 果 、「 首 都 圏 に

お け る 富 士 山 し ず お か マ ル シ ェ で の 県 産 品 販 売 額 」 は 着 実 に 増 加

し て い る 。 今 後 は 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 収 束 後 を 見 据 え 、 デ ジ タ

ル を 活 用 し た 販 路 拡 大 や 、 中 央 日 本 四 県 に よ る 経 済 交 流 圏 の 創 出

を 目 指 し た 消 費 拡 大 の 取 組 を 推 進 す る 。  

・  ６ 次 産 業 化 に 取 り 組 む 農 林 漁 業 者 等 を 総 合 的 に 支 援 す る た め 、 ６

次 産 業 化 サ ポ ー ト セ ン タ ー を 運 営 し 、 相 談 へ の 対 応 や 専 門 家 の 派

遣 に よ る 助 言 指 導 を 行 っ た 。 ま た 、 新 商 品 の 表 彰 や 、 研 修 会 、 展

示 商 談 会 の 開 催 等 に よ り 、 生 産 者 の 販 路 開 拓 を 支 援 し た 。 こ の 結

果 、 ６ 次 産 業 化 等 の 新 規 取 組 は 順 調 に 進 ん で い る 。 引 き 続 き 、 農

林 漁 業 者 等 の 経 営 改 善 戦 略 の 策 定 や 実 行 を 支 援 す る こ と に よ り 、

市 場 に 求 め ら れ る 商 品 作 り を 進 め る と と も に 、 オ ン ラ イ ン に よ る

商 談 力 の 向 上 や 展 示 商 談 会 の 開 催 等 に よ る 販 路 開 拓 を 支 援 す る 。  

 



（ 11） 担い手の確保・育成 

・  ニ ュ ー フ ァ ー マ ー の 自 立 就 農 支 援 や 農 家 後 継 者 の 新 分 野 へ の 進 出

を 支 援 す る た め 、 就 農 前 の 研 修 期 間 や 就 農 直 後 の 所 得 を 確 保 す る

資 金 を 交 付 し た 。  

・  就 農 希 望 者 に 対 す る 就 農 相 談 や 短 期 の 農 業 体 験 の ほ か 、 先 進 的 な

農 業 法 人 及 び 農 林 大 学 校 で の 実 践 的 な 研 修 及 び 教 育 を 行 い 、 新 規

就 農 の 促 進 、 人 材 育 成 に 取 り 組 ん だ 。 今 後 も 、 資 金 交 付 や 実 践 的

な 研 修 制 度 等 に よ り 新 た な 担 い 手 や 雇 用 就 農 者 を 確 保 し て い く と

と も に 、農 林 大 学 校 か ら 移 行 す る 農 林 環 境 専 門 職 大 学 に お い て は 、

高 度 な 人 材 の 育 成 を 図 っ て い く 。  

・  子 ど も と そ の 家 族 等 が 多 様 な 農 業 体 験 が で き る よ う 、 体 験 機 会 の

提 供・情 報 発 信 を 行 う と と も に 、農 業 体 験 農 園 の 開 設 を 支 援 し た 。

引 き 続 き 、 農 業 へ の 理 解 向 上 と 将 来 の 農 業 の 担 い 手 と な る 人 材 養

成 を 進 め る 。  

・  「 全 国 農 業 担 い 手 サ ミ ッ ト 」 を 令 和 元 年 12月 に 本 県 で 開 催 し 、 全

国 の 担 い 手 と の 相 互 研 さ ん 、 交 流 を 図 る と と も に 、 本 県 農 業 の 魅

力 を 全 国 に 発 信 し た 。 今 後 は 、 本 県 農 業 者 の 経 営 発 展 へ の 意 欲 の

向 上 や 、 組 織 活 動 の 活 性 化 に つ な げ て い く 。  

・  森 林 技 術 者 の 確 保 の た め 、 林 業 へ の 新 規 就 業 の 促 進 、 森 林 管 理 や

木 材 生 産 等 の 専 門 的 な 知 識 及 び 技 術 を 有 す る 人 材 の 育 成 、 林 業 経

営 体 の 組 織 力 向 上 等 に 取 り 組 ん だ 。 新 規 就 業 者 数 は 、 離 職 者 数 と

ほ ぼ 同 数 で あ り 、林 業 就 業 者 の 数 は 、ほ ぼ 横 ば い で 推 移 し て い る 。

ま た 、 新 卒 者 の 割 合 が ２ 割 を 下 回 っ て い る こ と か ら 、 若 年 層 の 人

材 を 確 保 す る 必 要 が あ る 。 こ の た め 、 高 校 で の 出 前 講 座 の 実 施 な

ど 、 若 年 層 に 対 し て 林 業 の 魅 力 の 発 信 を 強 化 し て い く 。  

・  学 生 募 集 の 広 報 活 動 に 精 力 的 に 取 り 組 む と と も に 、 実 習 の 充 実 等

に よ る 教 育 内 容 の 質 の 向 上 を 図 り 、 ま た 卒 業 後 の 支 援 体 制 を 整 備

す る こ と で 、 過 去 30年 で 最 大 と な る 25名 の 卒 業 生 を 輩 出 す る 等 、

漁 業 高 等 学 園 に お け る 漁 船 乗 組 員 の 養 成 に 一 層 注 力 し た 。 今 後 も

新 規 漁 業 者 の 育 成 ・ 確 保 に 向 け 、 全 国 に 向 け て 漁 業 高 等 学 園 の PR

を 強 化 し 、質 の 高 い 多 く の 新 規 漁 業 就 業 者 の 確 保 を 図 る と と も に 、

卒 業 後 の 就 業 定 着 を フ ォ ロ ー で き る 体 制 整 備 を 進 め 、 水 産 業 界 に

と っ て 即 戦 力 と な る 人 材 輩 出 機 能 を 高 め る 。  

 

（ 1 2） 農山漁村の再生 

・  大 規 模 地 震 時 に お け る 農 業 用 施 設 の 被 災 を 防 止 し 、 周 辺 の 人 家 等

の 安 全 ・ 安 心 を 確 保 す る た め 、 国 の 「 防 災 ・ 減 災 、 国 土 強 靱 化 の

た め の ３ か 年 緊 急 対 策 」 と 連 携 し 、 緊 急 的 に 必 要 な 基 幹 農 業 水 利

施 設 や 農 業 用 た め 池 等 の 耐 震 対 策 を 推 進 し た 。 こ れ ら の 取 組 に よ

り 、 令 和 元 年 度 ま で に 、「 地 震 ・ 津 波 対 策 ア ク シ ョ ン プ ロ グ ラ ム



2 0 1 3」に 位 置 付 け ら れ た 農 業 用 た め 池 等 26 3箇 所 に つ い て 、耐 震 性

の 確 認 や 耐 震 工 事 が 完 了 し た 。 今 後 は 、 進 捗 管 理 を 徹 底 す る と と

も に 、市 町 や 関 係 機 関 と 情 報 を 共 有 し 、ハ ー ド・ソ フ ト 両 面 か ら 、

よ り 実 効 性 の 高 い 施 策 を 推 進 し て い く 。  

・  持 続 可 能 な 農 山 村 づ く り に 向 け て 、 荒 廃 農 地 の 発 生 を 防 止 し 農 業

の 多 面 的 機 能 を 確 保 す る た め 、「 ふ じ の く に 美 し く 品 格 の あ る 邑 づ

く り 」 の 各 制 度 を 活 用 し た 取 組 に よ り 、 多 様 な 主 体 が 参 画 す る 農

地 や 農 業 用 施 設 の 保 全 活 動 を 支 援 し た 。 こ れ ら の 取 組 に よ り 、 ふ

じ の く に 美 し く 品 格 の あ る 邑 づ く り 活 動 へ の 参 画 者 は 73 , 3 6 9人 に

拡 大 し た 。 今 後 は 、 ウ ェ ブ サ イ ト を 活 用 し た 県 内 外 へ の 広 報 等 に

よ り 、 地 域 の 協 働 活 動 を 積 極 的 に 支 援 す る と と も に 、 企 業 や 福 祉

事 業 所 等 の 多 様 な 主 体 が 関 わ る 機 会 を 創 出 し 、 活 動 の 拡 大 や 質 的

向 上 を 促 進 し て い く 。  

・  地 籍 の 明 確 化 を 図 る た め 、 国 土 調 査 法 に 基 づ き 、 市 町 等 が 実 施 す

る 地 籍 調 査 を 支 援 す る と と も に 、 被 災 時 に 県 管 理 の 公 共 土 木 施 設

の 早 期 復 旧 を 図 る た め 、 津 波 浸 水 想 定 区 域 内 の 緊 急 輸 送 路 等 の 官

民 境 界 の 土 地 情 報 を 整 備 し た 。 こ れ ら の 取 組 に よ り 、 令 和 元 年 度

ま で に 、 津 波 浸 水 想 定 区 域 内 の 実 施 率 は 82 . 7％ と な っ た 。 引 き 続

き 、 県 単 独 事 業 に よ り 官 民 境 界 の 明 確 化 を 先 行 す る と と も に 、 公

共 工 事 の 測 量 成 果 の 活 用 等 に よ り 、 総 合 的 に 地 籍 調 査 を 推 進 し て

い く 。  

・  令 和 元 年 度 か ら 譲 与 が 始 ま っ た 「 森 林 環 境 譲 与 税 」 に よ り 市 町 が

行 う 地 域 の 実 情 に 応 じ た 森 林 整 備 等 の 施 策 が 円 滑 に 進 む よ う 支 援

し た 。 市 町 の 森 林 整 備 の 取 組 を 支 援 す る た め 、 新 た に 人 材 バ ン ク

を 設 置 し 市 町 の 依 頼 に 基 づ き 専 門 技 術 者 を 派 遣 し た 結 果 、 29の 市

町 で 森 林 環 境 譲 与 税 を 活 用 し た 森 林 整 備 の 取 組 が 進 ん だ 。 森 林 環

境 譲 与 税 を 活 用 し た 取 組 の 先 進 事 例 等 に つ い て 取 り ま と め 、 こ れ

か ら 取 組 を 進 め る 市 町 に 紹 介 す る と と も に 、 専 門 技 術 者 を 市 町 に

引 き 続 き 派 遣 す る な ど 、 森 林 環 境 譲 与 税 に よ る 市 町 の 取 組 を 支 援

す る 。  

・  公 益 性 が 高 い に も か か わ ら ず 、 森 林 所 有 者 に よ る 整 備 が 困 難 で 、

緊 急 に 整 備 す べ き 荒 廃 森 林 を 対 象 に 、 森 林 （ も り ） づ く り 県 民 税

を 財 源 と し て 「 森 の 力 」 の 回 復 を 図 る た め の 森 林 整 備 に 取 り 組 む

と と も に 、県 民 へ 事 業 成 果 を 情 報 発 信 し た 。「 森 の 力 再 生 事 業 に よ

る 整 備 面 積 （ 累 計 ）」 は 、 16 , 6 5 2 h aと 順 調 に 進 捗 し て い る が 、 10年

間 の 全 体 計 画 の 達 成 に 向 け て 、 年 度 計 画 の 着 実 な 実 施 と 、 事 業 成

果 の 情 報 発 信 に 取 り 組 む 必 要 が あ る 。 こ の た め 、 森 の 力 再 生 事 業

の 年 度 計 画 の 着 実 な 実 施 に 向 け 、事 業 の 早 期 着 手 を 促 進 す る ほ か 、

森 林 （ も り ） づ く り 県 民 税 が 令 和 ２ 年 度 末 に 前 期 ５ 年 の 課 税 期 間

が 終 了 す る こ と か ら 、 事 業 の 進 捗 状 況 、 効 果 等 を 踏 ま え 、 タ ウ ン



ミ ー テ ィ ン グ の 開 催 な ど に よ り 県 民 意 見 を 聴 取 し 今 後 の 対 応 を 検

討 す る 。  

・  有 事 に は 津 波 に 対 す る 多 重 防 御 の 一 翼 を 担 う  “ ふ じ の く に 森 の 防

潮 堤 づ く り ” に つ い て 、 マ ツ が 枯 損 し て い る 区 間 で の 保 安 林 の 再

整 備 に 加 え 、 マ ツ が 枯 損 し て い な い 区 間 に お い て も 保 安 林 の 機 能

強 化 に 着 手 し た 。こ の 結 果 、令 和 元 年 度 ま で の 整 備 延 長 は 約 8. 7㎞

に 達 し た 。 今 後 も 、 各 市 が 行 う 防 潮 堤 の 嵩 上 げ の 進 捗 に 遅 れ る こ

と な く 、 防 災 林 の 再 整 備 ・ 機 能 強 化 を 推 進 し て い く 。  

・  水 産 業 で は 、 漁 協 直 営 食 堂 の 運 営 支 援 等 に よ り 、 地 場 水 産 物 の 認

知 度 向 上 を 図 り 、 人 々 の 「 浜 へ の 回 遊 」 の 拡 大 に 取 り 組 ん だ 。 こ

の 結 果 、 漁 協 直 営 食 堂 集 客 数 は 45万 人 と 前 年 比 ６ 万 人 の 減 少 と な

っ た が 、 サ ク ラ エ ビ 不 漁 の 影 響 に よ り 大 き く 集 客 を 減 ら し た 店 舗

を 除 い た ９ 店 舗 の 合 計 で は 、 平 成 28年 度 比 で 集 客 増 と な っ た 。 今

後 も 、 漁 協 直 営 食 堂 へ の 誘 客 の 更 な る 増 加 に 向 け て 、 民 間 企 業 を

は じ め 、 周 辺 観 光 施 設 や 体 験 施 設 等 と 連 携 し た ポ ケ ッ ト マ ッ プ の

作 成 や ス タ ン プ ラ リ ー 等 の イ ベ ン ト を 実 施 し て い く ほ か 、 新 型 コ

ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の ま ん 延 を 踏 ま え た 食 堂 等 の テ イ ク ア ウ ト 販

売 や ネ ッ ト 販 売 の PRを 行 い 、 コ ロ ナ 禍 の 長 期 化 も 見 据 え た 更 な る

集 客 力 の 向 上 を 図 る 。  

 

（ 1 3） 都づくり  

・  食 文 化 の 創 造 に 貢 献 す る 「 ふ じ の く に 食 の 都 づ く り 仕 事 人 」 や 企

業 ・ 団 体 の 表 彰 、 各 地 域 に お け る 仕 事 人 と 生 産 者 ・ 県 民 と の 連 携

強 化 、 小 学 生 を 対 象 と し た 出 前 授 業 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ や 交 流 会 等

の 開 催 を 通 じ て 、「 食 の 都 」 づ く り を 推 進 し た 。 ま た 、 国 籍 、 宗 教

を 問 わ ず 誰 も が 安 全 、 安 心 な 静 岡 の 食 を 体 験 で き る 「 食 の 都 」 の

内 な る 国 際 化 を 推 進 す る た め 、 セ ミ ナ ー の 開 催 や ア ド バ イ ザ ー 派

遣 に よ る 個 別 コ ン サ ル テ ィ ン グ の ほ か 、 ハ ラ ー ル ポ ー タ ル の 運 営

や ム ス リ ム 向 け ガ イ ド ブ ッ ク の 作 成 な ど 、 ム ス リ ム 向 け の 情 報 発

信 を 実 施 し た 。 こ の 結 果 、「 ｢食 の 都 ｣づ く り に 関 す る 表 彰 数 」 は 順

調 に 推 移 し て い る 。 引 き 続 き 、「 し ず お か 食 セ レ ク シ ョ ン 」「 ふ じ

の く に 新 商 品 セ レ ク シ ョ ン 」の ブ ラ ン ド 力 の 向 上 を 図 る と と も に 、

仕 事 人 や 仕 事 人 と 連 携 し た 地 域 の 取 組 を 推 進 す る 。 ま た 、 仕 事 人

店 舗 に お け る ピ ク ト グ ラ ム や 外 国 語 メ ニ ュ ー の 導 入 な ど の 取 組 を

支 援 し 、「 食 の 都 」 の 内 な る 国 際 化 を 推 進 す る 。  

・  「 第 ７ 回 世 界 お 茶 ま つ り 」を「 つ な ご う Ｏ － Ｃ Ｈ Ａ 」を テ ー マ に 、

春 は 「 ふ じ の く に 茶 の 都 ミ ュ ー ジ ア ム 」 を 中 心 に 広 域 開 催 し 、 秋

は 「 グ ラ ン シ ッ プ 」 を 主 会 場 と し て 集 中 開 催 し た 。 ま た 、 茶 の 都

し ず お か の 拠 点 施 設 で あ る 「 ふ じ の く に 茶 の 都 ミ ュ ー ジ ア ム 」 で

は 、 企 画 展 や 調 査 研 究 、 体 験 メ ニ ュ ー 等 を 通 じ て 、 国 内 外 へ 静 岡



茶 の 魅 力 を 発 信 し た 。  

・  「 花 の 都 」 づ く り を 推 進 す る た め 、 県 産 花 き の 販 路 拡 大 を 目 的 と

し て 、 全 国 の 花 き 市 場 や 量 販 店 、 小 売 店 等 を 対 象 に 商 談 会 を 実 施

し た 。 ま た 、 消 費 拡 大 を 図 る た め 、 企 業 に 「 お 花 自 慢 の 職 場 宣 言

事 業 所 」 へ の 登 録 を 推 進 し た ほ か 、 若 者 向 け に は フ ラ ワ ー デ ザ イ

ン コ ン テ ス ト を 実 施 し た 。さ ら に 、「 ～ 浜 名 湖 花 博 15年 目 の 春 ～ 浜

名 湖 花 フ ェ ス タ 20 1 9」 の 開 催 や 「 北 京 国 際 園 芸 博 覧 会 」 へ の 出 展

を 通 じ 、 県 産 花 き の 需 要 喚 起 に 取 り 組 ん だ 。  

 

（ 1 4） 県 産 品 の 輸 出 拡 大  

・  県 産 品 の 輸 出 拡 大 を 図 る た め 、 県 産 品 の 海 外 販 路 拡 大 に チ ャ レ ン

ジ す る 人 材 ・ 事 業 者 や 商 社 機 能 を 担 う 事 業 者 の 支 援 等 を 実 施 す る

と と も に 、産 地 形 成 に 向 け た 取 組 の 支 援 や 海 外 で の 商 談 会 の 開 催 、

海 外 バ イ ヤ ー 招 聘 等 に よ り 、県 産 農 林 水 産 物 等 の 輸 出 を 支 援 し た 。

こ の 結 果 、「 県 の 海 外 市 場 開 拓 支 援 に よ る 県 産 農 林 水 産 物 新 規 輸 出

成 約 件 数 」 及 び 「 輸 出 商 談 会 ・ 見 本 市 等 参 加 事 業 者 数 」 は 順 調 に

推 移 し て い る 。 今 後 は 、 民 間 主 導 に よ る 地 域 商 社 機 能 の 構 築 や 、

清 水 港 を 活 用 し た 青 果 物 の 輸 出 商 流 の 構 築 に よ る 輸 出 拡 大 を 目 指

す 。  

・  Ｔ Ｐ Ｐ 11や 日 Ｅ Ｕ・Ｅ Ｐ Ａ 、日 米 貿 易 協 定 の 発 効 等 を 契 機 と し て 、

県 産 品 の 輸 出 拡 大 や 、 地 域 企 業 の 海 外 展 開 支 援 等 、 世 界 市 場 を 見

据 え た 積 極 的 な 施 策 を 展 開 し た 。  

 

（ 1 5） 県 内 企 業 の 海 外 展 開 支 援  

・  海 外 展 開 を 図 る 県 内 企 業 に 対 し て 、 海 外 展 開 支 援 事 業 （ 海 外 派 遣

人 材 育 成 事 業 、 海 外 展 開 コ ン サ ル テ ィ ン グ 事 業 、 海 外 ビ ジ ネ ス 支

援 事 業 ） を 通 じ 、 国 内 及 び 現 地 で の 支 援 を 実 施 し た 。 各 種 支 援 制

度 に つ い て 海 外 展 開 に 取 り 組 む 企 業 の 着 実 な 利 用 に つ な が っ て い

る 。 新 た に リ モ ー ト に よ る 支 援 を 導 入 す る な ど 、 更 な る 利 便 性 の

向 上 を 図 り な が ら 、 海 外 展 開 に 向 け た 検 討 か ら 具 体 的 な 実 施 に 至

る ま で 、 各 段 階 に 応 じ た 支 援 を 引 き 続 き 行 っ て い く 。  

 

（ 1 6） 海 外 経 済 ミ ッ シ ョ ン 等 の 受 入 れ 等 に よ る 海 外 活 力 の 取 り 込 み  

・  海 外 と の 経 済 交 流 拡 大 に 向 け 、 モ ン ゴ ル に ミ ッ シ ョ ン を 派 遣 し た

ほ か 、 浙 江 省 や タ イ 等 か ら の 海 外 経 済 ミ ッ シ ョ ン 受 入 れ を 実 施 し

た 。 ミ ッ シ ョ ン 派 遣 や 受 入 れ を き っ か け と し た 企 業 間 交 流 が 行 わ

れ て お り 、 引 き 続 き 、（ 公 社 ） 静 岡 県 国 際 経 済 振 興 会 、 ジ ェ ト ロ な

ど 関 係 各 機 関 と 連 携 し 、 企 業 の 海 外 展 開 を 支 援 し て い く 。  

 

 



（ 17） 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入 促 進  

・  地 産 エ ネ ル ギ ー の 導 入 量 増 加 を 推 進 す る た め 、 市 町 や 民 間 事 業 者

が 行 う 小 水 力 、 バ イ オ マ ス 及 び 温 泉 エ ネ ル ギ ー の 利 活 用 等 を 支 援

し た 。 今 後 も 「 ふ じ の く に エ ネ ル ギ ー 総 合 戦 略 」 に 基 づ き 、 地 域

の 特 色 あ る エ ネ ル ギ ー 資 源 を 活 用 し 、 新 エ ネ ル ギ ー 等 の 導 入 を 促

進 す る 取 組 を 進 め そ の 目 標 を 着 実 に 達 成 す る た め の 取 組 が 必 要 で

あ る 。  

・  ふ じ の く に Ｆ Ｃ Ｖ 普 及 促 進 協 議 会 を 開 催 し て Ｆ Ｃ Ｖ 及 び 水 素 ス テ

ー シ ョ ン の 最 新 動 向 を 共 有 し 、 次 世 代 エ ネ ル ギ ー と し て 期 待 さ れ

る 水 素 を 活 用 し た 燃 料 電 池 自 動 車 の 普 及 促 進 を 図 っ た 。 ま た 、 県

内 の 水 素 ス テ ー シ ョ ン を 活 用 し て 親 子 見 学 会 を 行 い 、 水 素 エ ネ ル

ギ ー の 普 及 啓 発 を 図 っ た 。  

・  御 殿 場 市 内 に 設 置 さ れ る 水 素 ス テ ー シ ョ ン の 整 備 に 助 成 し た こ と

で 、 本 県 の 東 ・ 中 ・ 西 部 に 水 素 の 供 給 拠 点 が 揃 い 、 県 に お け る Ｆ

Ｃ Ｖ の 利 用 可 能 エ リ ア が 拡 大 し た 。  

 

（ 1 8） 省 エ ネ ル ギ ー 社 会 の 形 成  

・  エ ネ ル ギ ー に 関 す る 情 報 を 収 集 、整 理 し 、県 民 に 情 報 を 発 信 し た 。  

・  電 気 自 動 車 用 充 電 器 の 維 持 管 理 や 位 置 情 報 の 広 報 に よ り 次 世 代 自

動 車 の 普 及 を 図 っ た 。 ま た 、 賀 茂 ・ 東 部 ・ 中 部 ・ 西 部 の ４ 地 域 局

に 次 世 代 自 動 車 及 び 外 部 給 電 器 を 整 備 し 、 訓 練 に お い て 災 害 時 非

常 用 電 源 と し て の 有 用 性 を 確 認 し て 、 次 世 代 自 動 車 の 普 及 啓 発 を

図 っ た 。 し か し 現 状 で は Ｅ Ｖ 等 の 普 及 が 十 分 に 図 ら れ て い な い た

め 、 充 電 器 の 整 備 も 遅 れ て い る 。 経 済 産 業 省 が 策 定 し た Ｅ Ｖ ・ Ｐ

Ｈ Ｖ ロ ー ド マ ッ プ や 静 岡 県 次 世 代 自 動 車 充 電 イ ン フ ラ 整 備 ビ ジ ョ

ン に 基 づ き 、 整 備 を 進 め て い く 必 要 が あ る 。 Ｅ Ｖ や Ｐ Ｈ Ｖ 等 の 次

世 代 自 動 車 の 普 及 に つ い て は 、 災 害 時 に お け る 非 常 用 電 源 と し て

の 活 用 を Ｐ Ｒ す る こ と で 、 県 民 の 次 世 代 自 動 車 に 対 す る 認 知 度 向

上 に つ な げ て い く こ と が 必 要 で あ る 。  

 

（ 1 9） エ ネ ル ギ ー 産 業 の 振 興  

・  県 内 市 場 を タ ー ゲ ッ ト と し た 安 価 な 小 型 バ イ オ マ ス プ ラ ン ト の 事

業 化 に 向 け て 支 援 し た 。 こ の 結 果 、 小 型 メ タ ン 発 酵 プ ラ ン ト の 事

業 化 に 向 け て 、 多 様 な 製 造 品 種 別 の 実 証 試 験 の 実 施 に よ る プ ラ ン

ト の 改 良 な ど が 着 実 に 進 ん で い る 。  

・  創 エ ネ ・ 蓄 エ ネ の 技 術 開 発 を 促 進 し 、 次 世 代 産 業 の 創 出 を 図 る た

め 、 平 成 30年 度 に 設 置 し た 「 静 岡 県 創 エ ネ ・ 蓄 エ ネ 技 術 開 発 推 進

協 議 会 」 を 通 じ て 、 講 演 会 や ビ ジ ネ ス マ ッ チ ン グ 交 流 会 、 ワ ー キ

ン グ グ ル ー プ 活 動 、 先 進 地 視 察 を 実 施 し た 。 ま た 、 ワ ー キ ン グ グ

ル ー プ の う ち ２ つ の プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て 、 実 証 の た め の 助 成 を



行 っ た 。 こ の 結 果 、 県 内 企 業 等 に よ る 創 エ ネ ・ 蓄 エ ネ に 関 す る 技

術 開 発 や 実 用 化 に 向 け た 取 組 が 促 進 さ れ た 。  

・  Ｉ ｏ Ｔ 技 術 を 活 用 し 、 太 陽 光 や 風 力 と い っ た 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー

等 の 発 電 量 と 家 庭 や 事 業 所 が 利 用 す る 電 力 量 等 の デ ー タ を 集 約 し 、

蓄 電 池 の 遠 隔 操 作 等 に よ り 、 地 域 内 の 電 力 の 需 要 と 供 給 を 効 率 的

に 調 整 す る シ ス テ ム （ 地 産 地 消 型 バ ー チ ャ ル パ ワ ー プ ラ ン ト ） の

意 義 や 展 望 、 先 進 事 例 を 紹 介 し 、 普 及 を 図 っ た 。 こ の 結 果 、 協 議

会 に お い て 、 事 業 者 に よ る 実 証 事 業 の 課 題 検 討 を 行 う こ と で 、 Ｖ

Ｐ Ｐ （ バ ー チ ャ ル パ ワ ー プ ラ ン ト ） へ の 理 解 促 進 が 図 ら れ た 。  

 

 



 

 

令和元年度主要施策成果説明書 

交通基盤部 

主要施策の総括 

１ 主要施策の目的 
富 国 有 徳 の 美 し い “ ふ じ の く に ” を 実 現 し て い く た め 、「 美 し い “ ふ じ の

く に ” イ ン フ ラ ビ ジ ョ ン 」 を 指 針 と し て 、 そ の 礎 と な る 社 会 イ ン フ ラ の 整

備 ・ 活 用 に 取 り 組 ん で い る 。  

施 策 の 実 施 に 当 た っ て は 、イ ン フ ラ ビ ジ ョ ン に 掲 げ る「 安 全・安 心 」、「 活

力 ・ 交 流 」、「 環 境 ・ 景 観 」 の ３ 分 野 に つ い て 重 点 的 に 取 り 組 ん だ 。 ま た 、

こ の ３ 分 野 に お け る 施 策 を 効 果 的 ・ 効 率 的 に 進 め る た め 、 生 産 性 の 向 上 や

建 設 産 業 の 担 い 手 確 保 ・ 育 成 に 向 け た 取 組 を 実 施 し た 。  

（ １ ） ＜ 安 全 ・ 安 心 ＞ ど こ に 住 ん で も 安 心 し て 暮 ら せ る 日 本 一 の 安 全 な 県

土 づ く り  

（ ２ ） ＜ 活 力 ・ 交 流 ＞ 活 発 な 経 済 活 動 と 快 適 な 交 流 を 支 え る 交 流 ネ ッ ト ワ

ー ク づ く り  

（ ３ ） ＜ 環 境 ・ 景 観 ＞ 自 然 や 歴 史 ・ 文 化 と 調 和 す る 人 々 の 憧 れ を 呼 ぶ 美 し

い 景 観 づ く り  

（ ４ ） ＜ 分 野 共 通 ＞ 生 産 性 の 向 上 と 担 い 手 確 保 ・ 育 成  

 

２  主要施策の実施状況及び評価と課題 
（ １ ） ＜ 安 全 ・ 安 心 ＞ ど こ に 住 ん で も 安 心 し て 暮 ら せ る 日 本 一 の 安 全 な 県

土 づ く り  

【 地 震 ・ 津 波 災 害 対 策 】  

・東 日 本 大 震 災 等 の 大 規 模 な 災 害 に 対 す る 復 旧・復 興 活 動 の 支 援 で 得 ら

れ た 教 訓 や 知 見 を 活 か し て 策 定 し た 「 交 通 基 盤 部 事 前 復 興 行 動 計 画 」

に 基 づ き 、検 討 項 目 の 具 体 化 を 図 り 、大 規 模 災 害 に 備 え た 取 組 を 推 進

し た 。  

 

今 後 、交 通 基 盤 部 事 前 復 興 行 動 計 画 の 取 組 成 果 に つ い て 周 知 を 図 る と

と も に 、 引 き 続 き 大 規 模 災 害 に 備 え た 取 組 を 推 進 し て い く 。  

  

・「 静 岡 県 地 震 ・津 波 対 策 ア ク シ ョ ン プ ロ グ ラ ム 2013」に 基 づ き 、大 規

模 地 震 時 の 緊 急 輸 送 路 を 確 保 す る た め 、橋 梁 の 耐 震 対 策 や 無 電 柱 化 な

ど 、防 災・震 災 対 策 を 実 施 し 、信 頼 性 の 高 い 道 路 ネ ッ ト ワ ー ク の 整 備

を 推 進 し た 。  

 



 

 

今 後 も 引 き 続 き 、橋 梁 の 耐 震 対 策 等 の 防 災・震 災 対 策 を 着 実 に 推 進 し

て い く 。  

  

・住 民 の 避 難 、各 地 の 産 業 、環 境 、景 観 等 に 配 慮 し 、地 域 の 特 性 を 踏 ま

え た 最 も ふ さ わ し い 津 波 対 策「 静 岡 方 式 」を 県 内 全 域 で 展 開 し て い る 。 

河 川 、 海 岸 、 港 湾 及 び 漁 港 に お け る 津 波 に よ る 被 害 を 軽 減 す る た め 、

水 門 の 建 設 、 堤 防 の 嵩 上 げ 、 護 岸 ・ 胸 壁 等 の 津 波 対 策 施 設 の 整 備 や 、

水 門・陸 閘 の 自 動 化 、遠 隔 操 作 化 、施 設 の 一 元 管 理 を 可 能 と す る 津 波・

高 潮 防 災 ス テ ー シ ョ ン の 整 備 等 を 、情 報 伝 達 体 制 の 構 築 と 合 わ せ て 総

合 的 に 推 進 し た 。  

「 静 岡 モ デ ル 防 潮 堤 」の 代 表 箇 所 で あ る 浜 松 市 沿 岸 域 の 防 潮 堤 の 整 備

に つ い て は 、浜 名 湖 今 切 口 か ら 天 竜 川 ま で の 17.5ｋ ｍ 区 間 に お い て 寄

附 金 等 に よ る 整 備 を 推 進 し た 。  

 

整 備 が 必 要 な 海 岸 延 長 の 約 半 分 を 占 め る 伊 豆 半 島 沿 岸 に つ い て 、景 観

や 海 岸 利 用 と の 調 和 が 可 能 な 津 波 対 策 が 求 め ら れ て い る こ と か ら 、50

の 地 区 で 地 区 協 議 会 を 開 催 し 、 32 地 区 に お い て 津 波 対 策 の 方 針 が 取

り ま と ま っ た 。そ の 他 地 区 に お い て も 地 域 住 民 等 と の 合 意 形 成 を 加 速

し 、 津 波 対 策 の 方 針 を 取 り ま と め て い く 。  

 

・大 規 模 地 震 時 の 汚 水 処 理 機 能 を 確 保 し 、公 衆 衛 生 問 題 の 発 生 を 防 止 す

る た め 、 流 域 下 水 道 施 設 の 耐 震 化 を 進 め た 。  

 

今 後 も 引 き 続 き 、施 設 の 耐 震 化 に よ り 震 災 対 策 を 着 実 に 推 進 し て い く 。 

 

【 風 水 害 ・ 土 砂 災 害 対 策 】  

・風 水 害 の 被 害 軽 減 を 図 る た め 、河 川 、海 岸 の 整 備 を 推 進 す る と と も に 、

想 定 を 超 え る 豪 雨 に よ る 大 規 模 な 河 川 の 氾 濫 へ の 備 え と し て 、避 難 支

援 対 策 の 充 実 な ど の 減 災 対 策 を 国 や 市 町 と 連 携 し て 推 進 し た 。  

 

今 後 も 引 き 続 き 、想 定 最 大 規 模 の 降 雨 に よ る 洪 水 浸 水 想 定 区 域 に 基 づ

い た 洪 水 ハ ザ ー ド マ ッ プ の 作 成・普 及 を 行 う 市 町 を 支 援 す る と と も に 、

高 潮 浸 水 想 定 区 域 の 指 定 に 向 け た 検 討 を 進 め て い く な ど 、風 水 害 か ら

の 減 災 対 策 に 着 実 に 取 り 組 ん で い く 。  

 

・土 砂 災 害 の 被 害 軽 減 を 図 る た め 、砂 防 、地 す べ り 対 策 、急 傾 斜 地 崩 壊

対 策 の 施 設 整 備 等 を 推 進 す る と と も に 、被 害 の お そ れ の あ る 区 域 の 明

示 、避 難 を 促 す 情 報 の 提 供 、避 難 訓 練 の 実 施 等 の 避 難 支 援 対 策 の 充 実

を 図 っ た 。ま た 、令 和 元 年 度 末 に 県 内 全 て の 土 砂 災 害 警 戒 区 域 の 指 定



 

 

が 完 了 し た 。  

 

今 後 も 引 き 続 き 、関 係 部 局 や 市 町 、地 域 住 民 と 連 携 し 、ハ ー ド・ソ フ

ト 両 面 か ら の 総 合 的 な 土 砂 災 害 対 策 を 推 進 し て い く 。  

 

【 交 通 事 故 防 止 対 策 】  

・交 通 事 故 を 削 減 し 、安 全 で 快 適 な 歩 行 空 間 を 創 出 す る た め 、交 差 点 の

改 良 や 歩 道 の 整 備 を 推 進 す る と と も に 、歩 行 空 間 の 円 滑 な 移 動 を 確 保

す る た め 、 バ リ ア フ リ ー 化 に 取 り 組 ん だ 。  

 

今 後 も 引 き 続 き 、安 全 な 道 路 環 境 を 確 保 す る た め 、県 民 に 身 近 な 道 路

整 備 を 着 実 に 推 進 し て い く 。  

 

【 社 会 イ ン フ ラ の 維 持 管 理 】  

・限 ら れ た 予 算 の 中 で 社 会 イ ン フ ラ の 最 適 な 維 持 管 理・更 新 を 行 う た め 、

「 社 会 資 本 長 寿 命 化 行 動 方 針 」に 基 づ き 、舗 装 、橋 梁 、ダ ム 、係 留 施

設 （ 港 湾 ・ 漁 港 ） な ど 25 工 種 に つ い て 予 防 保 全 管 理 を 進 め る こ と と

し 、 平 成 30 年 度 ま で に 施 設 毎 の 「 中 長 期 管 理 計 画 」 の 策 定 を 完 了 し

た 。令 和 元 年 度 は 、中 長 期 管 理 計 画 に 基 づ き 、各 施 設 の 点 検 や 補 修 な

ど を 実 施 す る と と も に 、点 検・診 断 結 果 や 補 修 工 事 の 着 手 率 等 を 公 表

す る な ど 、 長 寿 命 化 の 取 組 を 推 進 し た 。  

 

今 後 も 引 き 続 き 、策 定 し た 中 長 期 管 理 計 画 に 基 づ き 、点 検 や 補 修 な ど

適 正 な 予 防 保 全 管 理 に よ る 長 寿 命 化 の 取 組 を 推 進 し て い く 。  

 

（ ２ ） ＜ 活 力 ・ 交 流 ＞ 活 発 な 経 済 活 動 と 快 適 な 交 流 を 支 え る 交 流 ネ ッ ト ワ

ー ク づ く り  

【 道 路 網 の 強 化 】  

・広 域 道 路 ネ ッ ト ワ ー ク を 構 築 す る た め 、東 西 交 通 の 軸 で あ る 新 東 名 高

速 道 路 の 御 殿 場 ジ ャ ン ク シ ョ ン 以 東 に 加 え 、南 北 交 通 の 軸 と な る 中 部

横 断 自 動 車 道 、三 遠 南 信 自 動 車 道 及 び 伊 豆 縦 貫 自 動 車 道 と い っ た 高 規

格 幹 線 道 路 の 整 備 を 促 進 す る と と も に 、こ れ ら と 一 体 と な っ て 機 能 す

る 地 域 高 規 格 道 路 や 主 要 幹 線 道 路 の 整 備 を 推 進 し た 。  

 

今 後 も 引 き 続 き 、高 規 格 幹 線 道 路 の 早 期 完 成 等 を 関 係 機 関 に 働 き 掛 け

る と と も に 、 地 域 高 規 格 道 路 等 の 整 備 を 推 進 し て い く 。  

 

・ 東 京 2020 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 自 転 車 競 技 会 場 （ 伊 豆 市 ）

へ の 選 手 、大 会 関 係 者 、観 客 等 の 安 全 か つ 快 適 な 移 動 を 確 保 す る た め 、

ア ク セ ス 道 路 の 整 備 を 推 進 し た 。  



 

 

 

令 和 ２ 年 ７ 月 ま で に ア ク セ ス 道 路 の 整 備 が 完 了 し た こ と か ら 、今 後 も

引 き 続 き 、誰 も が 安 全 で 快 適 に 利 用 で き る よ う 計 画 的 に 道 路 整 備 を 推

進 し て い く 。  

 

【 持 続 可 能 で 活 力 あ る ま ち づ く り の 推 進 】  

・市 街 地 で は 、交 通 の 快 適 性・利 便 性 の 向 上 を 図 る と と も に 、地 域 の 発

展 を 牽 引 す る 都 市 機 能 の 高 度 化 を 目 指 し 、街 路 事 業 や 市 街 地 開 発 事 業

な ど に よ り 、 都 市 基 盤 の 整 備 を 推 進 し た 。  

 

今 後 も 、市 町 や 住 民 と 連 携 を 図 り 、地 域 の 特 性 に 応 じ た 施 策 を 推 進 し

て い く 。  

  

・バ ス 交 通 の 維 持・確 保 や 自 動 運 転 の 実 証 実 験 、地 域 鉄 道 の 安 全 対 策 の

ほ か 、 天 竜 浜 名 湖 鉄 道 の 経 営 計 画 の 推 進 を 支 援 し た 。  

 

今 後 も 引 き 続 き 、 県 民 の 生 活 を 支 え る 鉄 道 、 バ ス 等 の 公 共 交 通 の 維

持・活 性 化 を 図 る 諸 施 策 に 取 り 組 ん で い く 。特 に 、運 転 手 不 足 等 の 課

題 に 対 応 す る た め 、自 動 運 転 の 導 入 に 向 け た 実 証 実 験 を 推 進 し て い く 。 

  

・生 活 排 水 処 理 に つ い て は 、各 地 域 の 実 情 に 応 じ て 、下 水 道 や 集 落 排 水

な ど の 集 合 処 理 と 合 併 処 理 浄 化 槽 に よ る 個 別 処 理 を 適 切 に 選 択 し 、処

理 施 設 の 計 画 的 な 整 備 を 推 進 し た 。  

  

今 後 も 、引 き 続 き 、市 町 と 連 携 を 図 り 、よ り 効 率 的 な 生 活 排 水 処 理 施

設 整 備 を 推 進 し て い く 。  

  

・県 営 都 市 公 園 に お い て 、指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 に よ る 効 率 的 な 管 理 運

営 と 利 用 者 サ ー ビ ス の 向 上 を 推 進 し た 。ま た 、遠 州 灘 海 浜 公 園（ 篠 原

地 区 ）に つ い て は 、平 成 28年 度 に 策 定 し た 遠 州 灘 海 浜 公 園 基 本 構 想 を

踏 ま え 、防 災・ス ポ ー ツ の 拠 点 整 備 を 目 指 し 、公 園 基 本 計 画 策 定 に 向

け た 取 組 を 進 め た 。  

 

今 後 も 引 き 続 き 、利 用 者 数 の 増 加 や 利 用 者 満 足 度 の 向 上 に 努 め て い く 。 

  

【 港 湾 機 能 の 強 化 と 利 用 促 進 】  

・本 県 産 業 を 支 え る 国 際 物 流 機 能 の 強 化 を 図 る た め 、国 際 拠 点 港 湾 で あ

る 清 水 港 に お い て 、交 通 ネ ッ ト ワ ー ク と 連 携 し た 国 際 海 上 コ ン テ ナ タ

ー ミ ナ ル 等 の 整 備 を 推 進 し た 。  



 

 

 

今 後 も 産 業 を 物 流 面 で 支 え 、県 内 企 業 の 競 争 力 維 持 を 図 る た め 、船 舶

大 型 化 へ の 対 応 な ど 利 用 者 か ら 求 め ら れ る 港 湾 機 能 の 拡 充 に つ い て

推 進 し て い く 。  

  

・港 湾 の 利 用 促 進 を 図 る た め 、外 航 コ ン テ ナ 船 定 期 航 路 及 び 内 航 Ｒ Ｏ Ｒ

Ｏ 船 定 期 航 路 に 対 す る 港 湾 使 用 料 等 の イ ン セ ン テ ィ ブ の 実 施 、官 民 一

体 と な っ た ポ ー ト マ ー ケ テ ィ ン グ 活 動 な ど に よ り 、航 路 維 持 、新 規 航

路 誘 致 及 び 新 規 荷 主 の 獲 得 に 取 り 組 ん だ 。  

交 流 人 口 の 拡 大 の 観 点 か ら は 、県 内 各 港 の 客 船 誘 致 組 織 と 連 携 し 国 内

外 の ク ル ー ズ 船 社 等 に 対 す る 誘 致 活 動 を 行 っ た 。ま た 、清 水 港 の 国 際

ク ル ー ズ 拠 点 形 成 に 向 け て 、連 携 す る ク ル ー ズ 船 社 ゲ ン テ ィ ン 香 港 と 、

Ｃ Ｉ Ｑ（ 税 関 、入 国 管 理 、検 疫 ）機 能 を 備 え た 旅 客 施 設 の 整 備 に 向 け

た 調 整 を 行 う と と も に 国 土 交 通 省 の 国 際 ク ル ー ズ 旅 客 受 入 機 能 高 度

化 事 業 を 活 用 し 、 旅 客 上 屋 等 の 改 修 な ど 周 辺 の 環 境 整 備 を 行 っ た 。  

 

今 後 も 引 き 続 き 、各 港 の ポ ー ト セ ー ル ス 実 行 委 員 会 を 通 じ た セ ミ ナ ー

や 視 察 会 の 開 催 、静 岡 県 Ｒ Ｏ Ｒ Ｏ 船 利 用 促 進 協 議 会 を 通 じ た 利 用 者 説

明 会 の 開 催 等 に よ る 効 果 的 な ポ ー ト マ ー ケ テ ィ ン グ を 、新 型 コ ロ ナ ウ

イ ル ス 感 染 症 に よ る 移 動 制 限 等 の 状 況 を 踏 ま え つ つ 展 開 し て い く 。ま

た 、ク ル ー ズ 船 に 関 し て も 、引 き 続 き 県 内 誘 致 組 織 を 束 ね る 全 県 的 な

連 絡 協 議 会 を 活 用 し て 、誘 致 活 動 の 情 報 共 有 を 図 る と と も に 、官 民 連

携 に よ る 清 水 港 国 際 ク ル ー ズ 拠 点 形 成 を 着 実 に 推 進 し て い く 。  

 

【 競 争 力 の 高 い 富 士 山 静 岡 空 港 の 実 現 】  

・富 士 山 静 岡 空 港 へ の 新 幹 線 新 駅 設 置 が 、空 港 へ の ア ク セ ス や 周 辺 地 域

に も た ら す 効 果 に つ い て 検 証 し た 。  

 

今 後 は 、こ れ ま で に 得 ら れ た 成 果 を 活 用 し 、新 駅 設 置 に よ る 効 果 や 影

響 を 周 辺 地 域 の 方 々 に 説 明 し て い く 。  

 

【 水 産 王 国 静 岡 の 持 続 的 発 展 の 推 進 】  

・漁 業 に お け る 生 産 流 通 の 効 率 化 、漁 港 施 設 の 長 寿 命 化 対 策 な ど 水 産 物

供 給 体 制 の 強 化 を 図 り 、 漁 港 漁 村 の 計 画 的 な 整 備 を 推 進 し た 。  

 

今 後 も 、関 係 機 関 等 と 連 携 し 、水 産 物 の 供 給 体 制 の 強 化 に 取 り 組 む と

と も に 、漁 港 や 漁 村 が 有 す る 魅 力 や 機 能 が 発 揮 で き る よ う 、計 画 的 に

整 備 を 推 進 し て い く 。  

 



 

 

（ ３ ） ＜ 環 境 ・ 景 観 ＞ 自 然 や 歴 史 ・ 文 化 と 調 和 す る 人 々 の 憧 れ を 呼 ぶ 美 し

い 景 観 づ く り  

【 地 球 環 境 の 保 全 の 推 進 】  

・建 設 工 事 に 伴 っ て 排 出 さ れ る 建 設 副 産 物 の リ サ イ ク ル を 推 進 し 、コ ン

ク リ ー ト 殻 や ア ス フ ァ ル ト 殻 な ど の 再 資 源 化 率 の 向 上 を 推 進 し た 。  

 

今 後 も 、建 設 リ サ イ ク ル 推 進 計 画 に 基 づ く 施 策 を 推 進 す る こ と に よ り 、

な お 一 層 の 再 資 源 化 率 の 向 上 を 目 指 し て い く 。  

 

・自 動 車 排 出 ガ ス に 含 ま れ る 二 酸 化 炭 素 の 排 出 を 抑 制 す る た め 、走 行 時

間 の 短 縮 効 果 が 大 き い バ イ パ ス 整 備 や 交 差 点 改 良 と い っ た 道 路 に お

け る 渋 滞 対 策 を 推 進 し た 。  

 

今 後 も 、関 係 機 関 等 と 連 携 し 、効 果 的 な 交 通 渋 滞 対 策 を 推 進 し て い く 。 

  

・持 続 可 能 な エ ネ ル ギ ー 体 系 を 構 築 し 、施 設 の 維 持 管 理 費 を 軽 減 す る た

め 、小 水 力 発 電 の 普 及 を 推 進 し た 。令 和 元 年 度 は 、太 田 川 ダ ム に お い

て 、非 常 時 の 電 源 確 保 に よ る ダ ム 管 理 機 能 の 強 化 を 図 る た め 、小 水 力

発 電 設 備 の 整 備 を 推 進 し 、 令 和 元 年 12 月 下 旬 か ら 運 用 を 開 始 し た 。  

 

今 後 も 、 エ ネ ル ギ ー の 地 産 地 消 を 推 進 す る た め 、 奥 野 ダ ム 、 太 田 川 ダ

ム を 活 用 し た 小 水 力 発 電 施 設 の 運 用 を 行 っ て い く 。  

 

【 豊 か な 自 然 、 文 化 、 歴 史 に 根 ざ し た 美 し い 景 観 の 形 成 】  

・全 て の 河 川 を 対 象 と し て 、河 川 が 本 来 有 し て い る 生 物 の 生 息 環 境 や 多

様 な 河 川 景 観 を 保 全 ・ 創 出 す る た め の 多 自 然 川 づ く り を 推 進 し た 。  

 

今 後 も 引 き 続 き 、河 川 整 備 に あ た っ て は 、多 自 然 川 づ く り に 配 慮 し た

整 備 を 推 進 し て い く 。  

  

・ 佐 鳴 湖 に お い て 、 平 成 27 年 ３ 月 に 策 定 ・ 公 表 し た 「 ～ み ん な で つ く

る 佐 鳴 湖 ～ 佐 鳴 湖 水 環 境 向 上 行 動 計 画 」の 目 標 達 成 に 向 け 、下 水 道 整

備 等 の 流 域 対 策 と と も に 、流 域 住 民 等 に よ る ヨ シ 刈 り 、ク リ ー ン 作 戦

に よ る 浄 化 活 動 な ど 、 地 域 と 一 体 と な っ た 浄 化 対 策 を 行 っ た 。  

 

今 後 も 引 き 続 き 、市 民 、企 業 、行 政 が 連 携 し 、佐 鳴 湖 の 水 環 境 改 善 の

取 組 み の 定 着 を 図 る と と も に 、令 和 ２ 年 度 か ら の 次 期 行 動 計 画 で は 次

世 代 を 担 う 人 材 育 成 を 加 え 、持 続 可 能 な 取 組 体 制 を 確 立 し 、継 続 的 な

環 境 保 全 に 取 り 組 ん で い く 。  



 

 

  

・世 界 文 化 遺 産「 富 士 山 」の 構 成 資 産 で あ る 三 保 松 原 に お い て 、砂 浜 の

保 全 に よ る 背 後 地 の 防 護 と 景 観 改 善 の 両 立 に 向 け 、既 設 消 波 堤 の 撤 去

や 養 浜 な ど の 取 組 を 推 進 し た 。  

 

今 後 も 、背 後 地 の 防 護 及 び 世 界 文 化 遺 産 に ふ さ わ し い 景 観 の 両 立 を 図

る た め の 取 組 を 推 進 し て い く 。  

  

・平 成 28年 度 に 策 定 し た「 ふ じ の く に 景 観 形 成 計 画 」を 着 実 に 実 行 す る

た め 、景 観 研 修 会 や ア ド バ イ ザ ー 派 遣 を 行 い 市 町 の 景 観 行 政 を 支 援 し

た 。ま た 、良 好 な 広 域 景 観 を 形 成 す る た め 、伊 豆 半 島 に お い て 進 め て

い る 屋 外 広 告 物 の 取 組 を 自 転 車 競 技 ロ ー ド レ ー ス コ ー ス 沿 線 や 県 内

全 市 町 で 拡 大 し て 取 り 組 む と と も に 、浜 名 湖 に お い て は 、行 動 計 画 を

策 定 し た 。  

 

今 後 も 、市 町 や 住 民 と 連 携 を 図 り な が ら 、地 域 の 特 性 に 応 じ た 施 策 を

推 進 し て い く 。  

 

・遠 州 灘 の 美 し く 豊 か な 砂 浜 海 岸 の 復 元（ 浅 羽 海 岸 ）と 、福 田 漁 港 の 港

口 埋 没 対 策 の た め 、平 成 26年 度 か ら 試 験 運 転 を 実 施 し て い た サ ン ド バ

イ パ ス シ ス テ ム に つ い て 、平 成 30年 度 に 策 定 し た 機 能 保 全 事 業 基 本 計

画 に 基 づ く 運 用 に 移 行 し 、 環 境 等 の 保 全 に 取 り 組 ん だ 。  

 

今 後 も 、 適 切 な サ ン ド バ イ パ ス シ ス テ ム の 運 用 に 努 め 、 海 岸 と 漁 港  

の 双 方 の 保 全 を 推 進 し て い く 。  

 

（ ４ ） ＜ 分 野 共 通 ＞ 生 産 性 の 向 上 と 担 い 手 確 保 ・ 育 成  

【 担 い 手 確 保 ・ 育 成 と 生 産 性 の 向 上 】  

・人 口 減 少 が 進 む 中 、災 害 の 激 甚 化 や 担 い 手 不 足 な ど 深 刻 化 す る 課 題 へ

の 対 応 と し て 、先 端 技 術 を 活 用 し 生 産 性 向 上 や 新 た な 価 値 の 創 造 が 必

要 な た め 、東 部・伊 豆 地 域 を モ デ ル に「 ３ 次 元 点 群 デ ー タ 」を 取 得 し 、

災 害 復 旧 や 観 光 等 の 様 々 な 分 野 へ 活 用 し 、安 全・安 心 で 利 便 性 が 高 く

快 適 に 暮 ら せ る 「 ス マ ー ト ガ ー デ ン カ ン ト リ ー “ ふ じ の く に ”」 の 形

成 を 推 進 し た 。  

 

今 後 も 引 き 続 き 、３ 次 元 点 群 デ ー タ の 取 得 と オ ー プ ン デ ー タ 化 を 進 め

る と と も に 、官 民 連 携 に よ る デ ー タ の 利 活 用 促 進 を 図 り 、新 た な 価 値

の 創 出 を 図 っ て い く 。  

 

・建 設 産 業 に お い て 、将 来 的 な 建 設 工 事 の 担 い 手 不 足 に よ り 、社 会 資 本



 

 

の 整 備 や 災 害 時 の 対 応 に 支 障 が 生 じ る こ と が 懸 念 さ れ る た め 、平 成 31

年 ３ 月 に 策 定 し た「 静 岡 県 建 設 産 業 ビ ジ ョ ン 2019」に 基 づ き 、官 民 が

連 携 し 、建 設 産 業 の 働 き 方 改 革 や 担 い 手 の 確 保・育 成 な ど を 推 進 し た 。 

 

今 後 も 引 き 続 き 、「 静 岡 県 建 設 産 業 ビ ジ ョ ン 2019」 に 基 づ き 、 官 民 が

連 携 し 、 建 設 産 業 の 担 い 手 確 保 ･育 成 対 策 を 推 進 し て い く 。  

 

・交 通 基 盤 行 政 に 対 す る 県 民 の 理 解 と 信 頼 を 得 て 、社 会 イ ン フ ラ 整 備 の

着 実 な 推 進 を 図 る と と も に 、建 設 産 業 の 担 い 手 確 保 を 図 る た め 、民 間

企 業 と 連 携 し た 出 前 講 座 や 建 設 現 場 体 感 見 学 会 等 の 実 施 、土 木 の 魅 力

を 発 掘 す る「 フ ォ ト コ ン テ ス ト 」の 開 催 な ど 、戦 略 広 報 の 取 組 を 推 進

し た 。  

 

今 後 も 引 き 続 き 、関 係 機 関 等 と 連 携 し な が ら 、広 く 県 民 に 建 設 産 業 の

魅 力 を 伝 え る た め 、 戦 略 広 報 の 取 組 を 推 進 し て い く 。  

 

・ 魅 力 あ る 地 域 づ く り を 行 っ て い く た め に 、 道 路 、 河 川 、 砂 防 、 港 湾 、

公 園 な ど の 分 野 に お い て 、公 共 施 設 の 計 画 づ く り か ら 美 化・保 全 活 動

に 至 る ま で 、幅 広 く 地 域 住 民・Ｎ Ｐ Ｏ・企 業・学 生 な ど 多 様 な 主 体 の

参 加 を 得 て 、 協 働 に よ る 公 共 事 業 を 推 進 し た 。  

 

今 後 も 引 き 続 き 、「 協 働 に よ る 地 域 づ く り 」 に 向 け た 意 見 交 換 会 や 事

例 発 表 会 の 開 催 、ホ ー ム ペ ー ジ の「 協 働 の ひ ろ ば 」等 を 活 用 し た 情 報

発 信 な ど に よ り 協 働 の 拡 充 や レ ベ ル ア ッ プ を 図 っ て い く 。  

 



令和元年度主要施策成果説明書 

出納局 

主要施策の総括 

１ 主要施策の目的 
 公金の適正な執行・管理に対する県民の信頼に応え、厳正で的確な出納事務

を執行するため、出納（会計・物品）事務の適正化や総務事務の円滑な推進等

に努める。 

 

２ 主要施策の実施状況及び評価と課題 
(1) 出納事務の適正化と内部統制制度の推進 

財務会計事務の適正な執行を確保するため、地方自治法、会計法、静岡県財

務規則等の規定に基づき、県費及び国費の会計事務の審査、会計事務指導検査

や指導・助言を行い、誤り等の未然防止に努めた。また、財務会計事務に携わ

る職員の資質向上を図るため、目的や対象者別に区分した集合研修を実施した

ほか、財務会計事務のマニュアルの充実に取り組んだ。 

全所属を対象とした会計事務指導検査の結果では、文書指示の発生は 282 所

属中 25 所属で 8.9%であった。この割合は前年度の 10.2％と比べ 1.3 ポイント、

過去 5 年間のピーク時、平成 26 年度の 19.9％から 11.0 ポイント改善した。 

不適正な事務処理の発生原因として、組織的な確認不足や職員の知識不足が

挙げられることから、組織的なチェック体制の強化や職員の会計事務研修の充

実を図る必要があるほか、地方自治法の改正に基づき、令和２年度から財務に

関する事務を主な対象とした内部統制制度が施行され、推進部局として、他部

局に対してリスク管理に関する指導・啓発に努めていくことが求められる。 

今後は、内部統制制度施行を踏まえ、会計事務指導検査や研修内容の改善・

充実を図るほか、関係部局と連携して、適正な会計事務処理を推進する体制整

備を進める必要がある。 

 

(2) 安定した財務会計環境の整備 

確実な公金の収納と県民サービスの向上のため、マルチペイメントネットワ

ーク等のＩＣＴ技術を活用し、県民が公金を納付する際の利便性向上や収納情

報確認の期間短縮を図っている。今後も、ＩＣＴ技術の発達に対応した多様な

納付手段を研究し、金融機関等とも連携して、公金の納付・収納環境の向上に

努めていく。 

 

(3) 公金の効率的な運用 

 歳計現金及び基金については、地方自治法等の規定に基づき、確実かつ効率



的な運用を行い、その運用益の確保に努めた。 

 運用益については、近年の長期金利の下降傾向における債券利回りの低下な

どにより、対前年度比 75.8％と落ち込む結果となった。 

運用益確保の取組として、大半の金融機関が預託引合を辞退する状況の中、

預託先の開拓を進めたほか、預託方法についても、多様な預託期間を設定し、

歳計現金と基金の預託を同日施行するなど、金融機関の資金需要に合った取組

を進め、可能な限り運用益の確保に努めた。 

 マイナス金利政策により、依然として、厳しい資金運用環境が見込まれる中、

今後も、経済や金利等の動向を注視するほか、購入債券の長期化により、後年

度の運用益の確保に努めていく。 

 

(4) 総務事務円滑化と物品事務適正化の推進 

 総務事務の集中処理による効率化のため総務事務センターを設置・運営し、

知事部局全体の給与・旅費等の総務事務について、外部委託を活用した集中処

理を行っている。職員への支援・情報提供及び相談の充実、関係所属及び委託

業者との緊密な連携等を図り、業務の質の確保に努めている。 

 引き続き外部委託を活用し、効率的かつ的確・迅速な事務処理に努め、総務

事務の円滑化を推進していく。 

 物品事務については、適正な執行を図るため、物品を管理する全ての所属を

対象とした物品事務指導検査を行った。文書指示の定義については、令和２年

度からの内部統制制度の導入に向け、見直しを行った。文書指示の発生は 281

所属中５所属で 1.8％であった。今後も、検査における指導や研修等を通じて、

物品事務の知識や法令遵守意識の周知徹底を行い、物品事務の適正な執行に努

めていく。 

 物品の調達等については、本庁及び総合庁舎における物品・印刷物の集中調

達により、効率的な予算執行や適正な事務処理を行うとともに、環境に配慮し

た物品等の調達を推進した。また、コピーセンター、ワークステーション及び

サプライセンターの安定運営に努めた。引き続き、適正かつ効率的、効果的な

業務執行に努めるとともに、環境物品や障害者就労施設の物品など、県の政策

と連携した物品等の調達を推進していく。 

 公用車の管理については、集中管理による効率的な車両の維持管理に努め、

各所属からの依頼に応じた適時適切な配車、安全運行の確保等をはじめ、車両

の削減や軽自動車化等によるコスト縮減を図った。また、交通安全対策の一環

として、令和３年度までに全公用車にドライブレコーダーを整備することとし、

令和元年度は 444 台の整備を行った。平成 29 年度を初年度とした公用車運用適

正化５か年計画に基づき、より一層効率的な公用車の管理を推進していく。 

 



令和元年度主要施策成果説明書 

議会事務局 

主要施策説明 

１ 主要施策の実施状況及び評価と課題 

議会運営費                               485,087,900円 

議員海外調査・議員研修・厚生費                      19,210,081円 

 

  (1) 「定例会等の開催」  

   ア 定例会・臨時会の開催 

     定例会は６月、９月、12月及び２月の年４回、臨時会は５月20日に開催した。 

     合わせて92日間の会期をもって、222件の議案等の審議を行い、そのうち請願４件を不採択

とし、その他の議案等については可決、同意、認定又は採択した。 

 

   イ 常任委員会 

     次のとおり７委員会において、付託された議案等の審査及び所管事務の調査を行った。 

○常任委員会開催日数                            （単位：日） 

区  分 
５ 月 

臨時会 

６ 月 

定例会 

９ 月 

定例会 

12 月 

定例会 

２ 月 

定例会 
計 平成 30 年度

総 務 １ ２ ２ ２ ４ １１ ９

危 機 管 理 

くらし環境 
１ ２ ２ ２ ４ １１ ９

文 化 観 光 １ １ １ １ ４ ８ ６

厚 生 １ ２ ２ ２ ４ １１ ７

産 業 １ ２ ２ ２ ５ １２ ７

建 設 １ ２ ２ ２ ３ １０ ４

文 教 警 察 １ ２ ２ １ ３ ９ ８

計 ７ １３ １３ １２ ２７ ７２ ５０

 

   ウ 議会運営委員会 

     委員 11人(自民改革会議：７、ふじのくに県民クラブ：３、公明党静岡県議団：１)で構成さ

れ、円滑、効率的な議会運営を行うため、会期、議事日程、議事順序及び議会運営上の問題に

ついて協議を行った。 

   ○議会運営委員会開催状況                           (単位：日) 

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計 
平成

30年度

日数 ０ １ ６ ２ ０ ７ ２ １ ８ ０ ５ ６ ３８ ４１

 

 



   エ 特別委員会 

    多文化共生推進、子ども健全育成推進及び決算特別委員会を設置した。 

・多文化共生推進、子ども健全育成推進特別委員会は、執行機関からの説明や参考人等からの

意見聴取などの調査を経て、令和２年２月定例会で調査結果の報告（提言）を行った。 

・決算特別委員会は、議長、副議長及び監査委員を除く全議員を委員とし、常任委員会を単位

とした分科会を設置して審査した。令和元年12月定例会で審査結果の報告を行い、決算が認

定された。 

   ○特別委員会開催状況  

委 員 会 名 定数 設 置 期 間 日数 

多 文 化 共 生 推 進 10 人 令和元.６.25～令和２.３.４ ８日 

子ども健全育成推進 10 人 令和元.６.25～令和２.３.４ ７日 

決  算 64人 令和元.９.27～令和元.12.２ ４日 

 

 

  (2) 「行政・政策調査等の実施」  

   ア 自主調査の実施 

     議会活動に必要な各種情報、資料を収集し、議員が活用しやすいように編集し、提供した。 

   ○主な自主調査・刊行物の内容 

区 分 発行回数 調査・編集内容 発行部数 配 布 先 

議会資料 

「視点」 
年４回 

県政における主要事業、県議会

及び市町議会の動き、国の動き、

先進都道府県の事例紹介等 
107部／回 議員等 

情報スク 

ランブル 
毎月１回 

常任・特別委員会ごとに関連する新

聞記事を編集（特別委員会分は開催

ごとに発行） 
121部／回 議員等 

新聞社説 

 一  覧 
毎月１回 新聞（７紙）の社説一覧 77部／回 議員等 

各種刊行

物 索 引     

一  覧 

毎月１回 

全国都道府県議会議長会資料、地方

行財政調査会資料及び時事通信社刊

行物の索引・件名目録 
14部／回 各会派等 

県政用語集 
令和元年６月 

(議員任期ごと)

議会や県政で用いられる基礎的用語

の解説書 270部／回

議員 

執行機関 

事務局職員

 

   イ 受託調査の実施 

  議員から依頼される受託調査のほか、他の都道府県等からの依頼による調査を実施した。 

令和元年度の議員からの受託調査件数は288件で、他の都道府県等からの調査依頼件数は118

件であった。 

 

   ウ 議員提案政策条例制定に対する支援 

事務局では、条例提案会派における検討の段階から、条例制定の必要性、目的、内容等の明

確化のための資料収集、執行機関との事前協議、関係団体訪問の調整等を行い、会派内におけ

る条例原案作成を支援している。 

令和元年度は条例案検討委員会の新規設置はなかったが、令和２年度に向けて、条例制定に

向けた会派内の検討が３月から始まり、事務局として資料収集などの支援を行った。 



   エ 議員研修会の開催 

     幅広い視点に立った議員活動の一助とするため、全議員を対象に議員研修会を開催した。 

開 催 日 演    題 講   師 

６月19日 
荒ぶる自然災害に向かい合う、

これからの防災・減災 

東京大学大学院情報学環特任教授 
群馬大学名誉教授   片田敏孝  

 

   オ 海外事情調査団の派遣 

     県議会が政策研究のため海外諸事情調査を実施した。 

調査テーマ 派 遣 場 所 派遣人数 派 遣 時 期 

産業振興・まちづくり等 アメリカ合衆国 11 人 11.９～11.18（10日間） 
 

   カ 浙江省友好交流・中国事情調査団の派遣 
     本県と友好提携を結んでいる浙江省と派遣、受入れを毎年交互に実施している。 
     令和元年度は、本県が代表団を受け入れた。 

目 的 内 容 団長及び団員数 受 入 時 期 
 

友好交流 

 

議長表敬訪問 

視察 

団長：戴 震華（浙江省人民代表

大会常務委員会委員） 

団員数：５人（団長除く） 

10.16～10.18（３日間）

 

   キ 図書室の運営 

     議員の調査、研究に資するため、本県議会関係資料をはじめ、官報や公報、政府刊行物の図

書、資料等を収集、保管し、閲覧及び貸し出しを行っている。また、「図書室だより」（新着図

書情報）や「早わかり！雑誌インデックス」（雑誌の県行政関連等主要記事の見出リスト）を毎

月発行するなど、議員への情報提供を行った。 

○蔵書数                                            (令和２年３月31日現在) 

蔵書数合計 分 類 別 冊 数 

34,982冊 
社会科学 17,444冊（49.9％）、総    記  7,012冊（20.0％） 

歴    史  3,039冊（ 8.7％）、そ の 他 7,487冊（21.4％） 

   ○図書の貸出者数及び貸出冊数の状況 

貸 出 者 数        （単位：人） 貸 出 冊 数        （単位：冊） 
        区分 

年度 議  員
議  会

事務局

執行 

機関 
総  数 議  員

議  会 

事務局 

執行 

機関 
総  数

令和元年度 270 330 998 1,598 540 596 2,009 3,145

 構成比（％） 16.9 20.6 62.5 100.0 17.2 18.9 63.9 100.0

 

 

  (3) 「議会広報の推進」 

議会の活動内容をより分かりやすく県民に伝えるため、各種媒体を活用して、本会議の質疑や

委員会審議の状況等を広く県民に周知した。 

   ア 広報委員会の開催 

     議会広報の実施方針や内容について検討するため、広報委員会（委員長：議長）を開催し、

広報実施計画、県議会高校出前講座や大学生との意見交換会の実施、ふれあい親子県議会教室

の開催、写真コンクール入選作品選考などについて協議した。 



 

   イ 県議会だよりの発行、インターネット等による広報 

    (ｱ) 県議会だより 

定例会において可決した主な議案や本会議の主な質疑、委員会審査の概要等を取りまとめ、

県議会だよりとして発行し、県民に周知した。さらに、県内の高校生全員にも配布し、授業

等での活用を依頼している。また、県議会だよりの魅力を高めるため、表紙の写真を県民か

ら広く募集する「県議会だより写真コンクール」を行った。 

加えて、視覚障害のある人を対象に、県議会だよりの「点字版」「音声版（カセットテー

プ）」「音声版（一般ＣＤ）」「音声版（デイジー版ＣＤ）」を発行した。 

なお、県議会だよりの紙版と音声版についてはホームページにも掲載している。 

   ○発行状況 

区 分 発行・作成数 発行時期 配 布 方 法 

県議会だより 115～117万部 

県内各世帯へ新聞折り込み 

（一部地域ポスティング） 

県出先機関、市町等へ郵送 

点字版 375部 

カセット 34本 

ＣＤ 82枚 音声版 

デイジー版ＣＤ 69枚 

各定例会終了後、

おおむね 

30日以内 

（年４回） 
個人、施設、県出先機関、 

市町等へ郵送 

    (ｲ) インターネットによる広報 

      県議会に関する情報をより早く、より広く提供するため、県議会のホームページを開設し

ている。現在、32項目のコンテンツを掲載し、内容の更新を行っている。 

○主なコンテンツ一覧 

 名  称 備 考 

１ 議長のメッセージ 議長定例会等報告についても動画配信 

２ 議会の日程・質問議員・質問項目  

県議会だより  
３ 

声の県議会だより 県議会だよりの音声版 

４ 
本会議インターネット中継 

（生中継＆録画放送） 
令和元年６月定例会より手話通訳映像を挿入 

５ 議員名鑑  

６ 本会議会議録 検索システムを導入 

７ しずおか県議会キッズサイト 子供向けサイト 

８ 委員会会議録 検索システムを導入（常任・特別） 

９ 議会トピックス、議長交際費  

10 特別委員会報告書  

11 政務活動費  

12 海外事情調査団報告書  

13 若者向け広報動画 
高校出前講座や大学生との意見交換会等のダイ

ジェスト映像 

 



   ウ 若者向け広報 

    (ｱ) 県内大学生向けの情報誌による情報発信 

県議会の活動を若者に伝えるため、県内大学生の８割が認知している若者向けの情報

誌「静岡時代」（季刊１万部：フリーペ－パー）に、大学生の取材や執筆による県議会

に関する記事を若者に注目してもらえるような紙面構成により３回掲載した。 

    (ｲ) フェイスブックによる情報発信 

県広聴広報課が運営しているフェイスブック「静岡未来」に、年間を通じて県議会関

連の記事を掲載し、県民に議会を身近に感じてもらえるよう情報発信を行った。 

    (ｳ) 県議会高校出前講座の実施 

若者の政治への関心を高めるとともに、県議会を身近に感じてもらうため、県議会議

員が県内の高等学校へ出向き、生徒のグループに議員が加わり意見交換等を行う高校出

前講座を実施した。 

 日 程 参加者 内 容 

７月９日（火）
県立伊豆中央高等学校 

全校生徒約600人、県議会議員１人
学校主催のフォーラムにパネリスト
として出席し生徒と意見交換 

11月14日（木）
県立金谷高等学校 

３年生60人、県議会議員４人 
意見交換：テーマ「高３生のわたし
の提案！静岡の魅力をアピール！」

11月15日（金）
県立伊東商業高等学校 

３年生113人、県議会議員10人 
意見交換：テーマ「少子化」、「高齢
化」、「海洋プラスチックゴミ」 

11月18日（月）
県立沼津城北高等学校 

１年生152人、県議会議員２人 
議員による議会や議員の仕事につい
ての説明と質疑応答 

１月27日（月）
県立沼津東高等学校 

１年生105人、県議会議員10人 
意見交換：テーマ「くらし・環境」、
「健康・福祉」、「教育・文化」等 

１月28日（火）
県立磐田農業高等学校 

３年生40人、県議会議員６人 
意見交換：テーマ「選挙における投
票率を上げるためには」 

    (ｴ) 大学との相互連携 

若者の政治への関心を高めるとともに、学生の意見等を議会活動に活かすため、地元 

大学と連携して、県議会議員と学生との意見交換会とインターンシップの受け入れを行った。 

○大学生との意見交換会 

日 程 参加者 内 容 

９月 20日(金) 静岡文化芸術大学７人、県議会議員２人 

９月 27日(金) 静岡県立大学 10人、県議会議員２人 

11月７日(木)
静岡大学７人、県議会議員２人 

※大学キャンパスで実施 

12月６日(金) 常葉大学14人、県議会議員２人 

２月 17日(月)
静岡県立大学短期大学部12人 

県議会議員２人 ※大学キャンパスで実施 

・県議会の仕組み等説明 

・本会議傍聴 

・意見交換(テーマ：選挙の

投票率向上と県内待機児

童問題について 等) 

○インターンシップ受入 

日 程 受入人数 内 容 

３月２日（月） ５人 

３月３日（火） ５人 

・県議会の仕組み、議会事務局の業務の説明 

・本会議傍聴 

・庁内見学 

・事務局若手職員との懇談 
    

 

 



 (ｵ) 若者向け広報動画の配信 

      若者向け広報事業の取組について情報発信するため、県議会高校出前講座、大学生との意

見交換会、ふれあい親子県議会教室の実施状況をダイジェスト動画にして配信した。 

   

 エ ふれあい親子県議会教室の開催 

     夏休みの社会学習の一環として、小学校高学年（４年～６年）の児童と保護者を対象に

「ふれあい親子県議会教室」を開催し、県議会の役割や仕組みの学習、議員との交流や議

場探検等を通じて、県議会に関する知識を育み、広く県議会をＰＲした。 

＜令和元年８月２日（金）＞ 

参加者数：親子40組 80人、出席議員：14人（議長、副議長含む。） 

 

   オ 傍聴の促進 

     本会議、委員会の傍聴を促進するため、県議会だよりやインターネット、ラジオ等で傍聴を

促す呼び掛けを行うとともに、傍聴者向けの各種案内冊子を作成した。 

○傍聴者向け案内冊子 

刊 行 物 名 内   容 
発行 

回数 
部 数 配 布 先 

わたしたちの県議会 
県議会の権限、組織、議員プ

ロフィール、傍聴の方法等 
年４回 6,300 部

見学者、傍聴

者等 

県議会って何だろう？ 
県議会の役割等を小学生向け

に説明 
年１回 4,500部

見学、傍聴の

小学生 

○傍聴者数                                                                （単位：人） 

常 任 委 員 会 特 別 委 員 会 
区  分 本 会 議 

委員会室 モニター室 委員会室 モニター室 

年  度 30 R1 30 R1 30 R1 30 R1 30 R1 

５月臨時会 9 15 3 0 3 0 0 0

６月定例会 654 716 6 3 127 126 0 0 0 0

９月定例会 565 892 3 2 101 125 0 4

12 月定例会 946 979 1 2 97 97 0 0

２月定例会 927 271 2 4 137 208

閉会中 0 4 65 58

合  計 3,101 2,873 15 11 465 556 0 4 69 58

 

 

  (4) 「地方議会活動の在り方等の調査研究」  

   ア 議会運営等改善検討委員会（委員11人：任期 調査終了まで） 

議長の諮問を受け、議会運営上の諸課題に関する協議又は調整を行っている。令和元年度は

全４回開催し、委員会視察記録のインターネット公開など結論が出た事項について、第１回検

討結果として議長へ答申した。 

 

イ 議員選挙区等調査検討委員会（委員11人：任期 調査終了まで） 

議長の諮問を受け、一般選挙における県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の

数に関する協議又は調整を行っている。令和元年度は全４回開催し、前期委員会の調査結果及

び県議会議員の選挙区、定数に関する課題等について説明を行ったほか、今期の検討スケジュ

ール等を協議し、有識者の意見聴取を実施した。 

 



 

  (5) 「議長公務の支援」 

    共通の課題等を協議し、政府関係機関等へ働き掛けるなど、都道府県議会相互の連携を図る目

的で設置されている各種議長会等について、事務局は、議題の調整や運営の支援等を行った。 

 

 

  (6) 「議員に関する事項」 

   ア 政務活動費の交付 

     議員の調査研究等に資するために、各会派に対し、所属議員１人当たり450千円を毎月交付

しており、使途は、調査研究費、研修費、広聴広報費、要請陳情等活動費、会議費、資料作成

費、資料購入費、事務費、事務所費及び人件費である。 

透明性確保のため、年度終了後に議長に提出される収支報告書及び支出証拠書等について、

県民等への閲覧に供するとともに、県議会ホームページ上で公開した。 

 

   イ 議員の資産等公開 

     議員が、その職務執行の公正と高潔性を明らかにするため、「政治倫理の確立のための静岡県

議会議員の資産等の公開に関する条例」に基づき、議員から提出される資産等報告書などにつ

いて、県民等への閲覧に供した。 



令和元年度主要施策成果説明書 

人事委員会事務局 

主要施策の総括 

１ 主要施策の目的 

  公平・中立的な人事行政の専門機関として、職員の任免等の人事管理や給

与制度の運用が適正に行われるよう、知事や教育委員会、警察本部長などの

各任命権者の権限の行使をチェックするとともに、専門的視点からの調査研

究や勧告など、本県の実情に即した適切な業務を推進した。  

 

２ 主要施策の実施状況及び評価と課題 

（１）職員の適正な給与、勤務時間等の勤務条件の確保  

職員の給与と民間企業従業員の給与の均衡を図るため、民間給与の実態調

査等を精緻に実施し、公民給与の比較を行った。この結果等を踏まえ、議会

及び知事に対し、「職員の給与等に関する報告及び勧告」を行い、職員の適

正な給与水準を確保した。 

また、その中で、職員の勤務条件等に関する諸課題として、「仕事と生活

の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現」「職員の心身の健康の保持・

増進」など７項目の報告を行った。  

今後とも、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適

応するよう、国や民間企業等の動向を的確に把握し、職員の勤務条件への適

切な反映に努めていく。 

 

（２）公平・公正で的確な職員の任用  

人格・能力・意欲を兼ね備えた優秀な人材を確保するため、公平・公正な

能力の実証を基本として、人物重視の採用試験を実施した。  

令和元年度は、公募した全 44 職種のうち、39 職種においては公募数を確

保したが、５職種で公募数を確保できなかったことから、全ての職種で広く

人材の選抜ができるよう、応募者確保のための取組を強化し、本県の公務能

率の増進に寄与する優秀な人材の確保に努めていく。  

 

（３）職員が働きやすい職場環境の確保  

  公務能率が増進するより良い職場環境を確保するため、公平審査事務の執

行及び職員からの苦情相談の対応を行うとともに、労働基準監督機関として

の事業所調査などを行った。苦情相談や事業所指導等を通じて、職員の利益



保護及び勤務環境の向上にも寄与した。  

今後も、公平審査や苦情相談・労働基準監督機関としての職権の行使等を

通じて、職員が働きやすい職場環境の確保に努めていく。  



令和元年度主要施策成果説明書 

監査委員事務局 

主要施策の総括 

１ 主要施策の目的 

  県の行財政の適正な運営に資するため、県の財務に関する事務の執行及び経

営に係る事業の管理、県の事務・事業の執行等が、効率的、合理的かつ公正に

実施され、県民福祉の増進に寄与しているかどうかについて監査、審査等を行

う。  
  令和元年度は、富国有徳の「美しい“ふじのくに”」にふさわしい公正で

透明性があり、県民の視点に立った厳正な監査を目指し、機動的・弾力的な

対応や、多角的な観点から、実効性の高い監査を実施することにより、事務・

事業の改善と職場風土の改革に繋げることを基本方針とした。 

 

２ 主要施策の実施状況及び評価と課題 

（１）実施状況 

令和元年度は、定期監査、随時監査及び財政的援助団体等の監査を 531 箇

所実施し、指摘等の監査結果を 219 件出した。監査結果を出した所属に対し

て改善措置状況の報告を求め、措置状況を評価、確認した。  

また、決算や財政健全化判断比率等の審査を行い、知事へ意見書を提出し

た。住民監査請求については１件の監査と１件の要件審査を行い、監査につ

いては棄却の、要件審査については却下の結果を出した。  

さらに、令和２年４月から施行される地方自治法の改正に伴い新たな監査

基準を策定するとともに、内部統制との役割分担を図りながら、監査の効率

化、重点化を図るべく監査のあり方について必要な見直しを行い、新監査基

準を３月に策定し、通知を行った。内部統制制度については、知事部局と情

報交換や監査委員と経営管理部長、出納局長の意見交換を行った。 

 

（２）評価  

定期監査等は、計画どおり実施することができた。随時監査では、抜打ち

による現金等の現物確認や施工途中の工事の進捗状況、工事事故に対する安

全管理の状況、非違事案等の再発防止の取組状況を確認し、機動的・弾力的

な監査を実施することができた。  

また、誤り等が発生するリスクの高い事項を重点的に調査するなど、効率

的、効果的な監査を実施するとともに、本庁各部局に対して「意見」を出し、



事務・事業の改善に繋がる監査を実施することができた。  

  依然として同様の誤りが複数の所属で発生しているため、執行部に対して

多発している事案の情報提供を行い、全 庁的な再発防止の取 組を要請した。 

  監査のあり方の見直しにおいては、これまでの合規性監査の効率化を図る

とともに、経済性(Economy)、効率性(Efficiency)及び有効性(Effectiveness)

に視点を置いた３Ｅ監査を拡充し、内部統制では確認困難な分野に監査資源

を投入し、監査の効果を高めることとした。 

 

（３）課題  

令和２年４月から新監査基準に基づき、内部統制に依拠した監査を実施する

とともに、３Ｅ監査の手法等をより深く研究し、監査の見直しを着実に推進し

ていく。  
今後とも、同様の誤りが複数の所属で発生している事案について、執行部に

対して情報提供を行い、再発防止に向けた全庁的な取組を促していく。  
内部統制制度については、引き続き知事部局と情報交換を行うとともに、内

部統制評価報告書の審査意見のため準備を進めていく。  
 



令和元年度主要施策成果説明書 

労働委員会事務局 

主要施策の総括 

１ 主要施策の目的 

  労働組合法に基づく不当労働行為の審査や労働関係調整法に基づく労働争議

（集団的労使紛争）の調整、労働組合を介しない個別的労使紛争のあっせん（知

事委任事務）などにより、労使紛争の迅速かつ的確な解決を支援し、将来にわた

る良好な労使関係の形成に資する。 

 

２ 主要施策の実施状況及び評価と課題 

（１）実施状況 

令和元年度は、不当労働行為の審査２件、労働争議の調整９件、個別的労使

紛争のあっせん 14 件の計 25 件を取り扱った。 

このほか、労働争議の実情調査を 64 件、労働組合の資格審査を 23 件、地方

公営企業等の非組合員の範囲の認定告示を１件、それぞれ行った。 

 

（２）評価 

労使紛争の解決には、迅速かつ円満な解決が最も望ましいため、不当労働行

為の審査については迅速な解決の指標として「処理期間」を施策の評価基準と

し、18 か月を目標値としている。労働争議の調整及び個別的労使紛争のあっ

せんについては円満な解決の指標として「和解による解決率」を施策の評価基

準とし、過去５か年の平均を評価基準値としている。 

 

主  要  施  策 評  価  基  準 令和元年度実績 

不当労働行為の審査 処理期間 18 か月 3 か月(11 か月) 

労働争議の調整 31.0％ 33.3％ 

個別的労使紛争のあっせん

和解による解決率 

(過去５か年平均) 41.9％ 21.4％ 

※「令和元年度実績」は、令和元年度単年度の平均 

※ 不当労働行為の審査の「令和元年度実績」の（  ）内は、当該年度を含む

過去５か年の平均。 

※「和解による解決率」 

＝(和解による解決件数／(和解による解決件数＋打切り件数))×100 

 

 

 



ア 「処理期間」 

令 和 元 年 度 の 不 当 労 働 行 為 の 審 査 事 件 の 終 結 事 件 １ 件 の 処 理 月 数は 

「３か月」であった。 

当該年度を含む過去５か年の平均は「11 か月」で、いずれも「18 か月」

の目標を達成できた。 

 

イ 「和解による解決率」 

令和元年度の和解による解決率の実績は、労働争議の調整が「33.3％」で、

過去５か年の平均とほぼ同率であった。また、個別的労使紛争のあっせんは

「21.4％」で、過去５か年の平均「41.9％」を下回った。 

これは、労働争議の調整及び個別的労使紛争のあっせんはいずれも、当

事者双方の同意を得て行うものであることから、当事者双方の主張の隔たり

が大きくあっせん員が説得しても歩み寄りが難しい場合、又は相手方があっ

せんに参加すること自体を応諾しない場合には、やむを得ず、「打切り」と

せざるを得ないことによるものである。「打切り」の件数は、調整事件では

終結事件６件のうち４件であり、そのうち３件は同じ当事者間の紛争で繰り

返しあっせん申請がなされたもので、いずれも相手方があっせんに参加する

ことに応じなかったため打ち切った「不応諾打切り」であった。個別事件で

は終結事件 14 件のうち 11 件であり、そのうち７件が「不応諾打切り｣であ

った。 

 

（３）課題 

不当労働行為の審査の平均処理月数は目標を達成しており、今後も引き続き

処理期間の短縮に取り組んでいく。 

労働争議の調整及び個別的労使紛争のあっせんについては、近年の終結事件

の半数以上が打切りで終結していることから、今後一層、あっせん員と事務局

職員が一体となって当事者に対する粘り強い説得を行うなど、打切りの解消に

一層努力する必要がある。 

このため、各種会議や研修会における事例研究、他都道府県労働委員会等と

の情報交換等を通じ、委員及び職員の専門性の一層の向上を図っていく。 

また、打切りの中でも不応諾打切りの件数が多いことから、あっせんに先 

立って行う事務局職員による調査の際、被申請者に対し、「公労使三者委員に

よる公正中立な取扱い」、「迅速な解決」といったあっせんのメリットを十分

説明することにより、不応諾打切りの削減に努めていく。 

このほか、制度を知らないために利用できないということのないよう、ホー

ムページのほか様々な媒体を活用するとともに、効果的な広報のため対象を絞

った周知活動を実施するなど、引き続き積極的な広報・ＰＲを展開していく。 



令和元年度主要施策成果説明書 

                                収用委員会事務局 

主要施策説明                             

Ⅰ 審理調整課 

 １ 主要施策の実施状況 

 （１） 「審理及び裁決等に関する事務」「収用委員会定例会の開催、関係機関との連絡調整等」 

ア 収用委員会費（人件費）                        6,406,400円 

収用委員会の委員報酬（７人分）である。 

イ 収用委員会運営事業費                         9,862,442円 

  収用事件の裁決等を行うため、収用委員会の運営及び事件の審理、調査等を行った。 
 

    ＜令和元年度 収用裁決等案件＞ 

処 理 状 況 
項  目 

前年度から

の継続件数

令和元年度

申請等件数
計 

裁決 和解 取下 計 

次年度への

継続件数 

裁決申請 

明渡裁決申立 
２件 ８件 10件 ２件 ０件 ０件 ２件 ８件 

損失補償裁決申請 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

※ 事件処理の詳細については、別表のとおり。 
 

＜令和元年度 収用委員会等開催状況＞ 

区分 委員会 審理 調査等 その他 計 

回数 20回 ２回 ２回 １回 25回 

 

 ２ 評価・改善 

 （１） 評価 

   ア 「審理及び裁決等に関する事務」「収用委員会定例会の開催、関係機関との連絡調整等」 

 平成 30年度から継続中であった「一般国道138号改築工事（須走道路及び御殿場バイパス）」

に係る裁決申請２件のうち、平成30年 12月 27日に申請を受理した第２号事件は、令和元年５

月29日に裁決を行った。また、平成30年 11月 21日に申請を受理した第１号事件は、令和元

年５月21日に現地調査及び審理を実施して同日結審し、同年７月11日に裁決を行った。 

令和元年度においては、「東駿河湾広域都市計画都市高速鉄道事業東海旅客鉄道東海道本線」

について、令和元年９月18日付けで８件の裁決申請があった。翌日９月19日にこれらの申請

を受理し、沼津市役所における申請書類の縦覧などの手続を経て、同年10月 24日に裁決手続

開始の決定を行った。同年11月７日に現地調査を、12月４日に審理を実施し、同日結審した。 

 上記のとおり、裁決申請のあった事件に係る手続が迅速かつ適正に行われた。 

 

 （２） 改善 

   ア 「審理及び裁決等に関する事務」「収用委員会定例会の開催、関係機関との連絡調整等」 

 裁決申請のあった事件に係る手続が、迅速かつ適正に行われるよう、今後とも効率的な事務

の整理に努める。 



 

別表 土地収用（使用）事件の処理状況 

No 事件名・事業名・場所 起業者 地目・面積 事件処理の経緯 

１ 

・平成30年度第１号事件 

・一般国道138号改築工事（須走

道路及び御殿場バイパス） 

（御殿場市柴怒田）

国土交通

大臣 

(収用) 

道路(２筆)

789.30㎡

(使用) 

道路(４筆)

13.73 ㎡

(申請) H30.11.16 

(申請受理) H30.11.21 

(一部取下げ) H31.３.28 

(一部取下げ) H31.４.24 

(調査) R元.５.21

(審理) R元.５.21

(一部取下げ) R元.７.５

(裁決) R元.７.11

２ 

・平成30年度第２号事件 

・一般国道138号改築工事（須走

道路及び御殿場バイパス） 

（御殿場市柴怒田）

国土交通

大臣 

(収用) 

山林(１筆)

7.89㎡

(使用) 

山林(１筆)

2.38㎡

(申請) H30.12.26 

(申請受理) H30.12.27 

(調査) H31.２.８ 

(審理) H31.３.７ 

(裁決) R元.５.29

３ 

・令和元年度第１号～第８号事件

・東駿河湾広域都市計画都市高速

鉄道事業東海旅客鉄道東海道

本線 

（沼津市一本松及び桃里）

静岡県 

及び 

沼津市 

(収用） 

畑、公衆用道

路ほか(25筆) 

5,334.41 ㎡

(申請) R元.９.18

(申請受理) R元.９.19

(調査) R元.11.７

(審理) R元.12.４

(一部取下げ) R２.１.20 

※ 地目については現況、面積については実測による。 

 

 



令和元年度主要施策成果説明書 

 

教 育 委 員 会 

主要施策の総括 

１ 主要施策の目的 
静岡県教育委員会は、個人として自立し、人との関わり合いを大切にしなが

ら、よりよい社会づくりに参画し行動する「『有徳の人』の育成」を基本目標

として、子供たち一人一人の能力、適性、意欲、成長に応じて、それぞれが持

つ資質を十分に伸ばしていく教育を推進するため、「教育に関する大綱」及び

「静岡県教育振興基本計画」に基づき、以下の３つの柱を掲げ施策を展開した。 

 

１ 「文・武・芸」三道の鼎立を目指す教育の実現 

２ 未来を切り拓く多様な人材を育む教育の実現 

３ 社会総がかりで取り組む教育の実現  

 

２ 主要施策の実施状況及び評価と課題 

(1) 「文・武・芸」三道の鼎立を目指す教育の実現 

 ア 「知性を高める学習」の充実 

「確かな学力の育成」について、全国学力・学習状況調査は概ね安定した

結果が得られているものの、家庭学習については、更なる推進が必要である。

知識の習得を超えた子供たちの学びに向かう力を伸ばす学習を、限られた授

業時間の中で有効に実施していくためのカリキュラムの工夫や授業改善の方

策等について、全ての学校、校種で追求していく。 

「情報教育の推進」については、ＩＣＴ機器の整備は着実に進んでいるが、

それを活用して指導する教員のスキルの向上は喫緊の課題であり、機器整備

と教員育成の両面から、取組を進めていく。 

  

イ 「技芸を磨く実学」の奨励 

「産業社会の担い手の育成」について、キャリア教育が多くの学校におい

て、様々な形で取り組まれている。学校・教育委員会と産業界・知事部局が

連携した取組も行っているが、教育内容の更なる充実を図るため、こうした

連携を更に深めていく。 

 

ウ 学びを支える魅力ある学校づくりの推進 

「学校マネジメント機能の強化」について、学校関係者評価の公表など、

開かれた学校づくりに向けた取組は学校単位で進んできているが、教職員一



人ひとり、それが当たり前、と思うレベルにまで高めていく必要があり、コ

ミュニティ・スクール等の取組を推進していく。また、多様化する時代や地

域のニーズに応じて、子供たちに多様な選択肢を提供するため、特色ある学

校の具現化に向けた取組を進めていく。 

「学び続ける教職員の育成」について、学習指導要領の改訂や技術革新へ

の対応など、教職員に必要なスキルが多様化している。校内研修も含めた研

修の一層の充実を図るとともに、大学院・在外教育施設・民間企業・行政機

関など学校外での経験を積ませる機会を拡大する。 

「乳幼児期の教育・保育の充実」について、市町における幼児教育アドバ

イザーの設置は順調に進んでいるが、幼児教育の無償化も踏まえ、県が行う

べき支援を着実に推進していく。 

「特別支援教育の充実」について、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに

応じたきめ細かい指導を更に推進していくためには、教員の指導スキルの向

上に加えて、学校現場で指導に当たる人員の確保が最大の課題であり、人的

支援を充実させていく。 

「学校における健康教育の推進」について、児童生徒の栄養バランスの確

保に向け、栄養教諭等の体制の充実など学校での取組に加え、家庭と連携し

た食に関する取組を検討していく。 

 

(2) 未来を切り拓く多様な人材を育む教育の実現 

 ア グローバル人材の育成 

「海外留学等の相互交流の推進」について、「ふじのくにグローバル人材

育成基金」を活用した海外派遣者数は着実に増加し、外国人留学生数も増加

傾向にある。海外修学旅行も全国１位の水準となるなど、海外との交流は進

んでいるが、こうした交流を一過性のものとせず、国際社会や地域社会で活

躍できる人材の育成に着実につなげていく。 

「外国人児童生徒等への教育の充実」について、外国人児童生徒等が将来

にわたって静岡県で活躍するためには、日本語能力の習得は欠かせず、体制

整備が急務である。小中学校における非常勤教員の配置や自動翻訳機の活用

促進など、引き続き支援体制を充実させていく。 

 

イ イノベーションを牽引する人材の育成 

「科学技術の発展を担う人材の育成」や「多様な個性を生かし、優れた才

能を発揮する人材の育成」に取り組み、「科学の甲子園」などへの参加者数

は、順調に増加している。各種コンクール等への参加など、児童生徒の創造

性や専門性を高める取組を進めていく。 

 

 



(3) 社会総がかりで取り組む教育の実現 

 ア 新しい時代を展望した教育行政の推進 

「市町の課題等に対応した支援の充実」について、各市町教育委員会との

意見交換を着実に実施している。今後も時代の変化や現場のニーズを的確に

把握し、施策に活かしていく。また、開かれた教育委員会を目指し、移動教

育委員会による広聴や「Ｅジャーナルしずおか」等による広報に努める。 

  

イ 地域ぐるみの教育の推進 

「地域・企業等と学校の連携・協働の充実」について、コミュニティ・ス

クール数は大幅に増加したが、全ての小・中学校での設置に向け、取組を加

速していくとともに、県立学校においても、モデル校での実践を踏まえ、設

置を推進していく。 

 

ウ 誰もが夢と希望をもち社会の担い手となる教育の推進 

「学びのセーフティネットの構築」について、生活困窮世帯への学習支援

の促進に取り組む市町数は、年々増加している。こうした取組を更に効果的

に進めるため、市町・県の連携に加え、福祉部門と教育部門の連携を進めて

いく。 

「いじめ・不登校等への対応」について、不登校者やいじめの認知件数が

増加していることを踏まえ、学級担任だけの対応では限界があるため、養護

教諭、また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門

家など、チームとして児童生徒を支援する体制作りを進めていく。さらに、

ＳＮＳによる相談、スクールロイヤーや精神科医による教員への相談体制の

構築など、学校外における支援にも併せて取り組む。 

 

エ 「命を守る教育」の推進 

「防災対策の推進」や「交通安全対策の推進」について、警察、関係部局、

保護者、地域のボランティア等との一層の連携を進め、防犯教室や交通安全

教室の開催の促進、登下校時の見守り体制の充実など、取組強化を図ってい

く。 

 



 

 

令和元年度主要施策成果説明書 

警察本部 

主要施策の総括 

 

１ 主要施策の目的 
県内の治安情勢は、刑法犯認知件数が平成 15 年以降連続して減少し、「静

岡県の新ビジョン」に掲げる２万件以下という目標を達成することができた。 

しかし、重要犯罪が増加傾向にあるほか、特殊詐欺の被害やストーカー、

配偶者暴力、児童虐待などの人身安全関連事案の発生が高水準で推移するな

ど、依然として予断を許さない状況にある。 

また、交通事故発生状況についても、人身事故件数、死者数及び負傷者数

は前年比で減少したものの、高齢者が関係する事故の割合は増加傾向にあり、

高齢者の交通事故防止対策が重要な課題となっている。 

このため、令和元年は、「県民の期待と信頼に応える警察 ～正・強・仁～」

を運営指針として、安全で安心な静岡県を目指し、 

○ ストーカー、配偶者暴力、児童虐待などの人の生命・身体の安全を脅か

す事案への迅速・的確な対応の徹底 

○ 「しずおか関所作戦」を中心とした特殊詐欺被害防止対策の推進 

○ 地域住民の身近な不安を解消する街頭活動等の推進 

○ 子供と高齢者の交通事故防止対策の推進 

○ 凶悪な犯罪や暴力団などによる組織的な犯罪の徹底検挙 

○ 「ラグビーワールドカップ 2019」や「東京 2020 オリンピック・パラリ

ンピック競技大会」などの大規模イベントに伴うテロ対策の推進 

○ 警察力を最大限に発揮するための働き方改革の推進 

の７つを重点目標として掲げ、各種施策を推進した。 

 

２ 主要施策の実施状況及び評価と課題 
(1) ストーカー、配偶者暴力、児童虐待などの人の生命・身体の安全を脅かす

事案への迅速・的確な対応の徹底 

人身安全関連事案への対処に当たっては、個々の事案の危険性・切迫性を

的確に判断し、各種法令を適用して被疑者を検挙するとともに、被害者の安

全確保を最優先とした迅速・的確な対応に努めている。 

  令和元年中の児童虐待事案の相談等件数が大幅に増加したことから、関係

機関との緊密な連携と情報共有を図り、事案の早期発見と児童の安全確保を

最優先とした対応を行っている。 

 

(2) 「しずおか関所作戦」を中心とした特殊詐欺被害防止対策の推進 



 

 

特殊詐欺の認知件数及び被害金額は、各種対策を講じたことにより前年と

比べ減少したものの、高齢者を狙った「オレオレ詐欺」を中心に、大きな被

害が生じるとともに、キャッシュカード詐欺盗も大幅に増加していることな

ど、依然として予断を許さない状況である。 

特殊詐欺被害防止対策については、取締りと被害防止の両面から徹底した

対策を行い、あらゆる法令を駆使した多角的な取締りの強化とあわせ、被害

の多くを占める高齢者の特殊詐欺に対する危機意識が醸成されるよう「しず

おか関所作戦」を始めとする対策を推進し、社会全体で被害を防止する気運

の定着と底上げに努めている。 

 

(3) 地域住民の身近な不安を解消する街頭活動等の推進 

地域住民の身近な不安を解消するため、地域における犯罪や交通事故の発

生実態に即した効果的なパトロールを実施するとともに、１１０番通報等に

対しては、パトカーや航空機などの機動力を最大限に活用して迅速・的確な

事案対応に努めている。 

また、安全で平穏な生活を確保するため、各家庭や事業所を訪問する巡回

連絡や交番・駐在所連絡協議会等の開催を通じて、地域住民の意見・要望の

把握に努め、必要な指導・連絡を行うとともに、交番・駐在所が発行するミ

ニ広報紙や交番速報により、特殊詐欺や交通事故などの発生状況や防止策な

どの各種情報を積極的に発信した。 

 

(4) 子供と高齢者の交通事故防止対策の推進 

子供と高齢者の交通事故防止対策を業務重点として推進した結果、令和元

年中の交通事故の発生件数については、２年連続して３万件を下回ったほか、

死者数は 101 人と、統計が残る昭和 28 年以降過去最少を４年連続して更新し

た。 

しかしながら、全国的に子供が犠牲となる痛ましい交通事故が相次いで発

生したほか、交通事故死者に占める高齢者の割合が高原状態で推移するなど

交通情勢は厳しさを増している。 

このため、「子供と高齢者の交通事故防止」を重点に、参加・体験・実践型

の交通安全教育や反射材着用促進のための広報啓発活動を実施したほか、生

活道路や通学路、未就学児の移動経路等において、交通指導取締りを強化す

るとともに、道路管理者や学校等関係機関と連携して信号機や道路標識をは

じめとする交通安全施設等を整備するなど、総合的な交通事故防止対策を推

進した。 

 

(5) 凶悪な犯罪や暴力団などによる組織的な犯罪の徹底検挙 

重要犯罪は、県民の体感治安に大きく影響を及ぼすことから、引き続き、



 

 

迅速・的確な初動捜査、科学捜査の推進、適正捜査の徹底等により早期検挙

に努める。 

特殊詐欺の取締りに関しては、「だまされた振り作戦」による受取り型特殊

詐欺犯の現場検挙活動を強化するとともに、突き上げ捜査により犯行拠点を

解明し、中枢被疑者を検挙した。 

 薬物密売組織や国際犯罪組織が関与する事件は、組織の実態解明や中枢被

疑者の検挙のほか、犯罪インフラの供給グループに対する取締りを徹底し、

組織の弱体化を図った。 

また、暴力団対策では、対立抗争に起因する事件が全国的に相次いでおり、

予断を許さない状況が続いていることから、万が一にも県民が抗争に巻き込

まれることがないよう、万全な警戒を期すとともに、犯罪収益対策を確実に

実施するなど、組織に打撃を与える取締りを強化している。 

 

(6) 「ラグビーワールドカップ 2019」や「東京 2020 オリンピック・パラリン

ピック競技大会」などの大規模イベントに伴うテロ対策の推進 

「ラグビーワールドカップ 2019」は、大会関連施設で警備諸対策を推進し、

大会の安全と円滑な運営を目的とした警備を完遂した。 

「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催を見据え、テ

ロの未然防止を図り、県民の安全・安心を確保するため、テロに関する的確

な情報収集・分析を行い、水際対策及び重要施設等における警戒警備を強化

するとともに、官民一体の横断的なネットワークの強化を図り、広報啓発活

動の実施など、各種テロ対策を推進していく。 

 

(7) 警察力を最大限に発揮するための働き方改革の推進 

少子高齢化等の社会情勢の変化に伴い、限られた人員・予算を最大限に活

用するため、業務の合理化・効率化などを始めとした働き方改革やワ－クラ

イフバランスの取組を推進し、警察力を最大限に発揮できる組織体制の整備

と全ての職員が生き生きと働くことができる職場環境の醸成に努めた。 

また、警察職員としてふさわしい優秀な人材の確保や高い倫理観と実務能

力を兼ね備えた職員の育成に努めるとともに、女性警察官の活躍及び若手警

察官の早期戦力化を図っていく。 

このほか、県第４次地震津波被害想定において津波浸水域にある湖西警察

署の移転整備や交番・駐在所の建替えなど、警察活動の拠点となる施設の整

備を推進した。 


